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「はじめに」 

 
 

国土交通省では、建設施工の生産性向上、品質確保、安全性向上、熟練労働者不足への

対応など、建設施工が直面している諸課題に対応するＩＣＴ施工技術（情報化施工）の普

及に向けて、平成２０年７月に情報化施工の戦略的な普及方策等を示した「情報化施工推

進戦略」を策定し、着実な取り組みを進めることとしています。 

情報化施工の推進技術の一つである「施工管理データを搭載したトータルステーション

（ＴＳ）を用いた出来形管理技術」は、従来、水糸・巻尺・レベル等を使っていた高さ、

幅等の出来形計測の方法を、施工管理データを搭載したＴＳを用いて出来形計測及び一連

の出来形管理作業（工事測量、設計データ・図面作成、出来形管理、出来形管理資料作成

等）に活用し、データをソフトウェアにより一元管理することで、作業の自動化・効率化

が図られるものです。 

使用するＴＳ機器ついては、直接路面を計測できるノンプリズム方式や、自動測定機能

等の多様な機能を持った機器が商品化され、建設現場における測量作業での使用が一般化

しています。 

本管理要領（案）は、新設舗装工事や現道の舗装修繕工事等において、ＴＳを用いた出

来形管理が効率的かつ正確に実施されるために、適用範囲や具体的な実施方法、留意点等

を示したものです。 

また、初めてＴＳを用いた出来形管理を導入する施工者や発注者に理解しやすく使いや

すいように解説編（本編の内容に加えて具体的な実施手順、導入メリット、Q＆Ａ集等）

を取りまとめ、本編に添付しました。 

本管理要領（案）に基づき、ＴＳを用いた出来形管理を実施することで、品質の確保、

安全性の向上、作業時間短縮、作業効率化等の多くの効果が見込まれることから、工事へ

の導入、普及が望まれます。 

本管理要領（案）による出来形管理は、「土木工事施工管理基準及び規格値」に定められ

た工種毎の測定項目、測定基準、測定箇所、規格値等に基づき実施するものですが、今後

は、更なる情報化施工の進展に向けて、本管理要領（案）に基づき実施した工事の活用デ

ータの検証、技術の性能向上や技術革新等を踏まえ、本管理要領（案）の改善を図るとと

もに、新たな出来形管理手法を検討していきます。 
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１. 総 則 

１.１ 目 的 

 

 

 

 

 

 

 

 

【解説】 

施工管理データを搭載したトータルステーション（以下、「出来形管理用ＴＳ」という。）

とは、測量機（ＴＳ）とＴＳに接続または内蔵された情報機器一式（データコレクタ、携

帯可能なコンピュータ）に搭載された機能により、現場での出来形計測と同時に出来形の

良否の判定等が行なえる器械である。 

工事の出来形管理は「土木工事施工管理基準及び規格値」に定められた工種毎の測定項

目、測定基準、測定箇所等に基づき実施するものであり、測定方法は規定されていないが、

従来、水糸、巻尺、レベル等の方法により測定していた測定項目（基準高、幅、厚さ（切

削オーバレイ工等の施工前後の高さの差で測定する工種））について、従来の方法に換え

て、出来形管理用ＴＳを用いて計測した計測点の３次元座標値から基準高、幅、厚さを算

出する。 

また、工事の出来形管理の各段階（基本設計データの作成、工事測量、施工中の出来形

確認、施工後の出来形管理、出来形管理資料の作成等）において、データをソフトウェア

により一元管理することで、作業の確実性や自動化・省力化が図られるため、これらの各

段階を本管理要領（案）の適用範囲とした。 

本管理要領（案）は、新設舗装工事及び現道上の舗装修繕工事等において、出来形管理

用ＴＳを用いた出来形管理が効率的かつ正確に実施されるために、適用範囲や具体的な実

施方法、留意点等を示したものである。 

なお、出来形管理用ＴＳにより出来形管理を行った工種、測定項目等については、従来

方法による管理（二重管理）の必要はない。 

 

 

本管理要領（案）は、新設舗装工事及び舗装修繕工事において、施工管理データを搭

載したトータルステーション（以下、「出来形管理用ＴＳ」という。）による出来形管理

が、効率的かつ正確に実施されるために、以下の事項等について明確化することを主な

目的として策定したものである。 

１）適用範囲、ＴＳの基本的な取扱い方法と測定方法 

２）出来形管理の実施方法、出来形管理基準及び規格値 
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１.２ 適用の範囲 

 

 

 

【解説】 

１）適用する工種及び測定項目 

本管理要領（案）の適用工種及び測定項目は「土木工事施工管理基準及び規格値」にお

ける分類で示すと、下表のとおりである。 

測定項目のうち、基準高、幅、厚さ（切削オーバレイ工等の施工前後の高さの差で厚さ

を求める工種）、延長について適用する。アスファルト舗装工の厚さ、平坦性等の「土木

工事施工管理基準及び規格値」に測定方法が規定されている出来形測定項目については、

本管理要領（案）の適用対象外とした。 

 

表－ 1 適用工種及び測定項目 

 

 

編 章 節 条（工 種） 
適用対象とする 

出来形測定項目 

対象外の 

出来形測定項目 

７条（アスファルト舗装工）※１ 

８条（半たわみ性舗装工）※１ 

９条（排水性舗装工）※１ 

１０条（透水性舗装工）※１ 

１１条（ｸﾞｰｽｱｽﾌｧﾙﾄ舗装工） 

基準高※2 

幅 

厚さ 

平坦性 

１５条（路面切削工） 厚さ、幅  

１６条（舗装打換え工）※１ 基準高※2 

幅 延長 

厚さ 

第３編 

土木工事 

共通編 

第２章 

一般施工 

第６節 

一般舗装工 

１７条（ｵｰﾊﾞｰﾚｲ工） 厚さ 幅 延長 平坦性 

第１章 

築堤・護岸 

第１１節 

付帯道路工 

５条（アスファルト舗装工）※１ 基準高※2 

幅 

厚さ 

平坦性 

第４章 

水門 

第１８節 

舗装工 

５条（アスファルト舗装工）※１ 

６条（半たわみ性舗装工）※１ 

７条（排水性舗装工）※１ 

８条（透水性舗装工）※１ 

９条（ｸﾞｰｽｱｽﾌｧﾙﾄ舗装工） 

基準高※2 

幅 

厚さ 

平坦性 

第８章 

河川維持 

第７節 

路面補修工 

５条（アスファルト舗装補修工） 基準高※2 

幅 

厚さ 

平坦性 

４条（路面切削工） 厚さ、幅  

５条（舗装打換え工） 基準高※2 

幅 延長 

厚さ 

第６編 

河川編 

第９章 

河川修繕 

第７節 

管理用通路

工 

６条（ｵｰﾊﾞｰﾚｲ工） 厚さ 幅 延長 平坦性 

第７編 

河川海岸

編 

第１章 

堤防・護岸 

第１４節 

付帯道路工 

５条（アスファルト舗装工）※１ 基準高※2 

幅 

厚さ 

平坦性 

第８編 

砂防編 

第１章 

砂防堰堤 

第１２節 

付帯道路工 

５条（アスファルト舗装工）※１ 基準高※2 

幅 

厚さ 

平坦性 

本管理要領（案）は、出来形管理用ＴＳによる出来形管理作業に適用する。また、適

用する工種及び測定項目は表－１のとおりとする。 
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※1路盤工含む   ※2施工対象が下層路盤の場合 

※表－１に示す工種以外に、コンクリート舗装工、薄層カラー舗装工、ブロック舗装工の 

高さ、幅の出来形測定にも適用可とする。 

 

２）適用する作業の範囲 

本管理要領（案）を適用する出来形管理の作業の範囲は、次図の実線部分（準備・工事

測量・施工中の出来形確認・施工後の出来形管理・出来形管理資料の作成）である。 

 

 

 

 

 

 

 

図－ 1 本管理要領（案）の対象となる作業の範囲 

 

３）適用にあたって対策が必要な現場条件 

本管理要領（案）による出来形管理は、ＴＳによる測定が安定して実施できる現場・環

境条件が必要であり、下記の現場での適用にあたっては対策が必要である。 

・橋梁上で一般交通等による振動の影響により、ＴＳによる測定精度が確保できない現場 

５条（アスファルト舗装工）※１ 

６条（半たわみ性舗装工）※１ 

７条（排水性舗装工）※１ 

８条（透水性舗装工）※１ 

９条（ｸﾞｰｽｱｽﾌｧﾙﾄ舗装工） 

基準高※2 

幅 

厚さ 

平坦性 

― （歩道路盤工） 

  （取合舗装路盤工） 

  （路肩舗装路盤工） 

基準高 

幅 

厚さ 

第２章 

舗装 

第４節  

舗装工 

― （歩道舗装工） 

 （取合舗装工） 

 （路肩舗装工） 

 （表層工） 

幅 厚さ 

３条（路面切削工） 厚さ、幅  

４条（舗装打換え工）※１ 基準高※2 

幅 延長 

厚さ 

５条（切削ｵｰﾊﾞｰﾚｲ工） 厚さ 幅 延長 平坦性 

６条（ｵｰﾊﾞｰﾚｲ工） 厚さ 幅 延長 平坦性 

第１４章 

道路維持 

第４節  

舗装工 

７条（路上再生工） 幅 延長 厚さ 

３条（路面切削工） 厚さ、幅  

４条（舗装打換え工）※１ 基準高※2 

幅 延長 

厚さ 

５条（切削ｵｰﾊﾞｰﾚｲ工） 厚さ 幅 延長 平坦性 

６条（ｵｰﾊﾞｰﾚｲ工） 厚さ 幅 延長 平坦性 

７条（路上再生工） 幅 延長 厚さ 

第１０編 

道路編 

第１６章 

道路修繕 

第５節  

舗装工 

１０条（歩道舗装修繕工） 基準高 

幅 

厚さ 
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１.３ 本管理要領（案）に記載のない事項 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【解説】 

本管理要領（案）は、「土木工事共通仕様書」、「土木工事施工管理基準及び規格値」、「写

真管理基準」「工事完成図書の電子納品要領（案）」の基準類に基づき、出来形管理用TS

を用いた出来形管理の実施方法、管理基準等を規定するものとして位置づける。本管理要

領（案）に記載のない事項については関連する基準類に従うものとする。 

 

本管理要領（案）に定められていない事項については、以下の基準類によるものとする。

1）「土木工事共通仕様書」（国土交通省各地方整備局） 

2）「土木工事施工管理基準及び規格値」（国土交通省各地方整備局） 

3）「写真管理基準」（国土交通省各地方整備局） 

4）「工事完成図書の電子納品要領（案）」（国土交通省） 

 

注1）上記基準類の名称は各地方整備局で若干異なる。 
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１.４ 施工計画書 

 

 

 

 

 

 

 

 

【解説】 

1）適用工種 

本管理要領（案）により実施する適用工種、測定項目等を記載する。 

2）出来形管理基準及び規格値・出来形管理写真基準 

本管理要領（案）により実施する適用工種の出来形管理基準及び規格値、出来形管理写

真基準の内容を記載する。 

 

3）使用機器・ソフトウェアの確認 

出来形管理用TSによる出来形管理を正確に実施するためには、適正に管理された出来

形管理用TS及び適切な機能を有するソフトウェアを利用することが必要である。請負者

は、出来形管理用TS の計測性能、使用する機器構成及び利用するソフトウェア仕様等を

記載する。 

 

①出来形管理用TS の計測性能 

請負者は、出来形管理用TS の計測性能が本管理要領(案)に記述する性能を有している

ことを示す資料を、施工計画書の添付資料として提出する。計測性能の確認方法を以下に

示す。 

 

a.出来形管理用TS が国土地理院による３級以上のTS として登録を受けている

ことを証明できる、メーカのカタログあるいは仕様書を添付する。 

 

b.TS の精度管理が適正に行われていることを証明するために、検定機関が発行す

る有効な検定証明書あるいは測量機器メーカ等が発行する有効な校正証明書を

添付する。（「国土交通省公共測量作業規程」） 

 

②使用する機器構成 

請負者は、本管理要領(案)を適用する出来形管理で利用する機器について、別途定める

「出来形管理用トータルステーション機能要求仕様書（案）」に規定する性能を有する出

来形管理用TS であることを施工計画書に記載する。 

 

請負者は、施工計画書及び添付資料に次の事項を記載しなければならない。 

１）適用工種 

本管理要領（案）により測定する適用工種、測定項目等を記載する。 

２）出来形管理基準及び規格値・出来形管理写真基準 

該当する出来形管理基準及び規格値・出来形管理写真基準を記載する。 

３）使用機器・ソフトウェア 

出来形管理用TSの計測性能、機器構成及び利用するソフトウェアを記載する。 
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③ソフトウェアの仕様 

請負者は、本管理要領（案）により利用する基本設計データ作成ソフトウェア及び出来

形帳票作成ソフトウェアについて、別途定める「TS による出来形管理に用いる施工管理

データ作成・帳票作成ソフトウェアの機能要求仕様書（案）」に規定する性能を有するソ

フトウェアであることを施工計画書に記載する。 
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１.５ 監督職員による監督の実施項目 

 

 

 

 

 

 

 

 

【解説】 

監督職員は、本管理要領（案）に記載されている内容を確認及び把握をするために立会

又は資料等の提出を請求できるものとし、請負者はこれに協力しなければならない。請負

者は、監督職員による本管理要領（案）に記載されている内容を確認、把握、及び立会す

る上で必要な準備、人員及び資機材等の提供並びに写真その他資料の整備をするものとす

る。 

 

本管理要領(案)を適用した、出来形管理用ＴＳによる出来形管理における監督職員の実

施項目は下記に示すとおりである。 

１）施工計画書の受理等 

２）基準点の把握 

３）基本設計データの受理等 

４）出来形管理状況の把握 
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１.６ 検査職員による検査の実施項目 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【解説】 

本管理要領（案）の実施に係る工事実施状況の検査では、施工計画書等の書類により監

督職員との所定の手続きを経て、出来形管理を実施したかを検査する。 

出来形の検査は、本管理要領（案）で示す使用機器を用いて、出来形管理資料の記載事

項について現地での検査を行うとともに、検査職員が指定する箇所の出来形検査を行う。

本管理要領（案）で示す使用機器を用いることで、計測準備なしで、効率的な検査の実施

が可能となる。 

なお、出来形数量の算出においても、本管理要領(案)で算出された寸法値を用いて良い

ものとする。 

請負者は、当該検査について、監督職員による監督の実施項目の規定を準用する。 

本管理要領(案)を適用した出来形管理箇所における出来形検査の実施項目は、下記に示

すとおりである。 

１）工事実施状況の検査 

・施工計画書の記載内容 

・基本設計データの照査結果 

・基準点の測量結果 

２）出来形の検査 

・出来形管理状況 

・実地検査 
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２. 出来形管理用ＴＳによる測定方法 

２.１ 機器構成 

 

 

 

 

 

【解説】 

図－ 2に機器の構成を示す。 

１）基本設計データ作成ソフトウェア 

基本設計データ作成ソフトウェアは、発注者から提示された設計図書等を基に、出来形

管理用TS に搭載可能な基本設計データを作成するソフトウェアである。作成した基本設

計データは、通信あるいは記憶媒体を通して出来形管理用TS に搭載することができる。 

 

２）出来形管理用TS 

出来形管理用TS は、1）で作成した基本設計データを用い、現場での出来形計測、出

来形の良否判定を行うための設計と出来形の差異を表示、出来形計測データの記録と出力

を行う装置である。 

 

３）出来形帳票作成ソフトウェア 

1）で作成した基本設計データと、2）で計測した出来形計測データを読み込むことで、

出来形管理資料を自動作成するプログラムである。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図－ 2 出来形管理用ＴＳによる出来形管理機器の構成例 

本管理要領（案）で用いる出来形管理用ＴＳのシステムは、以下の機器で構成される。 

1）基本設計データ作成ソフトウェア 

2）出来形管理用 TS 

3）出来形帳票作成ソフトウェア 
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２.２ 出来形管理用ＴＳの計測性能と計測方法 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【解説】 

（１）出来形管理用ＴＳの計測性能 

「国土交通省公共測量作業規程」では、4級基準点測量および応用測量に使用する機器

の一つに3級TSがあげられている。出来形管理の計測精度を確保するため、出来形管理用

TSは、3級以上のTSとしての登録を受けたものとする。 

出来形管理に用いるTSの計測性能の証明は、検定機関が発行する有効な検定証明書あ

るいは機器メーカなどが発行する有効な校正証明書の確認によって行うことができる。 

 

（２）出来形管理用ＴＳの計測方法 

ＴＳの計測方法は測定点に反射プリズムを使用するプリズム方式と、直接計測点を計測

するノンプリズム方式があり、現場状況等に応じて使い分けるものとする。 

 

本管理要領（案）で用いるトータルステーション（以下「出来形管理用ＴＳ」とい

う）は、国土地理院による 3 級以上のＴＳ※の登録を受けたものであること。 

請負者は、本管理要領（案）に基づいて出来形管理を行う場合は、利用する TS の

性能について、「国土交通省公共測量作業規程」に基づき、検定証明書等を監督職員

に提出すること。 

また、本管理要領（案）によるＴＳの計測方法はプリズム方式及びノンプリズム方

式とする。 
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２.３ 出来形管理用ＴＳの機能 

 

 

 

 

【解説】 

本管理要領（案）に基づく出来形管理は、事前に作成した基本設計データを用い、従来

の準備作業（出来形管理箇所を示す杭の座標計算や杭の事前設置作業）なしに出来形計測

が実施可能で、現場での出来形計測と同時に出来形の良否判定ができることが特徴である。 

これらを実現するためには、事前に基本設計データを搭載し、現場で出来形計測データ

の取得と出来形確認を行う出来形管理用TSが必要となる。本管理要領（案）に基づいて

出来形確認を行うため、ＴＳもしくはＴＳに接続したデータコレクタあるいは電子野帳が

有すべき機能は、別途「出来形管理用トータルステーション機能要求仕様書（案）」に規

定される。 

以下に、必要とする出来形管理用TSの機能を示す。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

①施工管理データの読込み機能 

②ＴＳの器械位置算出機能  

③線形データの切替え選択機能 

④基本設計データの確認機能 

⑤ＴＳとの通信設定確認機能 

⑥工事測量機能 

⑦請負者が設定する出来形計測点の 

出来形確認機能 

⑧出来形計測機能 

⑨計測距離制限機能  

⑩出来形計測データの登録機能 

⑪出来形計測データの取得漏れ確認機能 

⑫監督・検査現場立会い確認機能 

⑬施工管理データの書出し機能 

⑭評価試験用のデータ入力機能 

本管理要領（案）で用いる出来形管理用ＴＳの機能については、「出来形管理用トー

タルステーション機能要求仕様書（案）」に規定する機能及び性能を有していなければ

ならない。 
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２.４ 基準点の設置 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【解説】 

出来形管理用ＴＳによる出来形管理では、現場に設置された基準点を用いて３次元

座標を取得し、この座標値から基準高、幅、層さ等を算出する。このため、出来形の

計測精度を確保するためには、現場内に４級基準点又は、3級水準点と同等以上とし

て設置した基準点の精度管理が重要である。 

基準点の精度は、「国土交通省公共測量作業規程」の路線測量を参考にし、これに

準じた。基準点の設置時の留意点としては、「３．新設舗装工事の出来形管理」、「４．

舗装修繕工事の出来形管理」に記述する出来形計測が効率的に実施できる位置に出来

形管理用TSが設置できるよう配慮する。基準点設置についての留意点は以下のとお

りである。下記条件を満足できる位置に器械を設置できるよう、基準点を配置する。 

① 出来形管理用ＴＳから基準点までの距離を１００ｍ以内とする。 

② 上記①の範囲に、平面座標(X,Y座標)がわかる基準点が２点以上、かつ高さ（Ｚ

座標）がわかる基準点が１点以上必要。 

③ ＴＳと基準点間の視通を確保する。 

④ 基準点及びＴＳの設置位置は施工の作業性を損なわない箇所とする。 

 

基準点の設置を行う際のＴＳの設置は、元となる基準点にプリズムを設置して計測する。

精度確保の観点から、ＴＳは基準点上にＴＳを設置する。 

基準点の設置を行う際のＴＳの設置作業の留意点は以下のとおりである。 

① 元となる基準点は、監督職員に指示された基準点を用いる。 

② 計測中に器械が動かないように確実に設置する。 

③ プリズムを用いる場合は、器械高及びミラー高をＴＳ画面にて確認する。 

④ プリズムを用いる場合は、プリズムの傾きがないように正しく設置する。 

⑤ ＴＳと基準点の距離については、１００ｍ以内とする。 

 

 

本管理要領（案）の出来形管理で利用する基準点は、「国土交通省公共測量作業

規程」に基づき、4 級基準点と 3 級水準点（山間部では 4 級水準点を用いても良

い）、もしくはこれと同等以上のものとし、基準となる点の選定は、監督職員の指

示を受けること。また、基準点の測量結果は監督職員に提出すること。 

出来形管理で利用する基準点の設置にあたっては、「国土交通省公共測量作業規

程」に準拠するとともに、「３．新設舗装工事の出来形管理」、「４．舗装修繕工事

の出来形管理」に記載している出来形計測方法に留意して配置し、基準点測量結

果、設置箇所と設置状況を監督職員に提出すること。 
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３. 新設舗装工事の出来形管理 

３.１ 基本設計データの作成 

 

 

 

【解説】 

請負者は、基本設計データ作成ソフトウェアを用いて、出来形管理で利用する基準点、

平面線形、縦断線形、出来形横断面形状、出来形管理対象の設定を行い、出来形管理用TS 

が取込み可能な基本設計データの作成を行う。以下に、基本設計データ作成時の留意事項

を示す。 

 

１）準備資料 

基本設計データの作成に必要な準備資料は、発注者の確認を得た設計図書（平面図、縦

断図、横断図等）である。準備資料の記載内容に基本設計データの作成において不足等が

ある場合は、監督職員に報告し資料提供を依頼する。 

 

２）基本設計データの作成範囲 

基本設計データの作成範囲は、工事起点から工事終点とし、横断方向は舗装左右端部ま

たは舗装をすりつける縁石、側溝等の既設構造物の前面までとする。 

 

３）基本設計データの作成 

基本設計データの作成は、受発注者協議、修正を経て発注者に承認された最終的な設計

図書（平面図、縦断図、横断図等）に示される情報から道路中心線の幾何形状の要素（要

素の始点や終点の座標・半径・クロソイドパラメータ・縦断曲線長、横断形状等）または

座標を読み取って、基本設計データ作成ソフトウェアにて作成する。 

出来形横断面形状の作成は、出来形管理の対象とする出来形確認・管理の対象とする断

面及び断面変化点（拡幅などの開始・終了断面）について作成する。基本設計データの作

成にあたっては、設計図書を基に作成した基本設計データが出来形の良否判定の基準とな

ることから、当該工事の設計形状を示すデータについて、監督職員の承諾なしに変更・修

正を加えてはならない。 

基準点については、前掲「２．４基準点の設置」で監督職員に提出した基準点を全て入

力すること。 

 

４）設計変更について 

設計変更等で設計形状に変更があった場合は、その都度、基本設計データ作成ソフトウ

ェアで基本設計データを編集し変更を行う。このとき、最新の基本設計データの変更理由、

変更内容、変更後の基本設計データファイル名等を適切に管理する。 

請負者は、発注者の確認を得た設計図書（平面図、縦断図、横断図等）を基に、基本

設計データ作成ソフトウェアを用いて、基本設計データを作成する。 
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３.２ 基本設計データの確認 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【解説】 

基本設計データの入力後、請負者は基本設計データが設計図書と合致しているか確認す

る。基本設計データの確認とは、基本設計データが設計図書を基に正しく作成されている

ものであることを確認することである。基本設計データの確認結果は、基本設計データの

チェックシート（巻末資料－１ 参照）に記載し、監督職員に提出する。 

また、請負者は、基本設計データのチェックシートの他、基本設計データと設計図書と

の照合のための資料を整備・保管するとともに、監督職員から基本設計データのチェック

シートを確認するための資料の請求があった場合は、速やかに確認できる資料を提出する

ものとする。 

さらに、設計変更等で設計図書に変更が生じた場合は、速やかに基本設計データを変更

し、確認資料を作成する。 

確認項目を以下に示す。照合は、設計図書と基本設計データ作成ソフトウェアの入力画

面の数値又は出力図面と対比して行う。 

 

１）基準点 

基準点は、基準点の名称・座標を、事前に監督職員に提出している基準点と対比し確認

する。 

 

２）平面線形 

平面線形は、線形の起終点、各測点及び変化点（線形主要点）の平面座標と曲線要素に

ついて、平面図や道路中心線の線形計算書と対比し確認する。 

 

３）縦断線形 

縦断線形は、線形の起終点、各測点及び変化点の標高と曲線長について、縦断図と対比

し確認する。 

 

 

 

請負者は、基本設計データの作成後に、以下の 1)～4)の情報について、設計図書（平

面図、縦断図、横断図等）との照合を行うとともに、監督職員に基本設計データのチェ

ックシート（巻末資料－１ 参照）を提出する。 

なお、請負者は照合のための資料を整備・保管し、監督職員の請求があった場合は、

遅滞なく提示する。 

1）基準点 

2）平面線形 

3）縦断線形 

4）出来形横断面形状 
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４）出来形横断面形状 

出来形横断面形状は、出来形確認・管理の対象とする断面の横断図について、出来形管

理項目の幅、基準高を対比し確認する。また、出来形横断面形状に付与する出来形計測対

象点の記号が基本設計データ作成ソフトウェアによって作成されていることを、出力図面

又はソフトウェア画面上で確認する。 
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３.３ 基本設計データの出来形管理用ＴＳへの搭載 

 

 

 

【解説】 

基本設計データ作成ソフトウェアから出力した基本設計データを、通信あるいは記憶媒

体を通して出来形管理用TSに搭載する。 

出来形計測の実施前には、出来形管理用TSを用い、出来形計測対象物の基本設計デー

タが搭載されていることを確認する。 

 

請負者は、基本設計データを出来形管理用 TS へ搭載する。 
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３.４ 工事測量 

 

 

 

【解説】 

基本設計データを搭載した出来形管理ＴＳを、工事測量（平面測量、縦断測量、横断測

量）に使用する。測量結果が設計図書に示されている数値と差異が無いか確認をする。 

また、工事測量時に実施する下記の作業にも、出来形管理用ＴＳを使用する。 

・工事に使用する補助基準点の設置 

・工事に使用するベンチマークの設置 

・道路中心杭、幅杭の設置・再現および引照点の設置 

 

工事測量を行う際の出来形管理用ＴＳの設置時には、基準点にプリズムを設置して計測

する。本管理要領（案）では、作業性を考慮して、基準点上および後方交会法にて出来形

管理用ＴＳを設置することができる。ただし、出来形管理用ＴＳと基準点の距離について

は、計測精度確保の観点から１００ｍ以内とし、後方交会法においては、2点の基準点の

挟角は３０°～１５０°以内とする。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図－ 3 出来形管理用ＴＳの設置方法 

 

工事測量時の出来形管理用ＴＳの設置作業の留意点は以下のとおりである。 

① 出来形計測点を効率的に取得できる位置に器械を設置する。 

② 基準点は、基本設計データに登録されている点を用いる。 

③ 計測中に器械が動かないように確実に設置する。 

④ プリズムを用いる場合は、器械高及びミラー高をＴＳ画面にて確認する。 

⑤ プリズムを用いる場合は、プリズムの傾きがないように正しく設置する。 

 

請負者は、工事測量において、出来形管理用ＴＳを用い、平面測量、縦断測量、横

断測量を実施し、現場の最新地形の三次元座標を出来形管理用ＴＳで計測・記録する。

基準点1

基準点2
挟角

30°～150°

TS

※基準点（平面座標(X,Y）が既知の点）がＴＳから100ｍ以内に２点以上必要
※基準点の内、１点は高さ（Ｚ座標）が既知であるか、

別途水準点が100ｍ以内に設置されている必要がある

100ｍ以内

100ｍ以内
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３.５ 施工中の出来形確認 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【解説】 

作業帯の外にＴＳを設置する等により、施工中においても、出来形計測点で設計値と計

測値との差を確認し、出来形の良否を即座に把握することができる。ここで、出来形計測

点とは、「土木工事施工管理基準及び規格値」に定められた計測点、及び施工者が自ら定

めた出来形確認を行う計測点やそれ以外の計測点のことを言う。 

実施手順と作業上の留意点は以下のとおりである。 

 

１）出来形管理用ＴＳの設置 

出来形管理用ＴＳの設置時には、基準点にプリズムを設置して計測する。本管理要領

（案）では、作業性を考慮して、基準点上および後方交会法にて出来形管理用ＴＳを設置

することができる。ただし、出来形管理用ＴＳと基準点の距離については、計測精度確保

の観点から１００ｍ以内とし、後方交会法においては、2点の基準点の挟角は３０°～１

５０°以内とする。計測結果の再現性を高めるため、同じ出来形計測点の測定にあたって

は、毎回同じ基準点を使用する。（前掲図―３参照） 

 

 

請負者は施工中に、出来形管理用ＴＳでの計測により、出来形計測点での基準高、幅

等の確認を行うことができる。 

１）出来形管理用 TS の設置 

出来形管理用 TS は、基準点上に設置することが計測精度を確保する観点から望まし

いが、複数の基準点を観測できる場合は任意の未知点に出来形管理用ＴＳを設置する

ことができる。未知点に出来形管理用ＴＳを設置する場合には、後方交会法※1 によ

り設置位置（器械点）を定めてよい。このとき、利用する基準点の計測距離は 100

ｍ以内とし、基準点間の挟角は 30～150°以内でなければならない。 

２）出来形計測 

現行の「土木工事施工管理基準及び規格値」で定められた計測点や施工者が自ら定

めた計測点を計測し、出来形を確認することができる。ＴＳと計測点までの距離は、

作業性を考慮し、最大 50ｍ程度とすることが望ましい。ただし、計測距離３０ｍ以

上ではプリズムを用いることが望ましい。 

 

※１ 後方交会法：巻末資料―３ 用語の解説 参照 
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出来形管理用ＴＳの設置作業の留意点は以下のとおりである。 

① 重機などの施工の支障にならない、安全な場所に器械を設置する。 

② 出来形計測点を効率的に取得できる位置に器械を設置する。 

③ 基準点は、基本設計データに登録されている点を用いる。 

④ 計測中に器械が動かないように確実に設置する。 

⑤ プリズムを用いる場合は、器械高及びミラー高をＴＳ画面にて確認する。 

⑥ プリズムを用いる場合は、プリズムの傾きがないように正しく設置する。 

 

２）出来形計測 

ＴＳと計測点までの距離は、作業性を考慮し、最大５０ｍ程度とすることが望ましい。 

ただし、計測距離３０ｍ以上ではプリズムを用いることが望ましい。 

出来形計測作業の留意点は以下のとおりである。 

① 出来形計測点を計測する場合は、出来形確認・管理の対象とする断面と計測対象

点を指定する。出来形管理用TSを用い、基本設計データに登録されている計測

対象の断面の測点名と出来形計測点を選択する。 

② プリズムを用いる場合は、出来形計測点にプリズムを設置し、出来形管理用TS

の望遠鏡をプリズム方向に向ける。プリズムは傾きや地面への刺さりがないよう

正しく設置する。 

出来形管理用TSでは、出来形確認・管理の対象とする断面上の出来形計測点

へのプリズムの誘導が可能なので、現行の出来形管理に必要な準備測量（断面

位置のマーキング等）を事前に行わずとも計測できる。 

③ 出来形管理用ＴＳで出来形を計測する。出来形管理用TSは、幅、基準高等を算

出する機能を有しているため、測定者は、計測後すぐに設計値と計測値との差を

確認できる。その際、出来形計測点1つで判定できる基準高は、計測値と設計値

の比較表示が可能である。出来形計測点2つで判定できるものの場合（幅・厚さ

等）は、出来形計測点と辺を構成するもう一点が取得済みであるかを表示し、取

得済みの時は長さの計測値と設計値の比較表示を行うことが可能である。 

④ 出来形管理用TSで計測した出来形計測データを記録する。出来形計測データは、

各点の計測後に出来形計測対象点名とともに記録する。 
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３.６ 施工後の出来形管理 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【解説】 

施工完了後、出来形計測点を出来形管理用ＴＳで計測することにより、設計高と計測高、

設計幅と計測幅の比較を即座に行うことができる。ここで、出来形計測点とは、「土木工

事施工管理基準及び規格値」に定められた計測点、及び施工者が自ら定めた出来形管理を

行う計測点やそれ以外の計測点のことを言う。 

実施手順と作業上の留意点は以下のとおりである。 

 

１）出来形管理用ＴＳの設置 

出来形管理用ＴＳの設置時には、基準点にプリズムを設置して計測する。本管理要領

（案）では、作業性を考慮して、基準点上および後方交会法にて出来形管理用ＴＳを設置

することとする。ただし、出来形管理用ＴＳと基準点の距離については、計測精度確保の

観点から１００ｍ以内とし、後方交会法においては、2点の基準点の挟角は３０°～１５

０°以内とする（前掲図―３参照）。 

計測結果の再現性を高めるため、同じ出来形計測点の測定にあたっては、毎回同じ基準

点を使用する。 

出来形管理用ＴＳの設置作業の留意点は以下のとおりである。 

① 重機などの施工の支障にならない、安全な場所に器械を設置する。 

② 出来形計測点を効率的に取得できる位置に器械を設置する。 

③ 基準点は、基本設計データに登録されている点を用いる。 

④ 計測中に器械が動かないように確実に設置する。 

請負者は施工完了後に、出来形管理用ＴＳでの計測により、出来形計測点での基準

高、幅の管理を行う。 

１）出来形管理用 TS の設置 

出来形管理用 TS は、基準点上に設置することが計測精度を確保する観点から望

ましいが、複数の基準点を観測できる場合は任意の未知点に出来形管理用ＴＳを

設置することができる。未知点に出来形管理用ＴＳを設置する場合には、後方交

会法※1 により設置位置（器械点）を定めてよい。このとき、利用する基準点の計

測距離は 100ｍ以内とし、基準点間の挟角は 30～150°以内でなければならな

い。 

２）出来形計測 

現行の「土木工事施工管理基準及び規格値」で定められた計測点で計測を行う。

また、施工者が自ら定めた計測点においても計測することができる。ＴＳと計測

点までの距離は、作業性を考慮し、最大 50ｍ程度とすることが望ましい。ただし、

計測距離３０ｍ以上ではプリズムを用いることが望ましい。 

 

※１ 後方交会法：巻末資料―３ 用語の解説 参照 
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⑤ プリズムを用いる場合は、器械高及びミラー高をＴＳ画面にて確認する。 

⑥ プリズムを用いる場合は、プリズムの傾きがないように正しく設置する。 

 

２）出来形計測 

ＴＳと計測点までの距離は、作業性を考慮し、最大５０ｍ程度とすることが望ましい。

ただし、計測距離３０ｍ以上ではプリズムを用いることが望ましい。 

出来形計測作業の留意点は以下のとおりである。 

① 出来形計測点を計測する場合は、出来形確認・管理の対象とする断面と計測対象

点を指定する。出来形管理用TSを用い、基本設計データに登録されている計測

対象断面の測点名と出来形計測点を選択する。 

② プリズムを用いる場合は、出来形計測点にプリズムを設置し、出来形管理用TS

の望遠鏡をプリズム方向に向ける。プリズムは傾きや地面への刺さりがないよう

正しく設置する。 

出来形管理用TSでは、出来形計測点へのプリズム誘導が可能なので、現行の

出来形管理に必要な準備測量（断面位置のマーキング等）を事前に行わずとも計

測できる。 

③ 出来形管理用ＴＳで出来形を計測する。出来形管理用TSは、幅、基準高等を算

出する機能を有しているため、測定者は、計測後すぐに設計値と計測値との差を

確認できる。その際、出来形計測点1つで判定できる基準高は、計測値と設計値

の比較表示が可能である。出来形計測点2つで判定できるものの場合（幅・厚さ

等）は、出来形計測点と辺を構成するもう一点が取得済みであるかを表示し、取

得済みの時は長さの計測値と設計値の比較表示を行うことが可能である。 

④ 計測点を計測した出来形計測データは、施工中に計測した出来形計測データと区

別して記録する必要がある。 

⑤ 出来形管理用TSで計測した出来形計測データを記録する。出来形計測データは、

各点の計測後に出来形計測対象点名とともに記録する。 
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３.７ 出来形計測点 

 
 
 

 

 

 

 

【解説】 

出来形管理用TSによる出来形管理で計測する出来形計測点は、「土木工事施工管理基準

及び規格値」の規程どおりとする。また、施工者自らが、出来形確認・管理の対象とする

断面を適宜設定し、出来形計測を行う。 

 

出来形管理用 TS による出来形管理における出来形計測点は、「土木工事施工管理

基準及び規格値」に定められた測定箇所のとおりとする。 

計測する横断面は、基本設計データとして作成した断面とし、各断面の全ての計

測対象点について３次元座標を取得する。また、施工者の定めた出来形計測点を適

宜設定する。 
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４. 舗装修繕工事の出来形管理 

４.１ 工事測量 

 

 

 

【解説】 

基本設計データを搭載した出来形管理ＴＳを用いて工事測量（平面測量、縦断測量、横

断測量）を行い、舗設計画図面作成に使用する。 

また、工事測量時に実施する下記の作業にも、出来形管理用ＴＳを使用する。 

・工事に使用する補助基準点の設置 

・工事に使用するベンチマークの設置 

・道路中心点等の設置・マーキングおよび引照点の設置 

 

出来形管理用ＴＳを用いた工事測量の手順は以下のとおりである。 

① 計測対象道路の基準線の縦断・平面線形を出来形管理用ＴＳに入力する。基準

線は新設時の道路平面線形・縦断線形を用いるか、新たに基準線を設定する。 

② 縦断・横断測量は設計図書に示されている断面や出来形確認・管理の対象とす

る断面毎に計測する。 

 

出来形管理用ＴＳを用いた工事測量の留意点は以下のとおりである。 

① 歩道等に出来形管理用ＴＳを設置する場合には、ＴＳが歩行者等の通行の妨げ

にならないよう、通行帯を確保するとともに、必要に応じ安全施設、保安員を

設置する。 

② 出来形計測点を効率的に取得できる位置に器械を設置する。 

③ 計測中に器械が動かないように確実に設置する。 

④ プリズムを用いる場合は、器械高及びミラー高をＴＳ画面にて確認する。 

⑤ プリズムを用いる場合は、プリズムの傾きがないように正しく設置する。 

請負者は、工事測量において、出来形管理用ＴＳを用い、平面測量、縦断測量、横断

測量を実施し、現場の最新地形の三次元座標を計測・記録する。 



 

 24

４.２ 基本設計データの作成 

 

 

 

【解説】 

請負者は、基本設計データ作成ソフトウェアを用いて、出来形管理で利用する基準点、

平面線形、縦断線形、出来形横断面形状、出来形管理対象の設定を行い、出来形管理用TS 

が取込み可能な基本設計データの作成を行う。以下に、基本設計データ作成時の留意事項

を示す。 

 

１）準備資料 

基本設計データの作成に必要な準備資料は、発注者の確認を得た設計図書（平面図、縦

断図、横断図等）と工事測量の結果を基に作成した舗設計画図等である。 

 

２）基本設計データの作成範囲 

基本設計データの作成範囲は、工事起点から工事終点とし、横断方向は舗装左右端部ま

たは舗装をすりつける縁石、側溝等の既設構造物の前面までとする。 

 

３）基本設計データの作成 

基本設計データの作成は、受発注者協議、修正を経て発注者に承認された最終的な設計

図書（平面図、縦断図、横断図等）に示される情報と現地工事測量の結果を基に、基本設

計データ作成ソフトウェアにて作成する。 

出来形横断面形状の作成は、出来形確認・管理の対象とする断面及び断面変化点（拡幅

などの開始・終了断面）について作成する。基本設計データの作成にあたっては、設計図

書を基に作成した基本設計データが出来形の良否判定の基準となることから、当該工事の

設計形状を示すデータについて、監督職員の承諾なしに変更・修正を加えてはならない。 

基準点については、前掲「２．４基準点の設置」で監督職員に提出した基準点を全て入

力すること。 

 

４）設計変更について 

設計変更等で設計形状に変更があった場合は、その都度、基本設計データ作成ソフトウ

ェアで基本設計データを編集し変更を行う。このとき、最新の基本設計データの変更理由、

変更内容、変更後の基本設計データファイル名等を適切に管理する。 

 

請負者は、発注者の確認を得た設計図書（平面図、縦断図、横断図等）を基に、基本

設計データ作成ソフトウェアを用いて、基本設計データを作成する。 
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４.３ 基本設計データの確認 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【解説】 

基本設計データの入力後、請負者は基本設計データが設計図書と合致しているか確認す

る。基本設計データの確認とは、基本設計データが設計図書を基に正しく作成されている

ものであることを確認することである。基本設計データとの確認結果は、基本設計データ

のチェックシート（巻末資料－１ 参照）に記載し、監督職員に提出する。 

また、請負者は、基本設計データのチェックシートの他、基本設計データと設計図書

との照合のための資料を整備・保管するとともに、監督職員から基本設計データのチェ

ックシートを確認するための資料の請求があった場合は、速やかに確認できる資料を提

出するものとする。 

さらに、設計変更等で設計図書に変更が生じた場合は、速やかに基本設計データを変

更し、確認資料を作成する。 

確認項目を以下に示す。照合は、設計図書と基本設計データ作成ソフトウェアの入力

画面の数値又は出力図面と対比して行う。 

 

１）基準点 

基準点は、基準点の名称・座標を、事前に監督職員に提出している基準点と対比し確認

する。 

 

２）平面線形 

平面線形は、線形の起終点、各測点及び変化点（線形主要点）の平面座標と曲線要素に

ついて、平面図や道路中心線の線形計算書、または基準線の平面図と対比し確認する。 

 

３）縦断線形 

縦断線形は、線形の起終点、各測点及び変化点の標高と曲線長について、縦断図と対比

し確認する。 

 

 

請負者は、基本設計データの作成後に、以下の１）～４）の情報について、設計図書

（平面図、縦断図、横断図等）との照合を行うとともに、監督職員に基本設計データの

チェックシート（巻末資料－１ 参照）を提出する。 

なお、請負者は照合のための資料を整備・保管し、監督職員の請求があった場合は、

遅滞なく提示する。 

１）基準点 

２）平面線形 

３）縦断線形 

４）出来形横断面形状 
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４）出来形横断面形状 

出来形横断面形状は、出来形確認・管理の対象とする断面の横断図について、出来形管

理項目の幅、基準高を対比し確認する。また、出来形横断面形状に付与する出来形計測対

象点の記号が基本設計データ作成ソフトウェアによって作成されていることを、出力図面

又はソフトウェア画面上で確認する。 
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４.４ 基本設計データの出来形管理用ＴＳへの搭載 

 

 

 

【解説】 

基本設計データ作成ソフトウェアから出力した基本設計データを、通信あるいは記憶媒

体を通して出来形管理用TSに搭載する。 

出来形計測の実施前には、出来形管理用TSを用い、出来形計測対象物の基本設計デー

タが搭載されていることを確認する。 

 

 

請負者は、基本設計データを出来形管理用 TS へ搭載する。 



 

 28

４.５ 施工中の出来形確認 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【解説】 

作業帯の外にＴＳを設置する等により、施工中においても、出来形計測点で、設計値と

計測値との差を確認し、出来形の良否を即座に把握することができる。 

ここで、出来形計測点とは、「土木工事施工管理基準及び規格値」に定められた計測点、

及び施工者が自ら定めた出来形確認を行う計測点やそれ以外の計測点のことを言う。 

実施手順と作業上の留意点は以下のとおりである。 

 

１）出来形管理用ＴＳの設置 

出来形管理用ＴＳの設置時には、基準点にプリズムを設置して計測する。本管理要領

（案）では、作業性を考慮して、基準点上および後方交会法にて出来形管理用ＴＳを設置

することができる。ただし、出来形管理用ＴＳと基準点の距離については、計測精度確保

の観点から１００ｍ以内とし、後方交会法においては、2点の基準点の挟角は３０°～１

５０°以内とする（前掲図―３参照）。 

計測結果の再現性を高めるため、同じ出来形計測点の測定にあたっては、毎回同じ基準

点を使用する。 

出来形管理用ＴＳの設置作業の留意点は以下のとおりである。 

① 重機などの施工の支障にならない、安全な場所に器械を設置する。 

② 歩道等に出来形管理用ＴＳを設置する場合には、ＴＳが歩行者等の通行の妨げ

にならないよう、通行帯を確保するとともに、必要に応じ安全施設、保安員を

設置する。 

③ 出来形計測点を効率的に取得できる位置に器械を設置する。 

④ 基準点は、基本設計データに登録されている点を用いる。 

請負者は施工中に、出来形管理用ＴＳでの計測により、出来形計測点での基準高、幅、

厚さ等の確認を行うことができる。 

１）出来形管理用 TS の設置 

出来形管理用 TS は、基準点上に設置することが計測精度を確保する観点から望まし

いが、複数の基準点を観測できる場合は任意の未知点に出来形管理用ＴＳを設置する

ことができる。未知点に出来形管理用ＴＳを設置する場合には、後方交会法※1 によ

り設置位置（器械点）を定めてよい。このとき、利用する基準点の計測距離は 100

ｍ以内とし、基準点間の挟角は 30～150°以内でなければならない。 

２）出来形計測 

現行の「土木工事施工管理基準及び規格値」で定められた計測点や、施工者が自ら定

めた計測点を計測し、出来形を確認することができる。ＴＳと計測点までの距離は、

作業性を考慮し、最大３0ｍ程度とすることが望ましい。 

 

※１ 後方交会法：巻末資料―３ 用語の解説 参照 
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⑤ 計測中に器械が動かないように確実に設置する。 

⑥ プリズムを用いる場合は、器械高及びミラー高をＴＳ画面にて確認する。 

⑦ プリズムを用いる場合は、プリズムの傾きがないように正しく設置する。 

 

２）出来形計測 

ＴＳと計測点までの距離は、作業性を考慮し、最大３０ｍ程度とすることが望ましい。 

出来形計測作業の留意点は以下のとおりである。 

① 出来形計測点を計測する場合は、出来形確認・管理の対象とする断面と計測対象

点を指定する。出来形管理用TSを用い、基本設計データに登録されている計測

対象の断面の測点名と出来形計測点を選択する。 

② プリズムを用いる場合は、出来形計測点にプリズムを設置し、出来形管理用TS

の望遠鏡をプリズム方向に向ける。また、プリズムは傾きや地面への刺さりがな

いよう正しく設置する。 

出来形管理用TSでは、出来形計測点へのプリズムの誘導が可能なので、現行

の出来形管理に必要な準備測量（断面位置のマーキング等）を事前に行わずとも

計測できる。 

③ 出来形管理用ＴＳで出来形を計測する。出来形管理用TSは、幅、基準高等を算

出する機能を有しているため、測定者は、計測後すぐに設計値と計測値との差を

確認できる。その際、出来形計測点1つで判定できる基準高は、計測値と設計値

の比較表示が可能である。出来形計測点2つで判定できるものの場合（幅・厚さ

等）は、出来形計測点と辺を構成するもう一点が取得済みであるかを表示し、取

得済みの時は長さの計測値と設計値の比較表示を行うことが可能である。 

④ 出来形管理用TSで計測した出来形計測データを記録する。出来形計測データは、

各点の計測後に出来形計測対象点名とともに記録する。 

⑤ 重機の錯綜する作業帯内に立ち入って計測を行う場合には、重機に対して注意を

喚起する保安員を計測員に同行させる等の安全対策を講じる。 

⑥ 夜間、プリズムを用いた出来形計測を行う場合には、プリズムに十分な照明を当

てる等により出来形管理用ＴＳからプリズムが視認しやすくなるようにする。 
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４.６ 施工後の出来形管理 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【解説】 

施工完了後、出来形計測点を出来形管理用ＴＳで計測することにより、設計高と計測高、

設計幅と計測幅、設計厚と計測厚の比較を即座に行うことができる。ここで、出来形計測

点とは、「土木工事施工管理基準及び規格値」に定められた計測点、及び施工者が自ら定

めた出来形管理を行う計測点やそれ以外の計測点のことを言う。 

実施手順と作業上の留意点は以下のとおりである。 

 

１）出来形管理用ＴＳの設置 

出来形管理用ＴＳの設置時には、基準点にプリズムを設置して計測を行う。本管理要領

（案）では、作業性を考慮して、基準点上および後方交会法にて出来形管理用ＴＳを設置

することとする。ただし、出来形管理用ＴＳと基準点の距離については、計測精度確保の

観点から１００ｍ以内とし、後方交会法においては、2点の基準点の挟角は３０°～１５

０°以内とする（前掲図―３参照）。 

計測結果の再現性を高めるため、同じ出来形計測点の計測にあたっては、毎回同じ点を

使用する。 

出来形管理用ＴＳの設置作業の留意点は以下のとおりである。 

① 重機などの施工の支障にならない、安全な場所に器械を設置する。 

② 歩道等に出来形管理用ＴＳを設置する場合には、ＴＳが歩行者等の通行の妨げ

にならないよう、通行帯を確保するとともに、必要に応じ安全施設、保安員を

設置する。 

③ 出来形計測点を効率的に取得できる位置に器械を設置する。 

④ 基準点は、基本設計データに登録されている点を用いる。 

請負者は、施工完了後に、出来形管理用ＴＳでの計測により、出来形計測点での基準

高、厚さ、幅の管理を行う。 

１）出来形管理用 TS の設置 

出来形管理用 TS は、基準点上に設置することが計測精度を確保する観点から望まし

いが、複数の基準点を観測できる場合は任意の未知点に出来形管理用ＴＳを設置する

ことができる。未知点に出来形管理用ＴＳを設置する場合には、後方交会法※1 によ

り設置位置（器械点）を定めてよい。このとき、利用する基準点の計測距離は 100

ｍ以内とし、基準点間の挟角は 30～150°以内でなければならない。 

２）出来形計測 

現行の「土木工事施工管理基準及び規格値」で定められた計測点で計測を行う。ま

た、施工者が自ら定めた計測点においても計測することができる。ＴＳと計測点まで

の距離は、作業性を考慮し、最大３0ｍ程度とすることが望ましい。 

 

  ※１ 後方交会法：巻末資料―３ 用語の解説 参照
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⑤ 計測中に器械が動かないように確実に設置する。 

⑥ プリズムを用いる場合は、器械高及びミラー高をＴＳ画面にて確認する。 

⑦ プリズムを用いる場合は、プリズムの傾きがないように正しく設置する。 

 

２）出来形計測 

ＴＳと計測点までの距離は、作業性を考慮し、最大３０ｍ程度とすることが望ましい。 

出来形計測作業の留意点は以下のとおりである。 

① 出来形計測点を測定する場合は、出来形確認・管理の対象とする断面と計測対象

点を指定する。出来形管理用TSを用い、基本設計データに登録されている計測

対象の断面の測点名と出来形計測点を選択する。 

② プリズムを用いる場合は、出来形計測点にプリズムを設置し、出来形管理用TS

の望遠鏡をプリズム方向に向ける。プリズムは傾きや地面への刺さりがないよう

正しく設置する。 

出来形管理用TSでは、出来形計測点へのプリズムの誘導が可能なので、現行

の出来形管理に必要な準備測量（断面位置のマーキング等）を事前に行わずとも

計測できる。 

③ 出来形管理用ＴＳで出来形を計測する。出来形管理用TSは、幅、基準高等を算

出する機能を有しているため、測定者は、計測後すぐに設計値と計測値との差を

確認できる。その際、出来形計測点1つで判定できる基準高は、計測値と設計値

の比較表示が可能である。出来形計測点2つで判定できるものの場合（幅・厚さ

等）は、出来形計測点と辺を構成するもう一点が取得済みであるかを表示し、取

得済みの時は長さの計測値と設計値の比較表示を行うことが可能である。 

④ 計測点を計測した出来形計測データは、施工中に計測した出来形計測データと区

別して記録する必要がある。 

⑤ 出来形管理用TSで計測した出来形計測データを記録する。出来形計測データは、

各点の計測後に出来形計測対象点名とともに記録する。 
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４.７ 出来形計測点 

 
 
 

 

 

 

 

【解説】 

出来形管理用TSによる出来形管理で計測する出来形計測点は、「土木工事施工管理基準

及び規格値」の規程どおりとする。また、施工者自らが、出来形確認・管理の対象とする

断面を適宜設定し、出来形計測を行う。 

 

出来形管理用 TS による出来形管理における出来形計測点は、「土木工事施工管理

基準及び規格値」に定められた測定箇所のとおりとする。 

計測する横断面は、基本設計データとして作成した断面とし、各断面の全ての計

測対象点について３次元座標を取得する。また、施工者の定めた出来形計測点を適

宜設定する。 
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５. 出来形管理資料の作成 

５.１ 出来形管理資料 

 

 

 

【解説】 

出来形管理資料とは、測定結果一覧表、出来形管理図表、出来形管理図、度数表を指す。

「「土木工事共通仕様書」を適用する請負工事に用いる帳票様式（国土技術政策総合研究

所）」に基づき作成する。請負者は、「出来形帳票作成ソフトウェア」を用いることにより、

本管理要領（案）が対象とする工種について、出来形管理資料を現行と同様の書式で自動

作成し、出来形管理資料の保存、印刷をすることができる。本ソフトウェアの機能により、

計測した数値のキーボード手入力が不要となるため、作業の省力化、入力ミスの削減が期

待できる。 

請負者は、基本設計データと出来形計測データを用いて、設計図書に義務付けられた

出来形管理資料を作成する。 
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５.２ 電子納品 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【解説】 

本管理要領（案）で規定する以外の事項は、「工事完成図書の電子納品要領（案）」によ

る。 

 

１） 打合せ簿管理ファイル（MEET.XML） 

本管理要領（案）に基づいて作成した3 種類の電子成果品が特定できるようにするた

め、打合せ簿管理ファイル（MEET.XML）のうち、「打合せ簿オリジナルファイル日本語

名」及び「予備」の管理項目は、次表に示す内容を必ず記入すること。 

次表、打合せ簿管理項目の「打合せ簿オリジナルファイル日本語名」及び「予備」の【必

要度】については、「工事完成図書の電子納品要領（案）」では △（任意記入）であるが、

本管理要領（案）では ◎（必須記入）としているので注意すること。 

「打合せ簿オリジナルファイル日本語名」の通し番号（ｍｍ）は、01 からの連番を原

則とするが、やむを得ない理由である場合は中抜け（欠番）してもよい。 

「予備」には、本管理要領（案）のタイトル名を発行年月まで記入すること。 

なお、工事打合せ簿の鑑の「打合せ簿オリジナルファイル日本語名」は、「工事完成図

書の電子納品要領（案）」による。 

 

本管理要領（案）に基づいて作成する電子成果品は、以下に示す 3 種類である。 

・ 施工管理データ（XML ファイル） 

・ 出来形帳票データ（XML ファイル） 

・ 出来形管理データ（PDF ファイル） 

電子成果品は、「工事完成図書の電子納品要領（案）」に従い「MEET」フォルダに格

納する。打合せ簿管理ファイル（MEET.XML）の管理項目については、「工事完成図書

の電子納品要領（案）」に従い出来形管理用 TS を用いた出来形管理資料が特定できるよ

うに記入する。 
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表－ 2 打合せ管理項目 

 分類・項目名 記入内容 データ 
表現 

文字数 記入者 必要度

シリアル番号 打合せ簿の通し番号を記入する。連番を原則とするが、やむを得ない理由であ

る場合は中抜け（欠番）してもよい。12番目を”00012”のように0を付けて

表現してはいけない。 
半角数字 15 □ ◎ 

上位打合せ簿シ

リアル番号 
当該打合せ簿が派生した上位にあたる打合せ簿のシリアル番号を記入する。（本

項目はシリアル番号の属性として保持） 
半角英数字 15 □ ○ 

下位打合せ簿シ

リアル番号 
当該打合せ簿が派生した上位にあたる打合せ簿のシリアル番号を記入する。（本

項目はシリアル番号の属性として保持） 
半角英数字 15 □ ○

打合せ簿種類 打合せ簿の種類を記入する。 
（「指示」「承諾」「協議」「提出」「報告」「通知」） 

全角文字 
半角英数字 

16 □ ◎

打合せ簿名称 打合せ簿の標題もしくは打合せ簿の内容を簡潔に記入する。 全角文字 
半角英数字 

127 □ ◎

管理区分 「施工管理」「安全管理」「出来形管理」「品質管理」「出来高管理」「原価管理」

「工程管理」「写真管理」等の管理区分を記入する。 
全角文字 
半角英数字 

127 □ ○

図面ファイ

ル番号 
関連する図面がある場合は、図面管理項目の「図面ファイル」を記入する 
（複数記入可） 

半角英数大

文字 
12 □ △ 関     連 

資    料 
シリアル 
番号 

関連する写真がある場合は、写真管理項目の[シリアル番号]を記入する。 
（複数記入可） 

半角数字 7 □ △ 
作成者 打合せ簿の作成者を記入する。（請負者：現場代理人、請負者：主任技術者、発

注者：現場監督員など）  127 □ ◎ 
提出先 打合せ簿の提出先（発注者、受注者）を記入する。  127 □ ◎ 
発行日付 発行元が打合せ簿を発行した年月日をCCYY-MM-DD方式で記入する。月また

は日が１桁の数の場合「0」を付加して、必ず10桁で記入する。（CCYY：西暦

の年数、MM：月、DD：日） 
例)平成21年12月6日→2009-12-06 

 10 □ ◎ 

受理日付 打合せ簿のファイル名を記入する。（拡張子を含む）  10 □ ◎ 
完了日付 ・基本設計データの場合は、「基本設計mm」と記入する。 

・出来形管理資料のオリジナルファイルの場合は、「出来形管理資料mm」と記

入する 
・mm:英数字二文字（ファイルが複数ある場合、連番で番号を付ける） 

 10 □ ○

打合せ簿 
ｵﾘｼﾞﾅﾙﾌｧｲﾙ 
名 

打合せ簿オリジナルファイルを作成したソフトウェア名とバージョンを記入す

る。  12 ▲ ◎ 

打合せ簿 
ｵﾘｼﾞﾅﾙﾌｧｲﾙ 
日本語名 

オリジナルファイルの内容、もしくは打合せ簿オリジナルファイルに記載され

ている内容を簡潔に記入する。  127 □ ◎

打合せ簿 
ｵﾘｼﾞﾅﾙﾌｧｲﾙ

作成ｿﾌﾄ 
ﾊﾞｰｼﾞｮﾝ情報 

打合せ簿オリジナルファイルを作成したソフトウェア名とバージョンを記入す

る。  127 □ ◎

フ

ァ

イ

ル

情

報 

オ

リ

ジ

ナ

ル 

ｵﾘｼﾞﾅﾙﾌｧｲﾙ

内容 
オリジナルファイルの内容、もしくは打合せ簿オリジナルファイルに記載され

ている内容を簡潔に記入する。  127 □ ◎ 
請負者説明文 請負者側で打合せ簿に関して特記すべき事項がある場合は記入する。  127 □ △ 
発注者説明文 発注者側で打合せ簿に関して特記すべき事項がある場合は記入する。  127 □ △ 

打ち合

せ簿情

報 

そ 
の 
他 

予備 「施工管理データを搭載したトータルステーション（ＴＳ）を用いた出来形管

理要領（案）（舗装工事編）」と記入する。  127 □ ◎ 
ソフトメーカ用ＴＡＧ ソフトウェアメーカが管理のために使用する。（複数記入可）  127 ▲ △ 

【記入者】 □：電子成果品作成者が記入する項目 

▲：電子成果品作成ソフト等が固定値を自動的に記入する項目 

【必要度】 ◎：必須記入 

○：条件付き必須記入。（データがわかる場合は必ず記入する） 

△：任意記入 

 

※複数ある場合にはこの項を必要な回数繰り返す。 
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６. 出来形管理基準および規格値 

６.１ 出来形管理基準および規格値 

 

 

【解説】 

１）測定箇所 

測定箇所は、現行の「土木工事施工管理基準及び規格値」に定められた基準高、幅、厚

さと同じであり、基本設計データとして作成した出来形確認・管理の対象とする断面の基

準高、幅、厚さとする。 

 

２）計測値算出 

①基準高（標高）の計測値を３次元座標値から算出する方法 

基準高（標高）は、３次元座標値の標高座標（Z座標）の値を用い、出来形確認・管理

の対象とする断面上の設計値と計測値の差より規格値と比較し判定する。 

 

②幅の計測値を３次元座標値から算出する方法 

幅は、計測した2点間の水平距離の算出値を計測値とし、出来形確認・管理の対象とす

る断面上の設計値と計測値の差より規格値と比較し判定する。 

 

③厚さの計測値を３次元座標値から算出する方法 

厚さは各層において計測した同一平面位置上の2点（管理対象の一つ下層の比較対象点

と計測点）の標高座標（Z座標）の差分値を用いて、規格値と比較し判定する。 

 

３）規格値及び測定基準 

規格値及び測定基準は、現行の「土木工事施工管理基準及び規格値」に定められたもの

と同様とする。 

 

出来形管理基準及び規格値は、「土木工事施工管理基準及び規格値」に定められたものと

同様とする。計測値はすべて規格値を満足しなくてはならない。 
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６.２ 出来形管理写真基準 

 

 

 

【解説】 

出来形管理写真基準は、現行の「写真管理基準」（国土交通省各地方整備局）に準拠す

る。写真管理基準に規定されている撮影項目、撮影頻度に基づき写真管理を行う。被写体

として写し込む小黒板に①工事名、②工種等、③測点（位置）、④設計寸法、⑤実測寸法、

⑥略図の必要事項を記載する。 

出来形の写真管理項目（撮影項目、撮影頻度[時期]、提出頻度）および撮影方法は、「写

真管理基準」（国土交通省各地方整備局）に準拠する。 
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巻末資料－１ 基本設計データのチェックシート 

請負者は、基本設計データと設計図書等を照合する。照合結果を基本設計データのチェ

ックシートに記入し、基本設計データとともに監督職員に提出する。基本設計データのチ

ェックシートの様式を次頁に示す。 
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（様式１） 
平成  年  月  日 

工 事 名：              
請負会社名：              
作 成 者：           印   

 
 
 
 

基本設計データのチェックシート 

項 目 対象 内  容 
ﾁｪｯｸ 
結果 

・基準点の名称は正しいか？  
1) 基準点 全点 

・座標は正しいか？  

・起終点の座標は正しいか？  

・変化点（線形主要点）の座標は正しいか？  

・曲線要素の種別・数値は正しいか？  
2) 平面線形 全延長 

・各測点の座標は正しいか？  

・線形起終点の測点、標高は正しいか？  

・縦断変化点の測点、標高は正しいか？  3) 縦断線形 全延長 
・曲線要素は正しいか？  

・ 作成した出来形横断面形状の測点、数は適切か？  

・ 幅・基準高は正しいか？  4) 出来形 

横断面形状 
全延長 

・ 出来形計測対象点の記号が正しく付与できているか？  

※1 各チェック項目について、確認完了後チェック結果欄に“○”と記すこと。 

※2 請負者が監督職員に様式－１を提出した後、監督職員から様式－１を確認するための資料 

の請求があった場合は、請負者は以下の資料等を速やかに提出するものとする。 

・基準点リスト（チェック入り） 

   ・線形計算書（チェック入り）：新設舗装工事のみ 
・平面図（チェック入り） 

   ・縦断図（チェック入り） 
   ・横断図（チェック入り） 
 

※ 添付資料については、上記以外にわかりやすいものがある場合はこれに替えることがで

きる。 
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（解説編） 

 
 

解説編は、本管理要領（案）による出来形管理を実施するにあたって、初めて導入する施工者や

発注者に理解しやすく使いやすいように、本編の内容に加えて、導入メリット、具体的な実施手順、

機器の使用方法、Q＆A 等を記載したものです。 

解説編の主なポイントは以下のとおりです。 

・ 本編の構成、記載内容に解説部分を加える形式とし、参照しやすくしている。 

・ 施工者、発注者のＴＳ出来形管理の導入メリットを記載。 

・ ＴＳ出来形管理を実施する上での疑問点等を巻末資料―２にＱ＆Ａ形式で記載。 

・ 用語の解説を巻末資料―３に記載。 
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１. 総 則 

１.１ 目 的 

１.１.１ 目 的 

 

 

 

 

 

 

 

 

【解説】 

（１）本管理要領（案）の目的と位置づけ 

施工管理データを搭載したトータルステーション（以下、「出来形管理用ＴＳ」という。）

とは、測量機（ＴＳ）とＴＳに接続または内蔵された情報機器一式（データコレクタ、携

帯可能なコンピュータ）に搭載された機能により、現場での出来形計測と同時に出来形の

良否の判定等が行なえる器械である。 

工事の出来形管理は「土木工事施工管理基準及び規格値」に定められた工種毎の測定

項目、測定基準、測定箇所等に基づき実施するものであり、測定方法は規定されていない

が、従来、水糸、巻尺、レベル等の方法により測定していた測定項目（基準高、幅、厚さ

（切削オーバレイ工等の施工前後の高さの差で測定する工種））について、従来の方法に

換えて、出来形管理用ＴＳを用いて計測した計測点の３次元座標値から基準高、幅、厚さ

を算出する。 

また、工事の出来形管理の各段階（基本設計データの作成、工事測量、施工中の出来

形確認、施工後の出来形管理、出来形管理資料の作成等）において、データをソフトウェ

アにより一元管理することで、作業の確実性や自動化・省力化が図られるため、これらの

各段階を本管理要領（案）の適用範囲とした。 

本管理要領（案）は、新設舗装工事及び現道上の舗装修繕工事等において、出来形管

理用ＴＳを用いた出来形管理が効率的かつ正確に実施されるために、適用範囲や具体的な

実施方法、留意点等を示したものである。 

なお、出来形管理用ＴＳにより出来形管理を行った工種、測定項目等については、従

来方法による管理（二重管理）の必要はない。 

本管理要領（案）の既存の仕様書・基準類に対する位置づけを図―１に示す。 

 

 

 

本管理要領（案）は、新設舗装工事及び舗装修繕工事において、施工管理データを搭

載したトータルステーション（以下、「出来形管理用ＴＳ」という。）による出来形管理

が、効率的かつ正確に実施されるために、以下の事項等について明確化することを主な

目的として策定したものである。 

１）適用範囲、ＴＳの基本的な取扱い方法と測定方法 

２）出来形管理の実施方法、出来形管理基準及び規格値 
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図－ 1 本管理要領（案）の位置づけ 

 

（２）水糸による管理と出来形管理用ＴＳによる管理の違い 

施工中の基準高・層さ管理は、現行では水糸を用いた下がり量計測値から厚さを算出

する手法で行われている。この手法は、設計高さから一定量（100mm等）上方の位置

に水糸を渡し、そこからの下がり量から、出来形計測点の基準高を求める。また、厚さは、

前層と現層の水糸下がり量の差から計算する。 

この手法に対して、出来形管理用ＴＳによる出来形管理では、出来形計測点の基準高

を直接出来形管理用ＴＳにて計測し、厚さは、前層と現層の基準高の差から求める。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図－ 2 水糸による管理と出来形管理用ＴＳによる管理の違い 

土木工事共通仕様書 工事特記仕様書

「施工管理データを搭載したトータルステー
ション（ＴＳ）による出来形管理要領（案）」

第１編1-1-23（施工管理）
　「請負者は出来形管理基準及び品質管理基準
　により施工を行なう(以下省略）」

第○条
 請負者は、○○工の出来形管理について、現行の巻尺、
 レベル等を用いた方法に代えて「施工管理データを搭載
 したトータルステーションによる出来形管理要領（案）」に
より実施してもよい。

 ＴＳを用いた出来形管理を効率的かつ正確に実施する
 ために、適用範囲、具体的実施方法、留意点等を示し
 たもの。

土木工事施工管理基準及び規格値

品質管理基準及び規格値

写真管理基準

出来形管理基準及び規格値

「請負者は、出来形を出来形管理基準に定める
 測定項目及び測定基準により実測し、設計値と
 実施値を対比して記録した出来形成果表又は
 出来形図を作成し管理するものとする」

・工種

・測定項目

・規格値

・測定基準

・測定箇所

工事の設計図書

アスファルト舗装工、上・下層路盤工、切削オーバレイ
工等の基準高、幅、厚さの出来形測定に適用

（測定方法が基準で定められていないが、現行は巻尺、
レベル等の方法により出来形測定していた項目）
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１.１.２ 出来形管理用ＴＳの導入メリット 

 

 

 

 

【解説】 

（１） 施工者のメリット 

① 出来形品質の確保 

■出来形品質の均一化 

・ 施工中の出来形計測・良否判定や出来形計測点の多点化が容易に可能となり、

出来形品質の均一化が図られる。 

・ 設計図書に示されている断面以外の、施工者が自ら定めた計測点で容易に出

来形管理ができるため、出来形計測点の多点化による面的な管理が可能とな

り、出来形品質が向上する。 

 

■出来形計測結果の確実な記録 

・ 出来形計測結果を現場で電子データとして自動記録できるため、資料作成時

の人為的な記録・入力ミスが防止できる。 

 

② 安全性向上 

■計測作業の安全性向上 

・ 歩道等からの工事測量や作業帯（規制帯）外からの出来形計測が可能となり、

交通事故や重機災害の未然防止につながる。 

・ 舗装修繕工の工事測量が、車線規制を行わずに行えるため、交通事故の未然

防止につながる。（ノンプリズム方式の場合） 

・ 出来形計測の際に、作業帯（規制帯）内に入る人員を減らせるため、重機周

辺での計測作業が減り、安全性が向上する。 

・ 施工中の出来形測定が歩道等の作業帯（規制帯）外から可能となるため、重

機災害の未然防止につながる。（ノンプリズム方式の場合） 

 

③ 省力化・効率化 

■出来形計測作業の省力化・効率化 

・ ＴＳによるワンマン計測、自動計測機能により、工事測量、出来形計測作業

の労力低減、時間短縮が図られる。 

・ 従来の水糸、巻尺、レベルによる測定方法に対し、計測人員、計測時間が低

減する。 

 

■出来形管理用ＴＳを用いた測設作業の効率化 

・ 出来形管理用ＴＳは、出来形管理以外に、工事測量、丁張り設置等の施工管

理業務にも活用できる。 

出来形管理用ＴＳを新設舗装工事や、現道の舗装修繕工事等の工事測量、施工中の出

来形確認及び施工後の出来形管理に導入することにより、品質確保、安全性向上、作業

の効率化等のメリットが得られる。 
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・ 舗装修繕工事においては、施工前の、断面位置等のマーキング作業時間が短

縮され、すばやく作業に着手できる。 

 

■内業の効率化 

・ 工事測量による舗設計画図作成や出来形計測結果の出来形管理資料作成に係

るデータの記帳・入力作業が自動で行え、ミスの防止、内業の大幅な短縮が

図られる。 

・ 現場計測結果を、計測と同時に電子データとして自動記録するため、野帳へ

の記録が不要となり、記録時の人為的ミスが防止できる。 

・ 出来形管理資料をソフトウェアによって自動作成でき、内業が縮減される。 

 

④ コストの低減 

■材料ロスの低減 

・ 舗装修繕工事において、切削後の出来形をＴＳにて多点で計測することで、

設計の仕上がりを得るために必要となる材料の量が正確に把握でき、材料の

調達量が最適化し、材料の過不足を未然に防止できる。 

 
（２） 発注者のメリット 

① 出来形品質の確保 

■出来形品質の均一化 

・ 施工中の出来形計測・良否判定や出来形計測点の多点化管理が容易に可能と

なり、出来形品質の均一化が図られる。 

・ 設計図書に示されている断面以外の、施工者が自ら定めた計測点で容易に出

来形管理ができるため、出来形計測点の多点化による面的な管理が可能とな

り、出来形品質が向上する。 

・ 監督職員の現地での出来形把握やデータ確認が容易に実施でき、粗雑工事の

防止につながる。 

 

■出来形計測結果の改ざん防止 

・ 出来形計測結果の改ざんを防止する機能がソフトウェアに備えられているた

め、結果の改ざんを防止できる。 

 

■出来形計測結果の利活用 

・ 出来形計測結果の電子データは、紙面の出来形管理資料と比較して保存・検

索が容易であり、道路の維持管理段階においての利活用が可能。 

 

② 安全性向上 

■ 計測作業の安全性向上 

・ 歩道等からの工事測量や作業帯外からの出来形計測が可能となり、交通事故

や重機災害の未然防止につながる。（ノンプリズム方式の場合） 
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■ 作業人員の削減による安全性向上 

・ 出来形計測の際に、作業帯（規制帯）内に入る人員を減らせるため、重機災

害発生の可能性を低減できる。 

 

③ 車線規制時間の短縮 

・ 交通を確保しながら、歩道等から工事測量や出来形計測が行え、車線規制の

省略または短縮が可能となる。（ノンプリズム方式の場合） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 図－ 3 プリズム方式 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

図－ 4 ノンプリズム方式 

 

車線規制無しで事前調査測量
が実施可能

施工中の出来形計測を重機稼
働中に実施可能

ノンプリズム方式で
断面毎に路面の形状を
指定した間隔で
迅速に計測

計測は１名で実施可能 本線外より安全かつ迅速
に路面形状を計測可能
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１.２ 適用の範囲 

 

 

 

【解説】 

１）適用する工種及び測定項目 

本管理要領（案）の適用工種及び測定項目は「土木工事施工管理基準及び規格値」に

おける分類で示すと、下表のとおりである。 

測定項目のうち、基準高、幅、厚さ（切削オーバレイ工等の施工前後の高さの差で厚

さを求める工種）、延長について適用する。アスファルト舗装工の厚さ、平坦性等の「土

木工事施工管理基準及び規格値」に測定方法が規定されている出来形測定項目については、

本管理要領（案）の適用対象外とした。 

 

表－ 1 適用工種及び測定項目 

 

編 章 節 条（工 種） 
適用対象とする 

出来形測定項目 

対象外の 

出来形測定項目 

７条（アスファルト舗装工）※１ 

８条（半たわみ性舗装工）※１ 

９条（排水性舗装工）※１ 

１０条（透水性舗装工）※１ 

１１条（ｸﾞｰｽｱｽﾌｧﾙﾄ舗装工） 

基準高※2 

幅 

厚さ 

平坦性 

１５条（路面切削工） 厚さ、幅  

１６条（舗装打換え工）※１ 基準高※2 

幅 延長 

厚さ 

第３編 

土木工事 

共通編 

第２章 

一般施工 

第６節 

一般舗装工 

１７条（ｵｰﾊﾞｰﾚｲ工） 厚さ 幅 延長 平坦性 

第１章 

築堤・護岸 

第１１節 

付帯道路工 

５条（アスファルト舗装工）※１ 基準高※2 

幅 

厚さ 

平坦性 

第４章 

水門 

第１８節 

舗装工 

５条（アスファルト舗装工）※１ 

６条（半たわみ性舗装工）※１ 

７条（排水性舗装工）※１ 

８条（透水性舗装工）※１ 

９条（ｸﾞｰｽｱｽﾌｧﾙﾄ舗装工） 

基準高※2 

幅 

厚さ 

平坦性 

第８章 

河川維持 

第７節 

路面補修工 

５条（アスファルト舗装補修工） 基準高※2 

幅 

厚さ 

平坦性 

４条（路面切削工） 厚さ、幅  

５条（舗装打換え工） 基準高※2 

幅 延長 

厚さ 

第６編 

河川編 

第９章 

河川修繕 

第７節 

管理用通路

工 

６条（ｵｰﾊﾞｰﾚｲ工） 厚さ 幅 延長 平坦性 

第７編 

河川海岸

編 

第１章 

堤防・護岸 

第１４節 

付帯道路工 

５条（アスファルト舗装工）※１ 基準高※2 

幅 

厚さ 

平坦性 

第８編 

砂防編 

第１章 

砂防堰堤 

第１２節 

付帯道路工 

５条（アスファルト舗装工）※１ 基準高※2 

幅 

厚さ 

平坦性 

本管理要領（案）は、出来形管理用ＴＳによる出来形管理作業に適用する。また、適

用する工種及び測定項目は表－１のとおりとする。 



47 

※1路盤工含む   ※2施工対象が下層路盤の場合 

※表－１に示す工種以外に、コンクリート舗装工、薄層カラー舗装工、ブロック舗装工の 

高さ、幅の出来形測定にも適用可とする。 

 

２）適用する作業の範囲 

本管理要領（案）を適用する出来形管理の作業の範囲は、次図の実線部分（準備・工

事測量・施工中の出来形確認・施工後の出来形管理・出来形管理資料の作成）である。 

 

 

 

 

 

 

 

図－ 5 本管理要領（案）の対象となる作業の範囲 

 

３）適用にあたって対策が必要な現場条件 

本管理要領（案）による出来形管理は、ＴＳによる測定が安定して実施できる現場・

環境条件が必要であり、下記の現場での適用にあたっては対策が必要である。 

・橋梁上で一般交通等による振動の影響により、ＴＳによる測定精度が確保できない現場 

５条（アスファルト舗装工）※１ 

６条（半たわみ性舗装工）※１ 

７条（排水性舗装工）※１ 

８条（透水性舗装工）※１ 

９条（ｸﾞｰｽｱｽﾌｧﾙﾄ舗装工） 

基準高※2 

幅 

厚さ 

平坦性 

― （歩道路盤工） 

  （取合舗装路盤工） 

  （路肩舗装路盤工） 

基準高 

幅 

厚さ 

第２章 

舗装 

第４節  

舗装工 

― （歩道舗装工） 

 （取合舗装工） 

 （路肩舗装工） 

 （表層工） 

幅 厚さ 

３条（路面切削工） 厚さ、幅  

４条（舗装打換え工）※１ 基準高※2 

幅 延長 

厚さ 

５条（切削ｵｰﾊﾞｰﾚｲ工） 厚さ 幅 延長 平坦性 

６条（ｵｰﾊﾞｰﾚｲ工） 厚さ 幅 延長 平坦性 

第１４章 

道路維持 

第４節  

舗装工 

７条（路上再生工） 幅 延長 厚さ 

３条（路面切削工） 厚さ、幅  

４条（舗装打換え工）※１ 基準高※2 

幅 延長 

厚さ 

５条（切削ｵｰﾊﾞｰﾚｲ工） 厚さ 幅 延長 平坦性 

６条（ｵｰﾊﾞｰﾚｲ工） 厚さ 幅 延長 平坦性 

７条（路上再生工） 幅 延長 厚さ 

第１０編 

道路編 

第１６章 

道路修繕 

第５節  

舗装工 

１０条（歩道舗装修繕工） 基準高 

幅 

厚さ 
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対策として下記があげられる。 

・振動の影響が無い時間帯（通行車輌の少ない時間帯等）に出来形計測を行う。 

 

４）工事全体の出来形管理作業の流れ 

工事全体の流れと、現行の出来形管理と出来形管理用ＴＳを用いた出来形管理作業を

比較して次図に示す。中央の列は、舗装工の全体施工フローで、その左列が現行の出来

形管理フロー、右列が出来形管理用ＴＳを用いた出来形管理フローである。 

全体施工フローのうち、赤枠で囲った項目については、現行の手法に変えて実施する

ことになる。 

フローに示した出来形管理用ＴＳを用いた出来形管理の各手順に対応する記載箇所

は次のようになっている。 

 

新設舗装工事 
・施工計画書・・・・・・・・・・・・・・・・・・１．４節 (p.52) 
・出来形管理用ＴＳの計測性能と計測方法・・・・・２．２節 (p.57) 
・基準点の設置・・・・・・・・・・・・・・・・・２．４節 (p.68) 
・基本設計データの作成・・・・・・・・・・・・・３．１節 (p.70) 
・基本設計データの確認・・・・・・・・・・・・・３．２節 (p.72) 
・基本設計データの出来形管理用ＴＳへの搭載・・・３．３節 (p.74) 
・工事測量・・・・・・・・・・・・・・・・・・・３．４節 (p.75) 
・施工中の出来形確認・・・・・・・・・・・・・・３．５節 (p.77) 
・施工後の出来形管理・・・・・・・・・・・・・・３．６節 (p.81) 
・出来形計測点・・・・・・・・・・・・・・・・・３．７節 (p.85) 
・出来形管理資料の作成・・・・・・・・・・・・・・・５節(p.102) 
・出来形管理基準および規格値・・・・・・・・・・・・６節(p.108) 

 

舗装修繕工事 
・施工計画書・・・・・・・・・・・・・・・・・・１．４節 (p.52) 
・出来形管理用ＴＳの計測性能と計測方法・・・・・２．２節 (p.57) 
・基準点の設置・・・・・・・・・・・・・・・・・２．４節 (p.68) 
・工事測量・・・・・・・・・・・・・・・・・・・４．１節 (p.86) 
・基本設計データの作成・・・・・・・・・・・・・４．２節 (p.89) 
・基本設計データの確認・・・・・・・・・・・・・４．３節 (p.90) 
・基本設計データの出来形管理用ＴＳへの搭載・・・４．４節 (p.92) 
・施工中の出来形確認・・・・・・・・・・・・・・４．５節 (p.93) 
・施工後の出来形管理・・・・・・・・・・・・・・４．６節 (p.97) 
・出来形計測点・・・・・・・・・・・・・・・・・４．７節(p.101) 
・出来形管理資料の作成・・・・・・・・・・・・・・・５節(p.102) 
・出来形管理基準および規格値・・・・・・・・・・・・６節(p.108)
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図－ 6 現行施工とTSを用いた出来形管理の実施手順比較と本管理要領（案）の関連箇所 

出来形管理資料作成
・測定結果一覧表
・出来形管理図表
・出来形管理図
・度数表

施工後の出来形管理

■路盤
・締固め後

■ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装・ｵｰﾊﾞｰﾚｲ等

・締固め後

■切削ｵｰﾊﾞｰﾚｲ
・切削後
・締固め後

施工中の出来形確認

■路盤
・敷均し・締固め施工時

■ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装・切削ｵｰﾊﾞ
ｰﾚｲ等
・敷均し・締固め施工時

→５ 出来形管理資料の作成
　　　　　　　　　　　　（102頁）

：新設舗装工事に
関する記載事項

：舗装修繕工事に
関する記載事項

：新設舗装工事
・舗装修繕工事
に関する記載事項

水糸と巻尺で
下がり検測

丁張りと巻尺で
計測位置出し

観測手簿
に記録

出来形
管理資料

作成
(手入力)

基準高

幅員測定
丁張りと巻尺で
計測位置出し

観測手簿
に記録

帳票作成
（手入力）

・測定結果を記録した手簿から表計算ソフトへの手入力
・出来形管理資料の様式作成
・出来形管理資料作成

水糸と仕上がり面の
距離を計測

幅員を計測 幅

基本設計データ

出来形計測データ

ﾒﾓﾘｰｶｰﾄﾞ

出来形計測データ
の取り込み

電子納品
出来形管理資料

出来形管理用
ＴＳの設置

出来形計測
設計と出来形との

差異確認

 

帳票作成ソフトウェア

舗装修繕工事
→4.5 施工中の出来形確認

（93頁）
→4.6 施工後の出来形管理

（97頁）
→4.7 出来形計測点

（101頁）

新設舗装工事
→3.5 施工中の出来形確認

（77頁）
→3.6 施工後の出来形管理

（81頁）
→3.7 出来形計測点

（85頁）

→６ 出来形管理基準
および規格値

　　　　　　　　（108頁）
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１.３ 本管理要領（案）に記載のない事項 

 

 

 

 

 

 

 

 

【解説】 

本管理要領（案）は、「土木工事共通仕様書」、「土木工事施工管理基準及び規格値」、

「写真管理基準」「工事完成図書の電子納品要領（案）」の基準類に基づき、出来形管理用

TSを用いた出来形管理の実施方法、管理基準等を規定するものとして位置づける。本管

理要領（案）に記載のない事項については関連する基準類に従うものとする。 

 

本管理要領（案）に定められていない事項については、以下の基準類によるものとする。

1）「土木工事共通仕様書」（国土交通省各地方整備局） 

2）「土木工事施工管理基準及び規格値」（国土交通省各地方整備局） 

3）「写真管理基準」（国土交通省各地方整備局） 

4）「工事完成図書の電子納品要領（案）」（国土交通省） 

 

注1）上記基準類の名称は各地方整備局で若干異なる。 
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１.４ 施工計画書 

 

 

 

 

 

 

 

 

【解説】 

1）適用工種 

本管理要領（案）により実施する適用工種、測定項目等を記載する。 

2）出来形管理基準及び規格値・出来形管理写真基準 

本管理要領（案）により実施する適用工種の出来形管理基準及び規格値、出来形管理

写真基準の内容を記載する。 

 

3）使用機器・ソフトウェアの確認 

出来形管理用TSによる出来形管理を正確に実施するためには、適正に管理された出来

形管理用TS及び適切な機能を有するソフトウェアを利用することが必要である。請負者

は、出来形管理用TS の計測性能、使用する機器構成及び利用するソフトウェア仕様等を

記載する。 

 

①出来形管理用TS の計測性能 

請負者は、出来形管理用TS の計測性能が本管理要領(案)に記述する性能を有してい

ることを示す資料を、施工計画書の添付資料として提出する。計測性能の確認方法を以下

に示す。 

 

a.出来形管理用TS が国土地理院による３級以上のTS として登録を受けている

ことを証明できる、メーカのカタログあるいは仕様書を添付する。 

 

b.TS の精度管理が適正に行われていることを証明するために、検定機関が発行

する有効な検定証明書あるいは測量機器メーカ等が発行する有効な校正証明書

を添付する。（「国土交通省公共測量作業規程」） 

 

②使用する機器構成 

請負者は、本管理要領(案)を適用する出来形管理で利用する機器について、別途定め

る「出来形管理用トータルステーション機能要求仕様書（案）」に規定する性能を有する

出来形管理用TS であることを施工計画書に記載する。 

 

請負者は、施工計画書及び添付資料に次の事項を記載しなければならない。 

１）適用工種 

本管理要領（案）により測定する適用工種、測定項目等を記載する。 

２）出来形管理基準及び規格値・出来形管理写真基準 

該当する出来形管理基準及び規格値・出来形管理写真基準を記載する。 

３）使用機器・ソフトウェア 

出来形管理用TSの計測性能、機器構成及び利用するソフトウェアを記載する。 
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③ソフトウェアの仕様 

請負者は、本管理要領（案）により利用する基本設計データ作成ソフトウェア及び出

来形帳票作成ソフトウェアについて、別途定める「TS による出来形管理に用いる施工管

理データ作成・帳票作成ソフトウェアの機能要求仕様書（案）」に規定する性能を有する

ソフトウェアであることを施工計画書に記載する。 
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１.５ 監督職員による監督の実施項目 

 

 

 

 

 

 

 

 

【解説】 

監督職員は、本管理要領（案）に記載されている内容を確認及び把握をするために立

会又は資料等の提出を請求できるものとし、請負者はこれに協力しなければならない。請

負者は、監督職員による本管理要領（案）に記載されている内容を確認、把握、及び立会

する上で必要な準備、人員及び資機材等の提供並びに写真その他資料の整備をするものと

する。 

 

本管理要領(案)を適用した、出来形管理用ＴＳによる出来形管理における監督職員の実

施項目は下記に示すとおりである。 

１）施工計画書の受理等 

２）基準点の把握 

３）基本設計データの受理等 

４）出来形管理状況の把握 
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１.６ 検査職員による検査の実施項目 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【解説】 

本管理要領（案）の実施に係る工事実施状況の検査では、施工計画書等の書類により

監督職員との所定の手続きを経て、出来形管理を実施したかを検査する。 

出来形の検査は、本管理要領（案）で示す使用機器を用いて、出来形管理資料の記載

事項について現地での検査を行うとともに、検査職員が指定する箇所の出来形検査を行う。

本管理要領（案）で示す使用機器を用いることで、計測準備なしで、効率的な検査の実施

が可能となる。 

なお、出来形数量の算出においても、本管理要領(案)で算出された寸法値を用いて良

いものとする。 

請負者は、当該検査について、監督職員による監督の実施項目の規定を準用する。 

 
 

本管理要領(案)を適用した出来形管理箇所における出来形検査の実施項目は、下記に示

すとおりである。 

１）工事実施状況の検査 

・施工計画書の記載内容 

・基本設計データの照査結果 

・基準点の測量結果 

２）出来形の検査 

・出来形管理状況 

・実地検査 
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２. 出来形管理用ＴＳによる測定方法 

２.１ 機器構成 

 

 

 

 

 

【解説】 

図－ 7に機器の構成を示す。 

１）基本設計データ作成ソフトウェア 

基本設計データ作成ソフトウェアは、発注者から提示された設計図書等を基に、出来

形管理用TS に搭載可能な基本設計データを作成するソフトウェアである。作成した基本

設計データは、通信あるいは記憶媒体を通して出来形管理用TS に搭載することができる。 

 

２）出来形管理用TS 

出来形管理用TS は、1）で作成した基本設計データを用い、現場での出来形計測、

出来形の良否判定を行うための設計と出来形の差異を表示、出来形計測データの記録と

出力を行う装置である。 

 

３）出来形帳票作成ソフトウェア 

1）で作成した基本設計データと、2）で計測した出来形計測データを読み込むことで、

出来形管理資料を自動作成するプログラムである。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図－ 7 出来形管理用ＴＳによる出来形管理機器の構成例 

本管理要領（案）で用いる出来形管理用ＴＳのシステムは、以下の機器を使用する。 

1）基本設計データ作成ソフトウェア 

2）出来形管理用 TS 

3）出来形帳票作成ソフトウェア 
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２.２ 出来形管理用ＴＳの計測性能と計測方法 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【解説】 

（１）出来形管理用ＴＳの計測性能 

「国土交通省公共測量作業規程」では、4級基準点測量および応用測量に使用する機

器の一つに3級TSがあげられている。出来形管理の計測精度を確保するため、出来形管

理用TSは、3級以上のTSとしての登録を受けたものとする。 

出来形管理に用いるTSの計測性能の証明は、検定機関が発行する有効な検定証明書あ

るいは機器メーカなどが発行する有効な校正証明書の確認によって行うことができる。 

 

（２）出来形管理用ＴＳの計測方法 

ＴＳの計測方法は測定点に反射プリズムを使用するプリズム方式と、直接計測点を計

測するノンプリズム方式があり、現場状況等に応じて使い分けるものとする。 

 

（３）トータルステーション（TS）とは 

トータルステーション（total Station）とは、1台の機械で角度（鉛直角・水平角）

と距離を同時に測定することができる電子式測距測角儀のことである。計測した角度と距

離から未知点の座標計算を瞬時に行うことができ、計測データの記録および外部機器への

出力ができる。 

ＴＳが有する主要な機能は以下のとおりである。 

・ 水平角、鉛直角測定機能 

 （ＴＳは水平方向と垂直方向の回転角と対象物までの距離を同時に取得） 

・測距・測角から座標を計算する機能 

・水平角の０°セット機能 

・測距・測角を、水平距離、高低差に変換する機能 

・気象補正やプリズム定数の補正機能 

※その他、メーカによって様々な機能を備えているものがある 

 

（４）計測方法の違い 

プリズム方式は、計測対象物の上にプリズムと呼ばれる反射板を設置し、それに向か

って光を反射させ、返ってきた光の位相差より距離を計測しているが、計測を行う地点ま

本管理要領（案）で用いるトータルステーション（以下「出来形管理用ＴＳ」と

いう）は、国土地理院による 3 級以上のＴＳ※の登録を受けたものであること。 

請負者は、本管理要領（案）に基づいて出来形管理を行う場合は、利用する TS

の性能について、「国土交通省公共測量作業規程」に基づき、検定証明書等を監督職

員に提出すること。 

また、本管理要領（案）によるＴＳの計測方法はプリズム方式及びノンプリズム

方式とする。 
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でプリズムを持って行く必要があるため、計測員が立ち入れない危険区域の測量や、施工

中の重機に近接しての出来形測量には適用できなかった。 

これに対して、ノンプリズム方式は、プリズムを使用せず、計測対象点に対して直接

光波を照射して計測を行うために、対象物上にプリズムを設置する計測員を配置しなくて

も測量が可能となる。したがって、前掲したような、人が立ち入れない区域の測量が安全

に行えるという特徴がある。また、プリズムの設置が不要のため、次々と連続的に測量を

行うことが可能である。 

ＴＳの種別の出来形管理への適用性を下図に示す。前掲した一般的な機能の他に、プ

リズム方式には、自動視準機能、自動追尾機能、ワンマン測量機能という付加機能がある。

自動視準機能はプリズムを視準する操作を自動化し、自動追尾機能は計測点毎に必要とな

るプリズムの視準作業を省略するため、計測作業を効率化する。特にプリズムの目視・視

準が難しい夜間の測量では視準作業が迅速化する。 

一方、ノンプリズム方式の付加機能にはプログラム測量機能がある。あらかじめ登録

しておいた出来形計測点等を連続的に自動計測できるため、昼間作業・夜間作業問わず計

測作業の効率が飛躍的に向上する。 

同図の中で、プリズム方式の舗装修繕工事への適用性評価が他より低いのは、プリズ

ム方式では夜間のプリズム視準の作業性がノンプリズム方式より若干低い点を勘案した

ものである。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図－ 8 TSの計測方法と出来形管理への適用性 
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（５）ＴＳの付加機能 

ＴＳの付加機能の詳細を以下に示す。 

１）自動視準機能 

現行のＴＳでは、測定者が手動によってプリズムへの合焦と視準を行ってい

る。一方、自動視準機能を有するＴＳでは、測定者が照星を使ってＴＳのおお

よその視準方向をプリズムに合わせ、自動視準モードを開始するだけで、ＴＳ

の望遠鏡が旋回・上下し、自動的に視準線がプリズムの中央に来るように調整

する。なお、プリズムがＴＳの視準線から大幅に離れており、視界の中にプリ

ズムがとらえられない場合は、ＴＳのモータ制御により望遠鏡を動かし、自動

的にプリズムを探す。これらの機能により、プリズムをおおよそトータルステ

ーションの方へ向けるだけで正確な測定が可能となり、プリズムが見えにくい

夜間作業等では測定作業効率が大幅に向上する。 

 

 

 

 

 

 

図－ 9 自動視準機能 

２）自動追尾機能 

ＴＳの望遠鏡の旋回・上下動をモータ制御し、プリズムが動いている状態で

も、常に視準線がプリズムの中央をとらえるように追尾する機能。ＴＳがプリ

ズムのセンター位置を自動で認識し、常に正確に視準するため、プリズムがＴ

Ｓの望遠鏡で見づらくなる夜間作業等において、プリズムを視準する労力が大

幅に低減する。 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図－ 10 自動追尾機能 

移動するプリズムを
自動的に追尾・視準
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３）ワンマン測量機能 

通常のＴＳでは、ＴＳで視準する人と、プリズムを測定対象物に設置する人

の２人にて測定作業を行うが、ワンマン測量機能を有するＴＳでは、プリズム

を持つ作業者が無線等で遠隔にてＴＳを操作することにより、プリズムを追

尾・視準・計測を行うことができる。本機能により、現行必要であったＴＳ側

の測定員が不要になる。ＴＳには、前掲したプリズムの自動追尾機能と、ＴＳ

の遠隔操作機能が必要となる。 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図－ 11 ワンマン測量機能 

 

４）プログラム測量機能 

出来形計測点の座標をあらかじめＴＳに入力しておくことにより、観測者は

測点を選択するだけで、器械が自動で旋回し、出来形計測点を視準・高さ測定

を行う機能。測定者は、手動でプリズムへの合焦と視準を行う必要が無く、出

来形計測作業の効率が飛躍的に向上する。 

 

 

無線等でＴＳを遠隔操作

ＴＳが自動的に旋回し
測定者の方向を視準
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２.３ 出来形管理用ＴＳの機能 

 

 

 

 

【解説】 

本管理要領（案）に基づく出来形管理は、事前に作成した基本設計データを用い、従

来の準備作業（出来形管理箇所を示す杭の座標計算や杭の事前設置作業）なしに出来形計

測が実施可能で、現場での出来形計測と同時に出来形の良否判定ができることが特徴であ

る。 

これらを実現するためには、事前に基本設計データを搭載し、現場で出来形計測デー

タの取得と出来形確認を行う出来形管理用TSが必要となる。本管理要領（案）に基づい

て出来形確認を行うため、ＴＳもしくはＴＳに接続したデータコレクタあるいは電子野帳

が有すべき機能は、別途「出来形管理用トータルステーション機能要求仕様書（案）」に

規定される。 

以下に、必要とする出来形管理用TSの機能を示す。 

 

各機能の概要は以下のとおりである。 

①施工管理データの読込み機能 

施工管理データを出来形管理用TSに入力する機能。 

 

②ＴＳの器械位置算出機能  

現場内に設置された基準点を２点以上参照し、出来形管理用ＴＳの器械設置を行える

機能。 

 

③線形データの切替え選択機能 

線形の異なる複数の基本設計データを出来形管理用ＴＳに入力することができ、出来

形計測時に計測対象物の基本設計データの線形を切り替えることができる機能。 

 

 

 

①施工管理データの読込み機能 

②ＴＳの器械位置算出機能  

③線形データの切替え選択機能 

④基本設計データの確認機能 

⑤ＴＳとの通信設定確認機能 

⑥工事測量機能 

⑦請負者が設定する出来形計測点の 

出来形確認機能 

⑧出来形計測機能 

⑨計測距離制限機能  

⑩出来形計測データの登録機能 

⑪出来形計測データの取得漏れ確認機能 

⑫監督・検査現場立会い確認機能 

⑬施工管理データの書出し機能 

⑭評価試験用のデータ入力機能 

本管理要領（案）で用いる出来形管理用 TS の機能については、「出来形管理用ト

ータルステーション機能要求仕様書（案）」に規定する機能及び性能を有していなけ

ればならない。 
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④基本設計データの確認機能 

出来形管理用ＴＳに、基本設計データ（基準点座標・平面線形・縦断線形・出来形横

断形状）を表示し、確認できる機能。 

 

⑤ＴＳとの通信設定確認機能 

TSを用いた出来形計測を実施する前に、TSとの通信の良否とTS本体の計測条件設

定を確認する事ができる機能。 

 

⑥工事測量機能 

出来形確認・管理の対象とする断面毎の横断測量を設定した計測間隔で自動的に計測

できる機能。 

 

⑦請負者が設定する出来形計測点での出来形確認機能 

計測者が自ら選定した出来形計測点において、TS を用いて出来形計測を実施した場

合に、計測値に対応する設計値を自動算出し、設計値と出来形値の差を示すことがで

きる機能。 

 

⑧出来形計測機能 

出来形管理対象とする断面へのプリズムの誘導を行う機能。また、出来形計測後、計

測値に対応する設計値を自動算出し、設計値と出来形値の差を示す機能。 

 

⑨計測距離制限機能  

出来形の計測精度を確保するため、出来形管理用TSの設置時および出来形計測時に

出来形管理用TSから被計測点までの計測距離を制限する機能。 

 

⑩出来形計測データの登録機能 

出来形計測点の登録時に出来形計測点コード等を指定することができる機能。 

 

⑪出来形計測データの取得漏れ確認機能 

出来形計測後に計測点数に漏れがないことを確認することができる機能。 

 

⑫監督・検査現場立会い確認機能 

現場立会い確認時に、計測済みの点を再確認することができる機能。 

 

⑬施工管理データの書出し機能 

出来形計測後に出来形帳票作成ソフトウェアに出来形計測データ出力できる機能。 

 

⑭評価試験用データの入力機能 

出来形計測座標を手入力することで上記のＴＳの機能を確認できる機能。 
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（１）出来形管理用ＴＳとは 

現場での出来形計測と出来形確認を行うために必要なTSと、ＴＳに接続または一

体となった情報機器一式（データコレクタ、携帯可能なコンピュータ）のことであ

り、下図に示すように、一体型と分離型がある。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

一体型         分離型 

図－ 12 出来形管理用ＴＳ 

 

（２）出来形管理用ＴＳの出来形確認機能 

下図は、出来形確認・管理の対象とする断面での出来形管理機能の例を示している。

同図左に示すように、出来形管理用TSでは、出来形計測と同時に基本設計データとの基

準高の差が確認できる。また、同図のように、厚さ・幅等の長さを構成する点が既に計測

済みである場合は、厚さ・幅の計測値と設計値との差を確認できる機能を有している。さ

らに出来形管理用TSでは、これらの出来形計測データを出来形計測点（基準高、幅、厚

さの出来形計測点）を識別して記録することが可能であるため、計測後に自動的に出来形

管理資料作成が可能である。以下に基準高、幅、厚さの出来形計測機能を説明する。 

 

 

 

図－ 13 出来形管理用ＴＳによる出来形確認画面例 
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①基準高確認機能 

新設舗装工事や舗装修繕工事における基準高管理に用いる。測定と同時に計測値に対

応した設計値とその差が、出来形管理用ＴＳに表示される。プリズム方式・ノンプリズム

方式ともに基準高の確認が可能である。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

        図－ 14 基準高確認機能 
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② 厚さ確認機能 

前掲した基準高確認機能を用いて、舗装の各層の仕上がり基準高を計測し、各層の基

準高の差から厚さを算出する機能である。 

現行の高さ計測（水糸からの下がり量計測）による厚さ確認の代替手段として出来形

管理用ＴＳを活用するものである。切削オーバーレイ工の切削深さ、オーバーレイ厚さ等

の管理に用いることができる。ただし、現行のコアー採取や掘起しによる厚さ管理には適

用しないこととする。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図－ 15 厚さ確認機能 

電子野帳表示画面

前に施工した層と現在施工した層の仕上がり面の座標(x,y,z)を
同じ平面位置（x,y）で計測

→z座標が基準高
→上下層の標高差（z2-z1）が層厚（＝切削深さ オーバーレイ厚さ 等）

(x,y,z2）

検測箇所

No.1

No.2

No.3

活用場面
・切削深さ・オーバーレイ厚さ確認等

(x,y,z1）

(x,y,z2）

No.1

No.2

(x,y,z2）

No.1

No.2

No.3

No.3

プリズム方式

ノンプリズム方式

ノンプリズム方式
プログラム計測機能付き

(x,y,z1）(x,y,z1）

計測後即座に
・計測点の設計層さ
・計測点と、その前層の

仕上がり高さの差（計測厚さ）
・両者の差

が出来形管理用ＴＳに表示される
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③ 幅確認機能 

同一断面上の、舗装の端部や車道端２点の座標を出来形管理用ＴＳにて計測した後、

座標から２点間の水平距離を算出し、これを幅として管理する機能である。出来形管理用

ＴＳで、幅等を計測する箇所の２点の端点を測定した後、出来形管理用ＴＳの画面上等に、

幅の計算値が表示される。現行では巻尺にて行われていた幅管理手法の代替として、出来

形管理用ＴＳを活用するものである。 

プリズム方式・ノンプリズム方式ともに、幅等の確認が可能である。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図－ 16 幅確認機能 

 

 

 

計測後即座に
・計測断面の設計幅
・計測断面の計測幅
・両者の差

が出来形管理用ＴＳに表示される
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（３）施工管理データの書き出し機能 

出来形管理用ＴＳにて測定した出来形計測データと基本設計データを出力する機能で

ある。出力したデータを出来形帳票作成ソフトウェアに入力することにより、出来形管理

資料が自動作成される。現行手法での野帳からの転記、清書が不要となるため、作業の省

力化、入力ミスの削減が可能である。 

ここで出来形管理資料とは、「「土木工事共通仕様書」を適用する請負工事に用いる帳

票様式（国土技術政策総合研究所）」に規定されている様式に基づく、測定結果一覧表、

出来形管理図表、度数表を指す。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図－ 17 出来形管理資料の作成イメージ 
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２.４ 基準点の設置 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【解説】 

出来形管理用ＴＳによる出来形管理では、現場に設置された基準点を用いて３次

元座標を取得し、この座標値から基準高、幅、層さ等を算出する。このため、出来

形の計測精度を確保するためには、現場内に４級基準点又は、3級水準点と同等以上

として設置した基準点の精度管理が重要である。 

基準点の精度は、「国土交通省公共測量作業規程」の路線測量を参考にし、これに

準じた。基準点の設置時の留意点としては、「３．新設舗装工事の出来形管理」、「４．

舗装修繕工事の出来形管理」に記述する出来形計測が効率的に実施できる位置に出

来形管理用TSが設置できるよう配慮する。基準点設置についての留意点は以下のと

おりである。下記条件を満足できる位置に器械を設置できるよう、基準点を配置す

る。 

① 出来形管理用ＴＳから基準点までの距離を１００ｍ以内とする。 

② 上記①の範囲に、平面座標(X,Y座標)がわかる基準点が２点以上、かつ高さ

（Ｚ座標）がわかる基準点が１点以上必要。 

③ ＴＳと基準点間の視通を確保する。 

④ 基準点及びＴＳの設置位置は施工の作業性を損なわない箇所とする。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図－ 18 適切な基準点の配置例 

本管理要領（案）の出来形管理で利用する基準点は、「国土交通省公共測量作

業規程」に基づき、4 級基準点と 3 級水準点（山間部では 4 級水準点を用いても

良い）、もしくはこれと同等以上のものとし、基準となる点の選定は、監督職員の

指示を受けること。また、基準点の測量結果は監督職員に提出すること。 

出来形管理で利用する基準点の設置にあたっては、「国土交通省公共測量作業

規程」に準拠するとともに、「３．新設舗装工事の出来形管理」、「４．舗装修繕工

事の出来形管理」に記載している出来形計測方法に留意して配置し、基準点測量

結果、設置箇所と設置状況を監督職員に提出すること。 
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基準点の設置を行う際のＴＳの設置は、元となる基準点にプリズムを設置して計測す

る。精度確保の観点から、ＴＳは基準点上にＴＳを設置する。 

基準点の設置を行う際のＴＳの設置作業の留意点は以下のとおりである。 

① 元となる基準点は、監督職員に指示された基準点を用いる。 

② 計測中に器械が動かないように確実に設置する。 

③ プリズムを用いる場合は、器械高及びミラー高をＴＳ画面にて確認する。 

④ プリズムを用いる場合は、プリズムの傾きがないように正しく設置する。 

⑤ ＴＳと基準点の距離については、１００ｍ以内とする。 
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３. 新設舗装工事の出来形管理 

３.１ 基本設計データの作成 

 

 

 

【解説】 

請負者は、基本設計データ作成ソフトウェアを用いて、出来形管理で利用する基準点、

平面線形、縦断線形、出来形横断面形状、出来形管理対象の設定を行い、出来形管理用

TS が取込み可能な基本設計データの作成を行う。以下に、基本設計データ作成時の留意

事項を示す。 

 

１）準備資料 

基本設計データの作成に必要な準備資料は、発注者の確認を得た設計図書（平面図、

縦断図、横断図等）である。準備資料の記載内容に基本設計データの作成において不足等

がある場合は、監督職員に報告し資料提供を依頼する。 

 

２）基本設計データの作成範囲 

基本設計データの作成範囲は、工事起点から工事終点とし、横断方向は舗装左右端部

または舗装をすりつける縁石、側溝等の既設構造物の前面までとする。 

 

３）基本設計データの作成 

基本設計データの作成は、受発注者協議、修正を経て発注者に承認された最終的な設

計図書（平面図、縦断図、横断図等）に示される情報から道路中心線の幾何形状の要素（要

素の始点や終点の座標・半径・クロソイドパラメータ・縦断曲線長、横断形状等）または

座標を読み取って、基本設計データ作成ソフトウェアにて作成する。 

出来形横断面形状の作成は、出来形管理の対象とする出来形確認・管理の対象とする

断面及び断面変化点（拡幅などの開始・終了断面）について作成する。基本設計データの

作成にあたっては、設計図書を基に作成した基本設計データが出来形の良否判定の基準と

なることから、当該工事の設計形状を示すデータについて、監督職員の承諾なしに変更・

修正を加えてはならない。 

基準点については、前掲「２．４基準点の設置」で監督職員に提出した基準点を全て

入力すること。 

 

４）設計変更について 

設計変更等で設計形状に変更があった場合は、その都度、基本設計データ作成ソフト

ウェアで基本設計データを編集し変更を行う。このとき、最新の基本設計データの変更理

由、変更内容、変更後の基本設計データファイル名等を適切に管理する。 

請負者は、発注者の確認を得た設計図書（平面図、縦断図、横断図等）を基に、基本

設計データ作成ソフトウェアを用いて、基本設計データを作成する。 
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基本設計データは以下の手順で作成する。 

①基本設計情報の設計図書からの読み取り 

設計図書に含まれる、平面図、縦断図、横断図等から、基本設計情報を読み取る。

基本設計データの作成に必要な情報は、以下のとおりである。 

 
・工事基準点情報 

出来形管理に用いるすべての工事基準点の位置と、その３次元座標 

・平面線形情報 

道路中心線の平面線形（直線、ｸﾛｿｲﾄﾞ、単曲線の別） 

線形要素（単曲線の場合は曲率半径、ｸﾛｿｲﾄﾞの場合はｸﾛｿｲﾄﾞ要素） 

IP点・始点・終点の平面座標（X,Y） 

・縦断線形情報 

道路中心線の始点標高と縦断勾配 

線形要素（勾配変化点、始点からの距離と曲線長） 

・横断形状情報 

施工対象区間（No.2+10.00～No.10+0.00等）の出来形確認・管理の対象と

する断面毎の横断形状（左右の幅と勾配） 

 

②基本設計データの作成 

データ作成は、設計図書（平面図、縦断図、横断図等）に示される情報から幾何形

状の要素（要素の始点や終点の座標・半径・クロソイドパラメータ・縦断曲線長、

横断形状等）を読み取って、基本設計データ作成ソフトウェアにデータ入力するこ

とにより行う。 

出来形横断面形状の作成は、出来形管理の対象とする出来形確認・管理の対象とす

る断面及び断面変化点（拡幅などの開始・終了断面）について作成する。 

基準点については、監督職員に提出した基準点を全て入力すること。 

出来形管理用ＴＳを用いた出来形管理では、基本設計データが出来形の良否判定の

基準となることから、当該工事の設計形状を示すデータや、監督職員に提出した基

準点を、変更・修正して使用してはならない。 

 

③設計変更について 

設計変更等で設計形状に変更があった場合は、その都度、基本設計データ作成ソフ

トウェアで基本設計データを編集し変更を行う。このとき、基本設計データの変更

理由、変更内容、変更後の基本設計データファイル名は確実に管理しておくこと。 
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３.２ 基本設計データの確認 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【解説】 

基本設計データの入力後、請負者は基本設計データが設計図書と合致しているか確認

する。基本設計データの確認とは、基本設計データが設計図書を基に正しく作成されてい

るものであることを確認することである。基本設計データの確認結果は、基本設計データ

のチェックシート（巻末資料－１ 参照）に記載し、監督職員に提出する。 

また、請負者は、基本設計データのチェックシートの他、基本設計データと設計図書

との照合のための資料を整備・保管するとともに、監督職員から基本設計データのチェッ

クシートを確認するための資料の請求があった場合は、速やかに確認できる資料を提出す

るものとする。 

さらに、設計変更等で設計図書に変更が生じた場合は、速やかに基本設計データを変

更し、確認資料を作成する。 

確認項目を以下に示す。照合は、設計図書と基本設計データ作成ソフトウェアの入力

画面の数値又は出力図面と対比して行う。 

 

１）基準点 

基準点は、基準点の名称・座標を、事前に監督職員に提出している基準点と対比し確

認する。 

 

２）平面線形 

平面線形は、線形の起終点、各測点及び変化点（線形主要点）の平面座標と曲線要素

について、平面図や道路中心線の線形計算書と対比し確認する。 

 

３）縦断線形 

縦断線形は、線形の起終点、各測点及び変化点の標高と曲線長について、縦断図と対

比し確認する。 

 

 

請負者は、基本設計データの作成後に、以下の 1)～4)の情報について、設計図書（平

面図、縦断図、横断図等）との照合を行うとともに、監督職員に基本設計データのチェ

ックシート（巻末資料－１ 参照）を提出する。 

なお、請負者は照合のための資料を整備・保管し、監督職員の請求があった場合は、

遅滞なく提示する。 

1）基準点 

2）平面線形 

3）縦断線形 

4）出来形横断面形状 



73 

４）出来形横断面形状 

出来形横断面形状は、出来形確認・管理の対象とする断面の横断図について、出来形

管理項目の幅、基準高を対比し確認する。また、出来形横断面形状に付与する出来形計測

対象点の記号が基本設計データ作成ソフトウェアによって作成されていることを、出力図

面又はソフトウェア画面上で確認する。 
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３.３ 基本設計データの出来形管理用ＴＳへの搭載 

 

 

 

【解説】 

基本設計データ作成ソフトウェアから出力した基本設計データを、通信あるいは記憶

媒体を通して出来形管理用TSに搭載する。 

出来形計測の実施前には、出来形管理用TSを用い、出来形計測対象物の基本設計デ

ータが搭載されていることを確認する。 

 

 

 

 

 

 

請負者は、基本設計データを出来形管理用 TS へ搭載する。 
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３.４ 工事測量 

 

 

 

 

【解説】 

基本設計データを搭載した出来形管理ＴＳを、工事測量（平面測量、縦断測量、横断

測量）に使用する。測量結果が設計図書に示されている数値と差異が無いか確認をする。 

また、工事測量時に実施する下記の作業にも、出来形管理用ＴＳを使用する。 

・工事に使用する補助基準点の設置 

・工事に使用するベンチマークの設置 

・道路中心杭、幅杭の設置・再現および引照点の設置 

 

工事測量を行う際の出来形管理用ＴＳの設置時には、基準点にプリズムを設置して計

測する。本管理要領（案）では、作業性を考慮して、基準点上および後方交会法にて出来

形管理用ＴＳを設置することができる。ただし、出来形管理用ＴＳと基準点の距離につい

ては、計測精度確保の観点から１００ｍ以内とし、後方交会法においては、2点の基準点

の挟角は３０°～１５０°以内とする。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図－ 19 出来形管理用ＴＳの設置方法 

 

工事測量時の出来形管理用ＴＳの設置作業の留意点は以下のとおりである。 

① 出来形計測点を効率的に取得できる位置に器械を設置する。 

② 基準点は、基本設計データに登録されている点を用いる。 

③ 計測中に器械が動かないように確実に設置する。 

④ プリズムを用いる場合は、器械高及びミラー高をＴＳ画面にて確認する。 

⑤ プリズムを用いる場合は、プリズムの傾きがないように正しく設置する。 

 

 

請負者は、工事測量において、出来形管理用ＴＳを用い、平面測量、縦断測量、横

断測量を実施し、現場の最新地形の三次元座標を出来形管理用ＴＳで計測・記録する。

基準点1

基準点2
挟角

30°～150°

TS

※基準点（平面座標(X,Y）が既知の点）がＴＳから100ｍ以内に２点以上必要
※基準点の内、１点は高さ（Ｚ座標）が既知であるか、

別途水準点が100ｍ以内に設置されている必要がある

100ｍ以内

100ｍ以内
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図－ 20 工事測量の流れ 
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３.５ 施工中の出来形確認 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【解説】 

作業帯の外にＴＳを設置する等により、施工中においても、出来形計測点で設計値と

計測値との差を確認し、出来形の良否を即座に把握することができる。ここで、出来形計

測点とは、「土木工事施工管理基準及び規格値」に定められた計測点、及び施工者が自ら

定めた出来形確認を行う計測点やそれ以外の計測点のことを言う。 

実施手順と作業上の留意点は以下のとおりである。 

 

１）出来形管理用ＴＳの設置 

出来形管理用ＴＳの設置時には、基準点にプリズムを設置して計測する。本管理要領

（案）では、作業性を考慮して、基準点上および後方交会法にて出来形管理用ＴＳを設置

することができる。ただし、出来形管理用ＴＳと基準点の距離については、計測精度確保

の観点から１００ｍ以内とし、後方交会法においては、2点の基準点の挟角は３０°～１

５０°以内とする。計測結果の再現性を高めるため、同じ出来形計測点の測定にあたって

は、毎回同じ基準点を使用する。 

出来形管理用ＴＳの設置作業の留意点は以下のとおりである。 

① 重機などの施工の支障にならない、安全な場所に器械を設置する。 

② 出来形計測点を効率的に取得できる位置に器械を設置する。 

③ 基準点は、基本設計データに登録されている点を用いる。 

④ 計測中に器械が動かないように確実に設置する。 

⑤ プリズムを用いる場合は、器械高及びミラー高をＴＳ画面にて確認する。 

⑥ プリズムを用いる場合は、プリズムの傾きがないように正しく設置する。 

 

請負者は施工中に、出来形管理用ＴＳでの計測により、出来形計測点での基準高、幅

等の確認を行うことができる。 

１）出来形管理用 TS の設置 

出来形管理用 TS は、基準点上に設置することが計測精度を確保する観点から望ま

しいが、複数の基準点を観測できる場合は任意の未知点に出来形管理用ＴＳを設置

することができる。未知点に出来形管理用ＴＳを設置する場合には、後方交会法※1

により設置位置（器械点）を定めてよい。このとき、利用する基準点の計測距離は

100ｍ以内とし、基準点間の挟角は 30～150°以内でなければならない。 

２）出来形計測 

現行の「土木工事施工管理基準及び規格値」で定められた計測点や施工者が自ら定

めた計測点を計測し、出来形を確認することができる。ＴＳと計測点までの距離は、

作業性を考慮し、最大 50ｍ程度とすることが望ましい。ただし、計測距離３０ｍ

以上ではプリズムを用いることが望ましい。 

 

※１ 後方交会法：巻末資料―３ 用語の解説 参照 
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図－ 21 出来形管理用ＴＳの設置方法 

 

２）出来形計測 

ＴＳと計測点までの距離は、作業性を考慮し、最大５０ｍ程度とすることが望ましい。 

ただし、計測距離３０ｍ以上ではプリズムを用いることが望ましい。 

出来形計測作業の留意点は以下のとおりである。 

① 出来形計測点を計測する場合は、出来形確認・管理の対象とする断面と計測対

象点を指定する。出来形管理用TSを用い、基本設計データに登録されている計

測対象の断面の測点名と出来形計測点を選択する。 

② プリズムを用いる場合は、出来形計測点にプリズムを設置し、出来形管理用TS

の望遠鏡をプリズム方向に向ける。プリズムは傾きや地面への刺さりがないよ

う正しく設置する。 

出来形管理用TSでは、出来形確認・管理の対象とする断面上の出来形計測

点へのプリズムの誘導が可能なので、現行の出来形管理に必要な準備測量（断

面位置のマーキング等）を事前に行わずとも計測できる。 

③ 出来形管理用ＴＳで出来形を計測する。出来形管理用TSは、幅、基準高等を算

出する機能を有しているため、測定者は、計測後すぐに設計値と計測値との差

を確認できる。その際、出来形計測点1つで判定できる基準高は、計測値と設計

値の比較表示が可能である。出来形計測点2つで判定できるものの場合（幅・厚

さ等）は、出来形計測点と辺を構成するもう一点が取得済みであるかを表示し、

取得済みの時は長さの計測値と設計値の比較表示を行うことが可能である。 

④ 出来形管理用TSで計測した出来形計測データを記録する。出来形計測データは、

各点の計測後に出来形計測対象点名とともに記録する。 

 

３）設計と出来形との差異確認 

計測後、下記の要領で設計と出来形の差異を確認する。 

①基準高の確認 

基準高の確認は、３次元座標値の標高座標（Ｚ座標）の値を用いて算出される、当該

点の設計基準高と測定基準高との差を確認する。 
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図－ 22 基準高の確認画面例 

 

②断面位置と道路中心線からの横断方向離れ距離の確認 

計測後、即座に表示される断面名と道路中心線からの横断方向離れ距離を確認する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図－ 23 道路中心線からの横断方向離れ距離の確認画面例 

 

４）データ記録 

計測後、出来形管理用ＴＳに表示される計測値を確認した後記録を行う。計測値に異

常がある場合は再計測を行う。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図－ 24 測定結果の記録画面例 
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図－ 25 施工中の出来形確認の流れ 
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３.６ 施工後の出来形管理 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【解説】 

施工完了後、出来形計測点を出来形管理用ＴＳで計測することにより、設計高と計測

高、設計幅と計測幅の比較を即座に行うことができる。ここで、出来形計測点とは、「土

木工事施工管理基準及び規格値」に定められた計測点、及び施工者が自ら定めた出来形管

理を行う計測点やそれ以外の計測点のことを言う。 

実施手順と作業上の留意点は以下のとおりである。 

 

１）出来形管理用ＴＳの設置 

出来形管理用ＴＳの設置時には、基準点にプリズムを設置して計測する。本管理要領

（案）では、作業性を考慮して、基準点上および後方交会法にて出来形管理用ＴＳを設置

することとする。ただし、出来形管理用ＴＳと基準点の距離については、計測精度確保の

観点から１００ｍ以内とし、後方交会法においては、2点の基準点の挟角は３０°～１５

０°以内とする。 

計測結果の再現性を高めるため、同じ出来形計測点の測定にあたっては、毎回同じ基

準点を使用する。 

出来形管理用ＴＳの設置作業の留意点は以下のとおりである。 

① 重機などの施工の支障にならない、安全な場所に器械を設置する。 

② 出来形計測点を効率的に取得できる位置に器械を設置する。 

③ 基準点は、基本設計データに登録されている点を用いる。 

④ 計測中に器械が動かないように確実に設置する。 

⑤ プリズムを用いる場合は、器械高及びミラー高をＴＳ画面にて確認する。 

請負者は施工完了後に、出来形管理用ＴＳでの計測により、出来形計測点での基準

高、幅の管理を行う。 

１）出来形管理用 TS の設置 

出来形管理用 TS は、基準点上に設置することが計測精度を確保する観点から望

ましいが、複数の基準点を観測できる場合は任意の未知点に出来形管理用ＴＳを

設置することができる。未知点に出来形管理用ＴＳを設置する場合には、後方交

会法※1 により設置位置（器械点）を定めてよい。このとき、利用する基準点の計

測距離は 100ｍ以内とし、基準点間の挟角は 30～150°以内でなければならな

い。 

２）出来形計測 

現行の「土木工事施工管理基準及び規格値」で定められた計測点で計測を行う。

また、施工者が自ら定めた計測点においても計測することができる。ＴＳと計測

点までの距離は、作業性を考慮し、最大 50ｍ程度とすることが望ましい。ただ

し、計測距離３０ｍ以上ではプリズムを用いることが望ましい。 

 

※１ 後方交会法：巻末資料―３ 用語の解説 参照
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⑥ プリズムを用いる場合は、プリズムの傾きがないように正しく設置する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図－ 26 出来形管理用ＴＳの設置方法 

 

２）出来形計測 

ＴＳと計測点までの距離は、作業性を考慮し、最大５０ｍ程度とすることが望ましい。

ただし、計測距離３０ｍ以上ではプリズムを用いることが望ましい。 

出来形計測作業の留意点は以下のとおりである。 

① 出来形計測点を計測する場合は、出来形確認・管理の対象とする断面と計測対

象点を指定する。出来形管理用TSを用い、基本設計データに登録されている計

測対象断面の測点名と出来形計測点を選択する。 

② プリズムを用いる場合は、出来形計測点にプリズムを設置し、出来形管理用TS

の望遠鏡をプリズム方向に向ける。プリズムは傾きや地面への刺さりがないよ

う正しく設置する。 

出来形管理用TSでは、出来形計測点へのプリズム誘導が可能なので、現行の

出来形管理に必要な準備測量（断面位置のマーキング等）を事前に行わずとも

計測できる。 

③ 出来形管理用ＴＳで出来形を計測する。出来形管理用TSは、幅、基準高等を算

出する機能を有しているため、測定者は、計測後すぐに設計値と計測値との差

を確認できる。その際、出来形計測点1つで判定できる基準高は、計測値と設計

値の比較表示が可能である。出来形計測点2つで判定できるものの場合（幅・厚

さ等）は、出来形計測点と辺を構成するもう一点が取得済みであるかを表示し、

取得済みの時は長さの計測値と設計値の比較表示を行うことが可能である。 

④ 計測点を計測した出来形計測データは、施工中に計測した出来形計測データと

区別して記録する必要がある。 

⑤ 出来形管理用TSで計測した出来形計測データを記録する。出来形計測データは、

各点の計測後に出来形計測対象点名とともに記録する。 
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３）設計と出来形との差異確認 

計測後、下記の要領で設計と出来形の差異を確認する。 

 

①基準高の確認 

基準高の確認は、３次元座標値の標高座標（Ｚ座標）の値を用いて算出される、出来

形計測点の設計基準高と測定基準高との差を確認する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

図－ 27 基準高の確認画面例 

 

②幅の確認 

幅は、出来形確認・管理の対象とする断面の舗装左右端部２点の水平距離を幅として

算出し、設計上の幅と対比する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

図－ 28 幅の確認画面例 

 

４）データ記録 

計測後、出来形管理用ＴＳに表示される計測値を確認した後記録を行う。計測値に異

常がある場合は再計測を行う。 

 

 

 

 

 

 

 

 

図－ 29 測定結果の記録画面例 
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図－ 30 施工後の出来形管理の流れ 
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３.７ 出来形計測点 

 
 
 

 

 

 

【解説】 

出来形管理用TSによる出来形管理で計測する出来形計測点は、「土木工事施工管理基

準及び規格値」の規程どおりとする。また、施工者自らが、出来形確認・管理の対象とす

る断面を適宜設定し、出来形計測を行う。 

 

全ての出来形計測点で3次元座標値を取得し、出来形計測データを作成する。3次元座

標値の計測値は小数第3位有効で小数第4位（0.0001ｍの桁）を四捨五入する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図－ 31 新設舗装工事の出来形計測点 

出来形管理用 TS による出来形管理における出来形計測点は、「土木工事施工管

理基準及び規格値」に定められた測定箇所のとおりとする。 

計測する横断面は、基本設計データとして作成した断面とし、各断面の全ての計

測対象点について３次元座標を取得する。また、施工者の定めた出来形計測点を適

宜設定する。 
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４. 舗装修繕工事の出来形管理 

４.１ 工事測量 

 

 

 

【解説】 

基本設計データを搭載した出来形管理ＴＳを用いて工事測量（平面測量、縦断測量、

横断測量）を行い、舗設計画図面作成に使用する。 

また、工事測量時に実施する下記の作業にも、出来形管理用ＴＳを使用する。 

・工事に使用する補助基準点の設置 

・工事に使用するベンチマークの設置 

・道路中心点等の設置・マーキングおよび引照点の設置 

 

出来形管理用ＴＳを用いた工事測量の手順は以下のとおりである。 

① 計測対象道路の基準線の縦断・平面線形を出来形管理用ＴＳに入力する。基準

線は新設時の道路平面線形・縦断線形を用いるか、新たに基準線を設定する。 

② 縦断・横断測量は設計図書に示されている断面や出来形確認・管理の対象とす

る断面毎に計測する。 

 

出来形管理用ＴＳを用いた工事測量の留意点は以下のとおりである。 

① 歩道等に出来形管理用ＴＳを設置する場合には、ＴＳが歩行者等の通行の妨げ

にならないよう、通行帯を確保するとともに、必要に応じ安全施設、保安員を

設置する。 

② 出来形計測点を効率的に取得できる位置に器械を設置する。 

③ 計測中に器械が動かないように確実に設置する。 

④ プリズムを用いる場合は、器械高及びミラー高をＴＳ画面にて確認する。 

⑤ プリズムを用いる場合は、プリズムの傾きがないように正しく設置する。 

 

（１）ノンプリズム方式を工事測量に活用することの利点 

現行のレーザプロファイラを用いた横断測定では、測定時の通行規制が必要であっ

たが、ノンプリズム方式を用いた測量では、歩道部等に設置した出来形管理用ＴＳから

本線内を光波にて測定するため、横断測量に伴う車線規制が不要となる（写真－１参照）。 

また、出来形管理用ＴＳによる縦横断測量結果は、電子データとして記録され、こ

のデータは、舗装修繕工事の設計形状の決定や、平均切削厚さ、切削数量の算出に活用

することができるため、切削オーバーレイ工等の設計形状検討・設計図作成作業が効率

化する。工事測量を元に作成した設計図は、現行どおりの手順で、発注者との協議・変

更を経て、正式な設計図とする。 

請負者は、工事測量において、出来形管理用ＴＳを用い、平面測量、縦断測量、横断

測量を実施し、現場の最新地形の三次元座標を計測・記録する。 
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ノンプリズム方式          レーザプロファイラ 

    写真－ １舗装修繕工事の工事測量に用いられる測定手法 

（２）設計図書に道路中心線が記載されていない場合の対応 

舗装修繕工事の設計図書に、道路中心線の線形要素（クロソイド、単曲線、直線等）

が記載されておらず、縁石などを基準線として施工・管理を行う場合は、ＴＳを利用して、

この基準線の縦断測量を実施する。次に、実測した基準線の中心線座標を基本設計データ

作成ソフトウェアに入力し、基本設計データ（基準線の平面線形、縦断線形、出来形確認・

管理の対象とする断面）を作成する。 

この基本設計データを出来形管理用ＴＳに入力し、設計図書に示されている断面や出

来形確認・管理の対象とする断面毎の横断測量を実施する設計図書に道路中心線が記載さ

れていない場合の工事測量の手順は以下のとおりである。 

 

１）基準線の設定 

舗装修繕工事を実施する時点で、新設の際に用いられていた道路中心線の縦断・横断

線形が残されていない場合が多いため、新たに道路中心線を設定するか、歩道や中央分離

帯の縁石の端部のような、施工の開始から終了まで位置の目安となり、かつ道路進行方向

に沿ったラインを基準線（巻末資料―３ 用語の解説参照）として定める。 

 

２）基準線の計測 

上記１）で設定した基準線の高さを設計図書に示されている断面や出来形確認・管理

の対象とする断面毎に測定する。 

 

３）基準線測定データを用いた基本設計データの作成 

測定した基準線の３次元座標をもとに、基本設計データ作成ソフトウェアを用いて基

準線の基本設計データ（基準線の平面線形、縦断線形、出来形確認・管理の対象とする断

面）を作成し、出来形管理用ＴＳに入力する。 

 

４）現況横断測量 

出来形管理用ＴＳを用いて、基本設計データで設定した設計図書に示されている断面

や出来形確認・管理の対象とする断面毎について、横断測量を実施する。 
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図－ 32 設計図書に道路中心線が記載されていない場合工事測量の実施手順 

 

作業に関する留意点は以下のとおりである。 

①基準線の設定について 

舗装修繕工事を実施する時点で、新設の際に用いられていた道路中心線の縦断・

横断線形が残されていない場合が多いため、新たに道路中心線を設定する（図－ 

33参照）か、歩道や中央分離帯の縁石の端部のような、施工の開始から終了まで

位置の目安となり、かつ道路進行方向に沿ったラインを基準線として定めることが

望ましい。設定した基準線の情報は、基本設計データ作成ソフトウェアを用いて道

路中心線として作成しておくこと。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図－ 33 基準線 

 

②基準線の高さ測定箇所 

上記①で設定した基準線の高さを出来形確認・管理の対象とする断面毎に測定す

る。 

 

③出来形確認・管理の対象とする断面の方向について 

基準線と直交する方向に断面を設定する。 

基準線
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４.２ 基本設計データの作成 

 

 

 

【解説】 

請負者は、基本設計データ作成ソフトウェアを用いて、出来形管理で利用する基準点、

平面線形、縦断線形、出来形横断面形状、出来形管理対象の設定を行い、出来形管理用

TS が取込み可能な基本設計データの作成を行う。以下に、基本設計データ作成時の留意

事項を示す。 

 

１）準備資料 

基本設計データの作成に必要な準備資料は、発注者の確認を得た設計図書（平面図、

縦断図、横断図等）と工事測量の結果を基に作成した舗設計画図等である。 

 

２）基本設計データの作成範囲 

基本設計データの作成範囲は、工事起点から工事終点とし、横断方向は舗装左右端部

または舗装をすりつける縁石、側溝等の既設構造物の前面までとする。 

 

３）基本設計データの作成 

基本設計データの作成は、受発注者協議、修正を経て発注者に承認された最終的な設

計図書（平面図、縦断図、横断図等）に示される情報と現地工事測量の結果を基に、基本

設計データ作成ソフトウェアにて作成する。 

出来形横断面形状の作成は、出来形確認・管理の対象とする断面及び断面変化点（拡

幅などの開始・終了断面）について作成する。基本設計データの作成にあたっては、設計

図書を基に作成した基本設計データが出来形の良否判定の基準となることから、当該工事

の設計形状を示すデータについて、監督職員の承諾なしに変更・修正を加えてはならない。 

基準点については、前掲「２．４基準点の設置」で監督職員に提出した基準点を全て

入力すること。 

 

４）設計変更について 

設計変更等で設計形状に変更があった場合は、その都度、基本設計データ作成ソフト

ウェアで基本設計データを編集し変更を行う。このとき、最新の基本設計データの変更理

由、変更内容、変更後の基本設計データファイル名等を適切に管理する。 

 

 

 

請負者は、発注者の確認を得た設計図書（平面図、縦断図、横断図等）を基に、基本

設計データ作成ソフトウェアを用いて、基本設計データを作成する。 
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４.３ 基本設計データの確認 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【解説】 

基本設計データの入力後、請負者は基本設計データが設計図書と合致しているか確認

する。基本設計データの確認とは、基本設計データが設計図書を基に正しく作成されてい

るものであることを確認することである。基本設計データとの確認結果は、基本設計デー

タのチェックシート（巻末資料－１ 参照）に記載し、監督職員に提出する。 

また、請負者は、基本設計データのチェックシートの他、基本設計データと設計図

書との照合のための資料を整備・保管するとともに、監督職員から基本設計データのチ

ェックシートを確認するための資料の請求があった場合は、速やかに確認できる資料を

提出するものとする。 

さらに、設計変更等で設計図書に変更が生じた場合は、速やかに基本設計データを

変更し、確認資料を作成する。 

確認項目を以下に示す。照合は、設計図書と基本設計データ作成ソフトウェアの入

力画面の数値又は出力図面と対比して行う。 

 

１）基準点 

基準点は、基準点の名称・座標を、事前に監督職員に提出している基準点と対比し確

認する。 

 

２）平面線形 

平面線形は、線形の起終点、各測点及び変化点（線形主要点）の平面座標と曲線要素

について、平面図や道路中心線の線形計算書、または基準線の平面図と対比し確認する。 

 

３）縦断線形 

縦断線形は、線形の起終点、各測点及び変化点の標高と曲線長について、縦断図と対

比し確認する。 

 

 

請負者は、基本設計データの作成後に、以下の１）～４）の情報について、設計図書

（平面図、縦断図、横断図等）との照合を行うとともに、監督職員に基本設計データの

チェックシート（巻末資料－１ 参照）を提出する。 

なお、請負者は照合のための資料を整備・保管し、監督職員の請求があった場合は、

遅滞なく提示する。 

１）基準点 

２）平面線形 

３）縦断線形 

４）出来形横断面形状 
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４）出来形横断面形状 

出来形横断面形状は、出来形確認・管理の対象とする断面の横断図について、出来形

管理項目の幅、基準高を対比し確認する。また、出来形横断面形状に付与する出来形計測

対象点の記号が基本設計データ作成ソフトウェアによって作成されていることを、出力図

面又はソフトウェア画面上で確認する。 
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４.４ 基本設計データの出来形管理用ＴＳへの搭載 

 

 

【解説】 

基本設計データ作成ソフトウェアから出力した基本設計データを、通信あるいは記憶

媒体を通して出来形管理用TSに搭載する。 

出来形計測の実施前には、出来形管理用TSを用い、出来形計測対象物の基本設計デー

タが搭載されていることを確認する。 

 

 

 

請負者は、基本設計データを出来形管理用 TS へ搭載する。 
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４.５ 施工中の出来形確認 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【解説】 

作業帯の外にＴＳを設置する等により、施工中においても、出来形計測点で、設計値

と計測値との差を確認し、出来形の良否を即座に把握することができる。 

ここで、出来形計測点とは、「土木工事施工管理基準及び規格値」に定められた計測点、

及び施工者が自ら定めた出来形確認を行う計測点やそれ以外の計測点のことを言う。 

実施手順と作業上の留意点は以下のとおりである。 

 

１）出来形管理用ＴＳの設置 

出来形管理用ＴＳの設置時には、基準点にプリズムを設置して計測する。本管理要領

（案）では、作業性を考慮して、基準点上および後方交会法にて出来形管理用ＴＳを設置

することができる。ただし、出来形管理用ＴＳと基準点の距離については、計測精度確保

の観点から１００ｍ以内とし、後方交会法においては、2点の基準点の挟角は３０°～１

５０°以内とする。 

計測結果の再現性を高めるため、同じ出来形計測点の測定にあたっては、毎回同じ基

準点を使用する。 

出来形管理用ＴＳの設置作業の留意点は以下のとおりである。 

① 重機などの施工の支障にならない、安全な場所に器械を設置する。 

② 歩道等に出来形管理用ＴＳを設置する場合には、ＴＳが歩行者等の通行の妨げ

にならないよう、通行帯を確保するとともに、必要に応じ安全施設、保安員を

設置する。 

③ 出来形計測点を効率的に取得できる位置に器械を設置する。 

④ 基準点は、基本設計データに登録されている点を用いる。 

⑤ 計測中に器械が動かないように確実に設置する。 

請負者は施工中に、出来形管理用ＴＳでの計測により、出来形計測点での基準高、幅、

厚さ等の確認を行うことができる。 

１）出来形管理用 TS の設置 

出来形管理用 TS は、基準点上に設置することが計測精度を確保する観点から望ま

しいが、複数の基準点を観測できる場合は任意の未知点に出来形管理用ＴＳを設置

することができる。未知点に出来形管理用ＴＳを設置する場合には、後方交会法※1

により設置位置（器械点）を定めてよい。このとき、利用する基準点の計測距離は

100ｍ以内とし、基準点間の挟角は 30～150°以内でなければならない。 

２）出来形計測 

現行の「土木工事施工管理基準及び規格値」で定められた計測点や、施工者が自ら

定めた計測点を計測し、出来形を確認することができる。ＴＳと計測点までの距離

は、作業性を考慮し、最大３0ｍ程度とすることが望ましい。 

 

※１ 後方交会法：巻末資料―３ 用語の解説 参照 



94 

⑥ プリズムを用いる場合は、器械高及びミラー高をＴＳ画面にて確認する。 

⑦ プリズムを用いる場合は、プリズムの傾きがないように正しく設置する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図－ 34 出来形管理用ＴＳの設置方法 

 

２）出来形計測 

ＴＳと計測点までの距離は、作業性を考慮し、最大３０ｍ程度とすることが望ましい。 

出来形計測作業の留意点は以下のとおりである。 

① 出来形計測点を計測する場合は、出来形確認・管理の対象とする断面と計測対

象点を指定する。出来形管理用TSを用い、基本設計データに登録されている計

測対象の断面の測点名と出来形計測点を選択する。 

② プリズムを用いる場合は、出来形計測点にプリズムを設置し、出来形管理用TS

の望遠鏡をプリズム方向に向ける。また、プリズムは傾きや地面への刺さりが

ないよう正しく設置する。 

出来形管理用TSでは、出来形計測点へのプリズムの誘導が可能なので、現行

の出来形管理に必要な準備測量（断面位置のマーキング等）を事前に行わずと

も計測できる。 

③ 出来形管理用ＴＳで出来形を計測する。出来形管理用TSは、幅、基準高等を算

出する機能を有しているため、測定者は、計測後すぐに設計値と計測値との差

を確認できる。その際、出来形計測点1つで判定できる基準高は、計測値と設計

値の比較表示が可能である。出来形計測点2つで判定できるものの場合（幅・厚

さ等）は、出来形計測点と辺を構成するもう一点が取得済みであるかを表示し、

取得済みの時は長さの計測値と設計値の比較表示を行うことが可能である。 

④ 出来形管理用TSで計測した出来形計測データを記録する。出来形計測データは、

各点の計測後に出来形計測対象点名とともに記録する。 

⑤ 重機の錯綜する作業帯内に立ち入って計測を行う場合には、重機に対して注意

を喚起する保安員を計測員に同行させる等の安全対策を講じる。 

⑥ 夜間、プリズムを用いた出来形計測を行う場合には、プリズムに十分な照明を

当てる等により出来形管理用ＴＳからプリズムが視認しやすくなるようにする。 
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写真－ ２ 夜間の計測状況 

 

３）設計と出来形との差異確認 

計測後、下記の要領で設計と出来形の差異を確認する。 

①基準高の確認 

基準高の確認は、３次元座標値の標高座標（Ｚ座標）の値を用いて算出される、

計測点の設計基準高と測定基準高との差を確認する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図－ 35 基準高の確認画面例 

 

②幅の確認 

幅は、出来形確認・管理の対象とする断面の舗装左右端部２点の水平距離を幅と

して算出し、設計上の幅と対比する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

図－ 36 幅の確認画面例 
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③厚さの確認 

厚さは、各計測点の施工前・後の標高座標（Ｚ座標）の値の差より算出し、計測

点の設計厚さと測定厚さとの差を確認する。 

 

 

 

 

 

 

 

図－ 37 厚さの確認画面例 

４）データ記録 

計測後、出来形管理用ＴＳに表示される計測値を確認した後記録を行う。計測値

に異常がある場合は再計測を行う。 

 

 

 

 

 

 

 

図－ 38 測定結果の記録画面例 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図－ 39 施工中の出来形確認の流れ 
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４.６ 施工後の出来形管理 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【解説】 

施工完了後、出来形計測点を出来形管理用ＴＳで計測することにより、設計高と計測

高、設計幅と計測幅、設計厚と計測厚の比較を即座に行うことができる。ここで、出来形

計測点とは、「土木工事施工管理基準及び規格値」に定められた計測点、及び施工者が自

ら定めた出来形管理を行う計測点やそれ以外の計測点のことを言う。 

実施手順と作業上の留意点は以下のとおりである。 

 

１）出来形管理用ＴＳの設置 

出来形管理用ＴＳの設置時には、基準点にプリズムを設置して計測を行う。本管理要

領（案）では、作業性を考慮して、基準点上および後方交会法にて出来形管理用ＴＳを設

置することとする。ただし、出来形管理用ＴＳと基準点の距離については、計測精度確保

の観点から１００ｍ以内とし、後方交会法においては、2点の基準点の挟角は３０°～１

５０°以内とする。 

計測結果の再現性を高めるため、同じ出来形計測点の計測にあたっては、毎回同じ点

を使用する。 

出来形管理用ＴＳの設置作業の留意点は以下のとおりである。 

 

① 重機などの施工の支障にならない、安全な場所に器械を設置する。 

② 歩道等に出来形管理用ＴＳを設置する場合には、ＴＳが歩行者等の通行の妨げ

にならないよう、通行帯を確保するとともに、必要に応じ安全施設、保安員を

設置する。 

③ 出来形計測点を効率的に取得できる位置に器械を設置する。 

④ 基準点は、基本設計データに登録されている点を用いる。 

請負者は、施工完了後に、出来形管理用ＴＳでの計測により、出来形計測点での基準

高、厚さ、幅の管理を行う。 

１）出来形管理用 TS の設置 

出来形管理用 TS は、基準点上に設置することが計測精度を確保する観点から望ま

しいが、複数の基準点を観測できる場合は任意の未知点に出来形管理用ＴＳを設置

することができる。未知点に出来形管理用ＴＳを設置する場合には、後方交会法※1

により設置位置（器械点）を定めてよい。このとき、利用する基準点の計測距離は

100ｍ以内とし、基準点間の挟角は 30～150°以内でなければならない。 

２）出来形計測 

現行の「土木工事施工管理基準及び規格値」で定められた計測点で計測を行う。

また、施工者が自ら定めた計測点においても計測することができる。ＴＳと計測点

までの距離は、作業性を考慮し、最大３0ｍ程度とすることが望ましい。 

 

 ※１ 後方交会法：巻末資料―３ 用語の解説 参照
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⑤ 計測中に器械が動かないように確実に設置する。 

⑥ プリズムを用いる場合は、器械高及びミラー高をＴＳ画面にて確認する。 

⑦ プリズムを用いる場合は、プリズムの傾きがないように正しく設置する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図－ 40 出来形管理用ＴＳの設置方法 

 

２）出来形計測 

ＴＳと計測点までの距離は、作業性を考慮し、最大３０ｍ程度とすることが望ましい。 

出来形計測作業の留意点は以下のとおりである。 

① 出来形計測点を測定する場合は、出来形確認・管理の対象とする断面と計測対

象点を指定する。出来形管理用TSを用い、基本設計データに登録されている計

測対象の断面の測点名と出来形計測点を選択する。 

② プリズムを用いる場合は、出来形計測点にプリズムを設置し、出来形管理用TS

の望遠鏡をプリズム方向に向ける。プリズムは傾きや地面への刺さりがないよ

う正しく設置する。 

出来形管理用TSでは、出来形計測点へのプリズムの誘導が可能なので、現行

の出来形管理に必要な準備測量（断面位置のマーキング等）を事前に行わずと

も計測できる。 

③ 出来形管理用ＴＳで出来形を計測する。出来形管理用TSは、幅、基準高等を算

出する機能を有しているため、測定者は、計測後すぐに設計値と計測値との差

を確認できる。その際、出来形計測点1つで判定できる基準高は、計測値と設計

値の比較表示が可能である。出来形計測点2つで判定できるものの場合（幅・厚

さ等）は、出来形計測点と辺を構成するもう一点が取得済みであるかを表示し、

取得済みの時は長さの計測値と設計値の比較表示を行うことが可能である。 

④ 計測点を計測した出来形計測データは、施工中に計測した出来形計測データと

区別して記録する必要がある。 

⑤ 出来形管理用TSで計測した出来形計測データを記録する。出来形計測データは、

各点の計測後に出来形計測対象点名とともに記録する。 
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図－ 41 施工後の出来形管理の流れ 

 

３）設計と出来形との差異確認 

計測後、下記の要領で設計と出来形の差異を確認する。 

①基準高の確認 

基準高の確認は、３次元座標値の標高座標（Ｚ座標）の値を用いて算出される、

計測点の設計基準高と測定基準高との差を確認する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

図－ 42 基準高の確認画面例 

②幅の確認 

幅は、出来形確認・管理の対象とするの舗装左右端部２点の水平距離を幅として

算出し、設計上の幅と対比する。 

 

 

 

 

 

 

 

図－ 43 幅の確認画面例 
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③厚さの確認 

厚さは、各計測点の施工前・後の標高座標（Ｚ座標）の値の差より算出し、計測

点の設計厚さと測定厚さとの差を確認する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図－ 44 厚さの確認画面例 

 

 

４）データ記録 

計測後、出来形管理用ＴＳに表示される計測値を確認した後記録を行う。計測値

に異常がある場合は再計測を行う。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図－ 45 測定結果の記録画面例 
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４.７ 出来形計測点 

 
 
 

 

 

 

 

【解説】 

出来形管理用TSによる出来形管理で計測する出来形計測点は、「土木工事施工管理基

準及び規格値」の規程どおりとする。また、施工者自らが、出来形確認・管理の対象とす

る断面を適宜設定し、出来形計測を行う。 

 

全ての出来形計測点で3次元座標値を取得し、出来形計測データを作成する。3 次元

座標値の計測値は小数第3 位有効で小数第4 位（0.0001ｍの桁）を四捨五入する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図－ 46 出来形計測点 

出来形管理用 TS による出来形管理における出来形計測点は、「土木工事施工管

理基準及び規格値」に定められた測定箇所のとおりとする。 

計測する横断面は、基本設計データとして作成した断面とし、各断面の全ての計

測対象点について３次元座標を取得する。また、施工者の定めた出来形計測点を適

宜設定する。 

：出来形計測点

※１ 車道中心
※２ 車道端
※３ 車道中心線と車道端の中心

：出来形計測点

厚さ
・ｵｰﾊﾞｰﾚｲ工
・切削ｵｰﾊﾞｰﾚｲ工

厚さ
・路面切削工

幅
・路面切削工

幅
・ｵｰﾊﾞｰﾚｲ工
・切削ｵｰﾊﾞｰﾚｲ工
・路上再生工
・舗装打換え工

※１ ※2※2 ※3※3

※2 ※１ ※2※3※3
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５. 出来形管理用資料の作成 

５.１ 出来形管理資料 

 

 

 

【解説】 

出来形管理資料とは、測定結果一覧表、出来形管理図表、出来形管理図、度数表を指

す。「「土木工事共通仕様書」を適用する請負工事に用いる帳票様式（国土技術政策総合研

究所）」に基づき作成する。請負者は、「出来形帳票作成ソフトウェア」を用いることによ

り、本管理要領（案）が対象とする工種について、出来形管理資料を現行と同様の書式で

自動作成し、出来形管理資料の保存、印刷をすることができる。本ソフトウェアの機能に

より、計測した数値のキーボード手入力が不要となるため、作業の省力化、入力ミスの削

減が期待できる。 

出来形管理資料の出力例を次頁に示す。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図－ 47 出来形管理資料作成の流れ 

請負者は、基本設計データと出来形計測データを用いて、設計図書に義務付けられた

出来形管理資料を作成する。 
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図－ 48 測定結果一覧表 作成例 

測 定 者 ○○ ○○ 印

 

図－ 49 出来形管理図表 作成例 

 
図－ 50 度数表 作成例 
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５.２ 電子納品 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【解説】 

本管理要領（案）で規定する以外の事項は、「工事完成図書の電子納品要領（案）」に

よる。 

 

１） 打合せ簿管理ファイル（MEET.XML） 

本管理要領（案）に基づいて作成した3 種類の電子成果品が特定できるようにするた

め、打合せ簿管理ファイル（MEET.XML）のうち、「打合せ簿オリジナルファイル日本

語名」及び「予備」の管理項目は、次表に示す内容を必ず記入すること。 

次表、打合せ簿管理項目の「打合せ簿オリジナルファイル日本語名」及び「予備」の

【必要度】については、「工事完成図書の電子納品要領（案）」では △（任意記入）であ

るが、本管理要領（案）では ◎（必須記入）としているので注意すること。 

「打合せ簿オリジナルファイル日本語名」の通し番号（ｍｍ）は、01 からの連番を

原則とするが、やむを得ない理由である場合は中抜け（欠番）してもよい。 

「予備」には、本管理要領（案）のタイトル名を発行年月まで記入すること。 

なお、工事打合せ簿の鑑の「打合せ簿オリジナルファイル日本語名」は、「工事完成図

書の電子納品要領（案）」による。 

 

 

本管理要領（案）に基づいて作成する電子成果品は、以下に示す 3 種類である。 

・ 施工管理データ（XML ファイル） 

・ 出来形帳票データ（XML ファイル） 

・ 出来形管理データ（PDF ファイル） 

電子成果品は、「工事完成図書の電子納品要領（案）」に従い「MEET」フォルダに格

納する。打合せ簿管理ファイル（MEET.XML）の管理項目については、「工事完成図書

の電子納品要領（案）」に従い出来形管理用 TS を用いた出来形管理資料が特定できる

ように記入する。 
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表－ 2 打合せ管理項目 

 分類・項目名 記入内容 データ 
表現 

文字数 記入者 必要度

シリアル番号 打合せ簿の通し番号を記入する。連番を原則とするが、やむを得ない理由であ

る場合は中抜け（欠番）してもよい。12番目を”00012”のように0を付けて

表現してはいけない。 
半角数字 15 □ ◎ 

上位打合せ簿

シリアル番号 
当該打合せ簿が派生した上位にあたる打合せ簿のシリアル番号を記入する。（

本項目はシリアル番号の属性として保持） 
半角英数字 15 □ ○ 

下位打合せ簿

シリアル番号 
当該打合せ簿が派生した上位にあたる打合せ簿のシリアル番号を記入する。（

本項目はシリアル番号の属性として保持） 
半角英数字 15 □ ○

打合せ簿種類 打合せ簿の種類を記入する。 
（「指示」「承諾」「協議」「提出」「報告」「通知」） 

全角文字 
半角英数字 

16 □ ◎

打合せ簿名称 打合せ簿の標題もしくは打合せ簿の内容を簡潔に記入する。 全角文字 
半角英数字 

127 □ ◎

管理区分 「施工管理」「安全管理」「出来形管理」「品質管理」「出来高管理」「原価管理

」「工程管理」「写真管理」等の管理区分を記入する。 
全角文字 
半角英数字 

127 □ ○

図面ファイ

ル番号 
関連する図面がある場合は、図面管理項目の「図面ファイル」を記入する 
（複数記入可） 

半角英数大

文字 
12 □ △ 関     連 

資    料 
シリアル 
番号 

関連する写真がある場合は、写真管理項目の[シリアル番号]を記入する。 
（複数記入可） 

半角数字 7 □ △ 
作成者 打合せ簿の作成者を記入する。（請負者：現場代理人、請負者：主任技術者、

発注者：現場監督員など）  127 □ ◎ 
提出先 打合せ簿の提出先（発注者、受注者）を記入する。  127 □ ◎ 
発行日付 発行元が打合せ簿を発行した年月日をCCYY-MM-DD方式で記入する。月ま

たは日が１桁の数の場合「0」を付加して、必ず10桁で記入する。（CCYY：

西暦の年数、MM：月、DD：日） 
例)平成21年12月6日→2009-12-06 

 10 □ ◎ 

受理日付 打合せ簿のファイル名を記入する。（拡張子を含む）  10 □ ◎ 
完了日付 ・基本設計データの場合は、「基本設計mm」と記入する。 

・出来形管理資料のｵﾘｼﾞﾅﾙﾌｧｲﾙの場合は、「出来形管理資料mm」と記入する

・mm:英数字二文字（ファイルが複数ある場合、連番で番号を付ける） 
 10 □ ○

打合せ簿 
ｵﾘｼﾞﾅﾙﾌｧｲﾙ 
名 

打合せ簿オリジナルファイルを作成したソフトウェア名とバージョンを記入

する。  12 ▲ ◎ 

打合せ簿 
ｵﾘｼﾞﾅﾙﾌｧｲﾙ 
日本語名 

オリジナルファイルの内容、もしくは打合せ簿オリジナルファイルに記載され

ている内容を簡潔に記入する。  127 □ ◎

打合せ簿 
ｵﾘｼﾞﾅﾙﾌｧｲﾙ

作成ｿﾌﾄ 
ﾊﾞｰｼﾞｮﾝ情報 

打合せ簿オリジナルファイルを作成したソフトウェア名とバージョンを記入

する。  127 □ ◎

フ

ァ

イ

ル

情

報 

オ

リ

ジ

ナ

ル 

ｵﾘｼﾞﾅﾙﾌｧｲﾙ

内容 
オリジナルファイルの内容、もしくは打合せ簿オリジナルファイルに記載され

ている内容を簡潔に記入する。  127 □ ◎ 
請負者説明文 請負者側で打合せ簿に関して特記すべき事項がある場合は記入する。  127 □ △ 
発注者説明文 発注者側で打合せ簿に関して特記すべき事項がある場合は記入する。  127 □ △ 

打ち

合せ

簿情

報 

そ 
の 
他 

予備 「施工管理データを搭載したトータルステーション（ＴＳ）を用いた出来形管

理要領（案）（舗装工事編）」と記入する。  127 □ ◎ 
ソフトメーカ用ＴＡＧ ソフトウェアメーカが管理のために使用する。（複数記入可）  127 ▲ △ 

【記入者】 □：電子成果品作成者が記入する項目 

▲：電子成果品作成ソフト等が固定値を自動的に記入する項目 

【必要度】 ◎：必須記入 

○：条件付き必須記入。（データがわかる場合は必ず記入する） 

△：任意記入 

 

※複数ある場合にはこの項を必要な回数繰り返す。 
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打合せ簿管理ファイル（MEET.XML）の出力例を表－３に示す。 

四角囲いのゴシック強調表記は、本管理要領（案）で規定している記入例、ゴシッ

ク強調表記はTS出来形管理資料が特定できるように具体的に記入することが望ま

しい項目を示している。 
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表－ 3 打合せ簿管理ファイル（MEET.XML） 
<?xml version="1.0" encoding="Shift_JIS"?> 
<!DOCTYPE meetdata SYSTEM "MEET03.DTD"> 
<meetdata DTD_version="03"> 
<打合せ簿情報> 
 <シリアル番号 下位打合せ簿シリアル番号="2">1</シリアル番号> 
 <打合せ簿種類>提出</打合せ簿種類> 
 <打合せ簿名称>TS による出来形管理資料の提出</打合せ簿名称> 
 <管理区分>出来形管理</管理区分> 
 <作成者>請負者:現場代理人</作成者> 
 <提出先>発注者</提出先> 
 <発行日付>2006-06-09</発行日付> 
 <受理日付>2006-06-20</受理日付> 
 <完了日付>2006-06-30</完了日付> 
 <オリジナルファイル情報> 
  <打合せ簿オリジナルファイル名>M0001_01.XXX</打合せ簿オリジナルファイル名> 
  <打合せ簿オリジナルファイル日本語名>TS による出来形管理資料の鑑</打合せ簿オリジナルファイル日本語名> 
  <打合せ簿オリジナルファイル作成ソフトバージョン情報>□△▽ワープロソフト_2006</打合せ簿オリジナルファ

イル作成ソフトバージョン情報> 
  <オリジナルファイル内容>TS による出来形管理資料の鑑</オリジナルファイル内容> 
 </オリジナルファイル情報> 
 <オリジナルファイル情報> 
  <打合せ簿オリジナルファイル名>M0001_02.XML</打合せ簿オリジナルファイル名> 
  <打合せ簿オリジナルファイル日本語名>TS 施工管理データ 01</打合せ簿オリジナルファイル日本語名> 
  <打合せ簿オリジナルファイル作成ソフトバージョン情報>出来形管理データ作成ソフトウェア 2006</打合せ簿オリ

ジナルファイル作成ソフトバージョン情報> 
  <オリジナルファイル内容>○○線形の TS 施工管理データ</オリジナルファイル内容> 
 </オリジナルファイル情報> 
 <オリジナルファイル情報> 
  <打合せ簿オリジナルファイル名>M0001_03.XML</打合せ簿オリジナルファイル名> 
  <打合せ簿オリジナルファイル日本語名>TS 出来形帳票データ 01</打合せ簿オリジナルファイル日本語名> 
  <打合せ簿オリジナルファイル作成ソフトバージョン情報>出来形管理データ作成ソフトウェア 2006</打合せ簿オリ

ジナルファイル作成ソフトバージョン情報> 
  <オリジナルファイル内容>○○線形の TS 出来形帳票データ</オリジナルファイル内容> 
 </オリジナルファイル情報> 
 <オリジナルファイル情報> 
  <打合せ簿オリジナルファイル名>M0001_04.PDF</打合せ簿オリジナルファイル名> 
  <打合せ簿オリジナルファイル日本語名>TS 出来形管理データ 01</打合せ簿オリジナルファイル日本語名> 
  <打合せ簿オリジナルファイル作成ソフトバージョン情報>出来形管理データ作成ソフトウェア 2006</打合せ簿オリ

ジナルファイル作成ソフトバージョン情報> 
  <オリジナルファイル内容>○○線形の TS 出来形管理データ</オリジナルファイル内容> 
 </オリジナルファイル情報> 
 <オリジナルファイル情報> 
  <打合せ簿オリジナルファイル名>M0001_05.XML</打合せ簿オリジナルファイル名> 
  <打合せ簿オリジナルファイル日本語名>TS 施工管理データ 02</打合せ簿オリジナルファイル日本語名> 
  <打合せ簿オリジナルファイル作成ソフトバージョン情報>出来形管理データ作成ソフトウェア 2006</打合せ簿オリ

ジナルファイル作成ソフトバージョン情報> 
  <オリジナルファイル内容>□□線形の TS 施工管理データ</オリジナルファイル内容> 
 </オリジナルファイル情報> 
 <オリジナルファイル情報> 
  <打合せ簿オリジナルファイル名>M0001_06.XML</打合せ簿オリジナルファイル名> 
  <打合せ簿オリジナルファイル日本語名>TS 出来形帳票データ 02</打合せ簿オリジナルファイル日本語名> 
  <打合せ簿オリジナルファイル作成ソフトバージョン情報>出来形管理データ作成ソフトウェア 2006</打合せ簿オリ

ジナルファイル作成ソフトバージョン情報> 
  <オリジナルファイル内容>□□線形の TS 出来形帳票データ</オリジナルファイル内容> 
 </オリジナルファイル情報> 
 <オリジナルファイル情報> 
  <打合せ簿オリジナルファイル名>M0001_07.PDF</打合せ簿オリジナルファイル名> 
  <打合せ簿オリジナルファイル日本語名>TS 出来形管理データ 02</打合せ簿オリジナルファイル日本語名> 
  <打合せ簿オリジナルファイル作成ソフトバージョン情報>出来形管理データ作成ソフトウェア 2006</打合せ簿オリ

ジナルファイル作成ソフトバージョン情報> 
  <オリジナルファイル内容>□□線形の TS 出来形管理データ</オリジナルファイル内容> 
 </オリジナルファイル情報> 
 <その他> 
  <予備>施工管理データを搭載したトータルステーション（ＴＳ）を用いた出来形管理要領(案)(舗装工事編)</予備> 
 </その他> 
</打合せ簿情報> 
<ソフトメーカ用 TAG>ソフトウェアメーカが管理のために使用する。(複数入力可)</ソフトメーカ用 TAG> 
</meetdata> 
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６. 出来形管理基準および規格値 

６.１ 出来形管理基準および規格値 

 

 

【解説】 

１）測定箇所 

測定箇所は、現行の「土木工事施工管理基準及び規格値」に定められた基準高、幅、

厚さと同じであり、基本設計データとして作成した出来形確認・管理の対象とする断面の

基準高、幅、厚さとする。 

 

２）計測値算出 

①基準高（標高）の計測値を３次元座標値から算出する方法 

基準高（標高）は、３次元座標値の標高座標（Z座標）の値を用い、出来形確認・管

理の対象とする断面上の設計値と計測値の差より規格値と比較し判定する。 

 

②幅の計測値を３次元座標値から算出する方法 

幅は、計測した2点間の水平距離の算出値を計測値とし、出来形確認・管理の対象と

する断面上の設計値と計測値の差より規格値と比較し判定する。 

 

③厚さの計測値を３次元座標値から算出する方法 

厚さは各層において計測した同一平面位置上の2点（管理対象の一つ下層の比較対象

点と計測点）の標高座標（Z座標）の差分値を用いて、規格値と比較し判定する。 

 

３）規格値及び測定基準 

規格値及び測定基準は、現行の「土木工事施工管理基準及び規格値」に定められたも

のと同様とする。 

 

「土木工事施工管理基準及び規格値」に示されている、新設舗装工事および舗装修

繕工事の基準・規格値を表－ 4に示す。同表右欄には、現行の出来形測定手法と、Ｔ

Ｓによる出来形測定手法を記載している。 

 

出来形管理基準及び規格値は、「土木工事施工管理基準及び規格値」に定められたもの

と同様とする。計測値はすべて規格値を満足しなくてはならない。 
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表－ 4（１） 出来形管理基準および規格値（１／３） 

「土木工事施工管理基準及び規格値」（国土交通省各地方整備局） 現行の出来形測定手法 ＴＳによる出来形測定手法 
管理基準 
個々の 
測定値（X） 

10 個の測定値
の平均（X10） 

管理対象 測定 
対象 

中規模 
以上 

小規模 
以上 

中規模
以上 

小規模
以下 

測定基準 測定箇所 施工中の 

出来形確認

施工後の 

出来形管理 

施工中の 

出来形確認 

施工後の 

出来形管理 

基準高 ±40 ±50 － － 基準高は延長 40ｍ毎に１箇
所の割とし、道路中心線及び
端部で測定 

基準高からの水糸
による下がり量測
定 

ＴＳで出来形計測点の基
準高を測定 

厚さ -45 -45 -15 -15 厚さは各車線 200ｍ毎に１箇
所を掘り起こして測定 

基準高からの水
糸に よる下が り
量測定 

掘起しによる厚さ
測定 

ＴＳで出来形計測点の基
準高を測定し、設計と現
況の基準高の差を確認 

現行手法と同じ 

アスファルト舗装工 
（下層路盤工） 
 
半たわみ性舗装工 
(下層路盤工) 
 
排水性舗装工 
（下層路盤工） 

幅 -50 -50 － － 幅は延長 80ｍ毎に１箇所の
割に測定 

メジャによる幅測
定 

メジャによる幅測
定 

出来形確認の対象とす
る断面の舗装左右端部を
TS で測定(※） 

出来形管理の対象とす
る断面の舗装左右端部
を TS で測定(※） 

厚さ -25 -30 -8 -10 ・粒度調整路盤工：各車線
200ｍ毎に１箇所を掘り起こし
て測定 
・ｾﾒﾝﾄ安定処理工：1000ｍ2
に 1 個の割でｺｱｰを採取もし
くは掘り起こして測定 

基準高からの水
糸に よる下が り
量測定 

掘起しによる厚さ
測定 

ＴＳで出来形計測点の基
準高を測定し、設計と現
況の基準高の差を確認 

現行手法と同じ アスファルト舗装工 
（上層路盤工） 
・粒度調整路盤工 
・ｾﾒﾝﾄ（石灰）安定処理工
 
半たわみ性舗装工 
(上層路盤工） 
・粒度調整路盤工 
・ｾﾒﾝﾄ(石灰)安定処理工
 
排水性舗装工 
（上層路盤工） 
・粒度調整路盤工 
・ｾﾒﾝﾄ(石灰)安定処理工

幅 -50 -50 － － 幅は、延長 80ｍ毎に１箇所の
割とする 

メジャによる幅測
定 

メジャによる幅測
定 

出来形確認の対象とす
る断面の舗装左右端部を
TS で測定(※） 

出来形管理の対象とす
る断面の舗装左右端部
を TS で測定(※） 

厚さ -15 -20 -5 -7 厚さは 1000ｍ2 に１箇所の割
でｺｱｰを採取して測定 

基準高からの水
糸に よる下が り
量測定 

コアー採取による
厚さ測定 

ＴＳで出来形計測点の基
準高を測定し、設計と現
況の基準高の差を確認 

現行手法と同じ アスファルト舗装工 
(加熱ｱｽﾌｧﾙﾄ安定処理工)
 
半たわみ性舗装工 
(加熱ｱｽﾌｧﾙﾄ安定処理工)
 
排水性舗装工 
(加熱ｱｽﾌｧﾙﾄ安定処理工）
 
ｸﾞｰｽｱｽﾌｧﾙﾄ舗装工 
(加熱ｱｽﾌｧﾙﾄ安定処理工)

幅 -50 -50 － － 幅は延長 80ｍ毎に１箇所の
割とする 

メジャによる幅測
定 

メジャによる幅測
定 

出来形確認の対象とす
る断面の舗装左右端部を
TS で測定(※） 

出来形管理の対象とす
る断面の舗装左右端部
を TS で測定(※） 

厚さ -9 -12 -3 -4 厚さは 1000ｍ2 に１箇所の割
でｺｱｰを採取して測定 

基準高からの水
糸に よる下が り
量測定 

コアー採取による
厚さ測定 

ＴＳで出来形計測点の基
準高を測定し、設計と現
況の基準高の差を確認 

現行手法と同じ アスファルト舗装工 
(基層工) 
 
半たわみ性舗装工 
（基層工） 
 
排水性舗装工 
（基層工） 
 
ｸﾞｰｽｱｽﾌｧﾙﾄ舗装工 
（基層工） 

幅 -25 -25 － － 幅は延長 80ｍ毎に１箇所の
割とする 

メジャによる幅測
定 

メジャによる幅測
定 

出来形確認の対象とす
る断面の舗装左右端部を
TS で測定(※） 

出来形管理の対象とす
る断面の舗装左右端部
を TS で測定(※） 

厚さ -7 -9 -2 -3 厚さは 1000ｍ2 に１箇所の割
でｺｱｰを採取して測定 

基準高からの水
糸に よる下が り
量測定 

コアー採取による
厚さ測定 

ＴＳで出来形計測点の基
準高を測定し、設計と現
況の基準高の差を確認 

現行手法と同じ 

幅 -25 -25 － － 幅は延長 80ｍ毎に１箇所の
割とする 

メジャによる幅測
定 

メジャによる幅測
定 

出来形確認の対象とす
る断面の舗装左右端部を
TS で測定(※） 

出来形管理の対象とす
る断面の舗装左右端部
を TS で測定(※） 

アスファルト舗装工 
(表層工) 
 
半たわみ性舗装工 
（表層工） 
 
排水性舗装工 
（表層工） 
 
ｸﾞｰｽｱｽﾌｧﾙﾄ舗装工 
（表層工） 

平坦性 － 3ｍﾌﾟﾛﾌｨﾙﾒｰﾀｰ

(σ)2.4mm 以下 

直読式（足付き）

(σ)1.75mm 以下

 

・工事規模の考え方 
中規模以上の工事とは、管
理図等を描いた上での管理
が可能な工事といい、基層お
よび表層用混合物の総使用
量が 3,000t 以上の場合が該
当する。 
小規模工事とは、中規模以
上の工事より規模は小さいも
のの、管理結果を施工管理
に反映できる規模の工事を
いい、同一工種の施工が数
日連続する場合が該当する。 
 
・ｺｱｰ採取について 
橋面舗装などでｺｱｰ採取に
より床版等に損傷を与える恐
れのある場合には、他の方法
によることができる。 
 
・維持工事においては、平坦
性の項目を省略することが出
来る。 

－ ﾌﾟﾛﾌｨﾙメータ-等
による測定 

－ 現行手法と同じ 

※２点間の距離計算値を幅として管理する 
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表－ 4（２） 出来形管理基準および規格値（２／３） 

 

「土木工事施工管理基準及び規格値」（国土交通省各地方整備局） 現行の出来形測定手法 ＴＳによる出来形測定手法 
管理基準 
個々の 
測定値（X） 

10 個の測定値
の平均（X10） 

管理対象 測定 
対象 

中規模 
以上 

小規模
以上 

中規模 
以上 

測定基準 測定箇所 施工中の 
出来形確認

施工後の 
出来形管理 

施工中の 
出来形確認 

施工後の 
出来形管理 

基準高 ±50 － 基準高は片側延長 40ｍ毎に
１箇所の割で測定 
※歩道舗装に適用する 

基準高からの水糸
による下がり量測
定 

ＴＳで出来形計測点
の基準高を測定 

t< 
15cm 

-30 -10 厚さ 

t≧ 
15cm 

-45 -15 

厚さは、片側延長 200ｍ毎に
１箇所掘り起こして測定 
※歩道舗装に適用する 

基準高からの水
糸 に よ る 下 が り
量測定 

掘起しによる厚さ
測定 

ＴＳで出来形計測点の基
準高を測定し、設計と現
況の基準高の差を確認

現行手法と同じ 

透水性舗装工 
（路盤工） 

幅 -100 － 幅は片側延長 80ｍ毎に１箇
所測定 
※歩道舗装に適用する 

メジャによる幅測
定 

メジャによる幅測
定 

出来形確認の対象とす
る断面の舗装左右端部を
TS で測定(※） 

出来形管理の対象と
する断面の舗装左右
端部を TS で測定(※）

厚さ -9 -3 厚さは、片側延長 200ｍ毎に
１箇所ｺｱｰを採取して測定 
※歩道舗装に適用する 

基準高からの水
糸 に よ る 下 が り
量測定 

コアー採取による
厚さ測定 

ＴＳで出来形計測点の基
準高を測定し、設計と現
況の基準高の差を確認

現行手法と同じ 

透水性舗装工 
（表層工） 幅 -25 － 幅は片側延長 80ｍ毎に１箇

所測定 
※歩道舗装に適用する 

 

メジャによる幅測
定 

メジャによる幅測
定 

出来形確認の対象とす
る断面の舗装左右端部を
TS で測定(※） 

出来形管理の対象と
する断面の舗装左右
端部を TS で測定(※）

基準高 ±50 － 基準高は片側延長 40ｍ毎に
１箇所の割で測定 

基準高からの水糸
による下がり量測
定 

ＴＳで出来形計測点
の基準高を測定 

t< 
15cm 

-30 -10 厚さ 

t≧ 
15cm 

-45 -15 

厚さは、片側延長 200ｍ毎に
１箇所掘り起こして測定 

基準高からの水
糸 に よ る 下 が り
量測定 

掘起しによる厚さ
測定 

ＴＳで出来形計測点の基
準高を測定し、設計と現
況の基準高の差を確認

現行手法と同じ 
歩道舗装工 
取合舗装路盤工 
路肩舗装路盤工 

幅 -100 － 幅は片側延長 80ｍ毎に１箇
所測定 
 
※両端部２点で測定する 

メジャによる幅測
定 

メジャによる幅測
定 

出来形確認の対象とす
る断面の舗装左右端部を
TS で測定(※） 

出来形管理の対象と
する断面の舗装左右
端部を TS で測定(※）

厚さ -9 -3 厚さは、片側延長 200ｍ毎に
１箇所ｺｱｰを採取して測定 

基準高からの水
糸 に よ る 下 が り
量測定 

コアー採取による
厚さ測定 

ＴＳで出来形計測点の基
準高を測定し、設計と現
況の基準高の差を確認

現行手法と同じ 

歩道舗装工 
取合舗装工 
路肩舗装工 
表層工 

幅 -25 － 幅は片側延長 80ｍ毎に１箇
所測定 

・工事規模の考え方 
中規模とは、1 層あたりの

施工面積が 2000ｍ2 以上と
する。 
 小規模とは表層及び基層
の加熱ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物の総
使用量が 500t 未満あるいは
施工面積が 2000ｍ2 未満。
厚さは、個々の測定値が 10
個に 9 個以上の割合で規格
値を満足しなければならない
とともに、10 個の測定値の平
均値（X10）について満足しな
ければならない。ただし、厚さ
のﾃﾞｰﾀ個数が 10 個未満の
場合は測定値の平均値は適
用しない。 
・ｺｱｰ採取について 
橋面舗装などでｺｱｰ採取に
より床版等に損傷を与える恐
れのある場合には、他の方法
によることが出来る。 

メジャによる幅測
定 

メジャによる幅測
定 

出来形確認の対象とす
る断面の舗装左右端部を
TS で測定(※） 

出来形管理の対象と
する断面の舗装左右
端部を TS で測定(※）

※２点間の距離計算値を幅として管理する 



111 

表－ 4（３） 出来形管理基準および規格値（３／３） 

「土木工事施工管理基準及び規格値」（国土交通省各地方整備局） 現行の出来形測定手法 ＴＳによる出来形測定手法 
管理基準 管理対象 測定対象
個々の 
測 定 値
（X） 

10 個の測
定 値 の 平
均（X10） 

測定基準 測定箇所 施工中の 
出来形確認 

施工後の 
出来形管理 

施工中の 
出来形確認 

施工後の 
出来形管理 

厚さ -7 -2 基準高からの水糸に
よる下がり量測定 

基準高からの水糸
による下がり量測
定 

ＴＳで出来形計測点の基
準高を測定し、設計と現
況の基準高の差を確認

ＴＳで出来形計測点
の基準高を測定し、
設計と現況の基準高
の差を管理 路面切削工 

幅 -25 － 

厚さは 40ｍ毎に現舗装高 切削後の基
準高の差で算出する。測定点は車道中
心線、車道端及びその中心とする。延
長 40ｍ未満の場合は 2 箇所/施工箇所
とする。断面状況で、間隔、測点数を変
えることができる。測定方法は自動横断
測定法によることができる。 

 

ﾒｼﾞｬによる幅測定 ﾒｼﾞｬによる幅測定 出来形確認の対象とす
る断面の舗装左右端部
を TS で測定(※） 

出来形管理の対象と
する断面の舗装左右
端部を TS で測定(※）

厚さ t 該当工種 基準高からの水糸に
よる下がり量測定 

掘り起しによる厚さ
測定 

ＴＳで出来形計測点の基
準高を測定し、設計と現
況の基準高の差を確認

現行手法と同じ 

幅 W -50 ﾒｼﾞｬによる幅測定 ﾒｼﾞｬによる幅測定

路 
盤 
工 

延長 L -100 巻尺による延長計測 巻尺による延長管理

出来形確認の対象とす
る断面の舗装左右端部
を TS で測定(※） 

出来形管理の対象と
する断面の舗装左右
端部を TS で測定(※）

厚さ t 該当工種 基準高からの水糸に
よる下がり量測定 

コアー採取による
厚さ測定 

ＴＳで出来形計測点の基
準高を測定し、設計と現
況の基準高の差を確認

現行手法と同じ 

幅 W -25 ﾒｼﾞｬによる幅測定 ﾒｼﾞｬによる幅測定

舗装 
打換え工 

舗 
設 
工 

延長 L -100 

各層１箇所/１施工箇所  

巻尺による延長測定 巻尺による延長測定

出来形確認の対象とす
る断面の舗装左右端部
を TS で計測(※） 

出来形管理の対象と
する断面の舗装左右
端部を TS で測定(※）

厚さ -9 基準高からの水糸に
よる下がり量測定 

基準高からの水糸
による下がり量測
定 

ＴＳで出来形計測点の基
準高を測定し、設計と現
況の基準高の差を確認

ＴＳで出来形計測点
の基準高を測定し、
設計と現況の基準高
の差を管理 

幅 -25 ﾒｼﾞｬによる幅測定 ﾒｼﾞｬによる幅測定

延長 L -100 巻尺による延長測定 巻尺による延長測定

出来形確認の対象とす
る断面の舗装左右端部
を TS で測定(※） 

出来形管理の対象と
する断面の舗装左右
端部を TS で測定(※）

ｵｰﾊﾞｰﾚｲ工 

平坦性 － 3ｍﾌﾟﾛﾌｨﾙﾒｰ
ﾀｰ(σ)2.4mm
以下 
直読式(足付
き)(σ)1.75mm
以下 

厚さは 40ｍ毎に現舗装高さとｵｰﾊﾞｰﾚｲ
後の基準高さの差で算出する。 
測定点は車道中心線、車道端及びその
中心とする。 
幅は、延長 80ｍ毎に１箇所の割とし、延
長 80ｍ未満の場合は、2 箇所/施工箇
所とする。 
断面状況で、間隔、測点数を変えること
ができる。 

－ ﾌﾟﾛﾌｨﾙメータ-等
による測定 

－ 現行手法と同じ 

厚さ t -9 基準高からの水糸に
よる下がり量測定 

基準高からの水糸
による下がり量測
定 

ＴＳで出来形計測点の基
準高を測定し、設計と現
況の基準高の差を確認

ＴＳで出来形計測点
の基準高を測定し、
設計と現況の基準高
の差を管理 

幅 W -25 ﾒｼﾞｬによる幅測定 ﾒｼﾞｬによる幅測定
延長 L -100 巻尺による延長測定 巻尺による延長測定

出来形確認の対象とす
る断面の舗装左右端部
を TS で測定(※） 

出来形管理の対象と
する断面の舗装左右
端部を TS で測定(※）

切削 
ｵｰﾊﾞｰﾚｲ工 

平坦性 － 
 

3ｍﾌﾟﾛﾌｨﾙﾒｰ
ﾀｰ(σ)2.4mm
以下 

直読式(足付

き)(σ)1.75mm

以下 

厚さは 40ｍ毎に現舗装高さとｵｰﾊﾞｰﾚｲ
後の基準高さの差で算出する。 
測定点は車道中心線、車道端及びその
中心とする。 
幅は、延長 80ｍ毎に１箇所の割とし、延
長は 40ｍ未満の場合は、2 箇所/施工
箇所とする。 
断面状況で、間隔、測点数を変えること
ができる。 

－ ﾌﾟﾛﾌｨﾙメータ-等
による測定 

－ 現行手法と同じ 

厚さ t -30 基準高からの水糸に
よる下がり量測定 

掘り起しによる厚さ
測定 

ＴＳで出来形計測点の基
準高を測定し、設計と現
況の基準高の差を確認

現行手法と同じ 

幅 W -50 ﾒｼﾞｬによる幅測定 ﾒｼﾞｬによる幅測定

路上 
再生工 
 

路 
盤 
工 

延長 L -100 

幅は延長 80ｍ毎に１箇所の割で測定。
厚さは、各車線 200ｍ毎に左右両端及
び中央の 3 点を掘り起こして測定。 

 

巻尺による延長測定 巻尺による延長測定

出来形確認の対象とす
る断面の舗装左右端部
を TS で測定(※） 

出来形管理の対象と
する断面の舗装左右
端部を TS で測定(※）

※２点間の距離計算値を幅として管理する 
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６.２  出来形管理写真基準 

 

 

【解説】 

出来形管理写真基準は、現行の「写真管理基準」（国土交通省各地方整備局）に準拠す

る。写真管理基準に規定されている撮影項目、撮影頻度に基づき写真管理を行う。被写体

として写し込む小黒板に①工事名、②工種等、③測点（位置）、④設計寸法、⑤実測寸法、

⑥略図の必要事項を記載する。 

現行基準の一例として、アスファルト舗装工の写真管理基準を下表に示す。 

 

表－ 4 アスファルト舗装工の写真管理基準 

写真管理項目 
編 章 節 条 工 種 

撮影項目 撮影頻度［時期］ 提出頻度

敷均し厚さ 

転圧状況 

各層毎 400ｍに 1 回［施工中］

整正状況 各層毎 400ｍに 1 回［整正後］

厚さ 各層毎 200ｍに 1 回［整正後］

・ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装工(下層路盤工) 

・ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装工(上層路盤工)

粒度調整路盤工 

幅 各層毎 80ｍに 1 回［整正後］ 

敷均し厚さ 

転圧状況 

各層毎 400ｍに 1 回［施工中］

整正状況 各層毎 400ｍに 1 回［整正後］

1000ｍ2 に 1 回［整正後］ 厚さ 

※ｺｱを採取した場合は写真不要 

・ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装工(上層路盤工)ｾﾒ

ﾝﾄ(石灰)安定処理工 

幅 各層毎 80ｍに 1 回［整正後］ 

敷均し厚さ 

転圧状況 

各層毎 400ｍに 1 回［施工中］

整正状況 各層毎 400ｍに 1 回［整正後］

・ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装工(加熱ｱｽﾌｧﾙﾄ安

定処理工) 

幅 各層毎 80ｍに 1 回［整正後］ 

整正状況 400ｍに 1 回［整正後］ 

ﾀｯｸｺｰﾄ,ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ 各層毎に 1 回［散布時］ 

・ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装工(基層工) 

幅 各層毎 80ｍに 1 回［整正後］ 

整正状況 400ｍに 1 回［整正後］ 

ﾀｯｸｺｰﾄ,ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ 各層毎に 1 回［散布時］ 

７条 

 ｱｽﾌｧﾙﾄ

舗装工 

・ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装工(表層工) 

平坦性 １工事１回［実施中］ 

敷均し厚さ 

転圧状況 

各層毎 400ｍに 1 回［施工中］

整正状況 各層毎 400ｍに 1 回［整正後］

厚さ 各層毎 200ｍに 1 回［整正後］

・半たわみ性舗装工(下層路盤

工) 

・半たわみ性舗装工(上層路盤

工)粒度調整路盤工 

幅 各層毎 80ｍに 1 回［整正後］ 

敷均し厚さ 

転圧状況 

各層毎 400ｍに 1 回［施工中］

整正状況 各層毎 400ｍに 1 回［整正後］

厚さ 各層毎 200ｍに 1 回［整正後］

※ｺｱを採取した場合は写真不要 

・半たわみ性舗装工(上層路盤

工)ｾﾒﾝﾄ(石灰)安定処理工 

幅 各層毎 80ｍに 1 回［整正後］ 

敷均し厚さ 

転圧状況 

各層毎 400ｍに 1 回［施工中］

整正状況 各層毎 400ｍに 1 回［整正後］

・半たわみ性舗装工(加熱ｱｽﾌｧ

ﾙﾄ安定処理工) 

幅 各層毎 80ｍに 1 回［整正後］ 

整正状況 400ｍに 1 回［整正後］ ・半たわみ性舗装工(基層工) 

ﾀｯｸｺｰﾄ,ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ 各層毎に 1 回［散布時］ 

整正状況 400ｍに 1 回［整正後］ 

ﾀｯｸｺｰﾄ,ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ 各層毎に 1 回［散布時］ 

浸透性ﾐﾙｸ注入状

況 

400ｍに１回［注入時］ 

第３編 土木工事共通編 

第２章 一般施工 

第６節 一般舗装工 

８条 

 半たわ

み性舗装

工 

・半たわみ性舗装工(表層工) 

平坦性 １工事１回［実施中］ 

代表箇所

各１枚 

出来形の写真管理項目（撮影項目、撮影頻度[時期]、提出頻度）および撮影方法は、「写

真管理基準」（国土交通省各地方整備局）に準拠する。 
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敷均し厚さ転圧状

況 

各層毎 400ｍに 1 回［施工中］

整正状況 各層毎 400ｍに 1 回［整正後］

厚さ 各層毎 200ｍに 1 回［整正後］

・排水性舗装工(下層路盤工) 

・排水性舗装工(上層路盤工)

粒度調整路盤工 

幅 各層毎 80ｍに 1 回［整正後］ 

敷均し厚さ 

転圧状況 

各層毎 400ｍに 1 回［施工中］

整正状況 各層毎 400ｍに 1 回［整正後］

厚さ 各層毎 200ｍに 1 回［整正後］

※ｺｱを採取した場合は写真不要 

・排水性舗装工(上層路盤工）

ｾﾒﾝﾄ(石灰)安定処理工 

幅 各層毎 80ｍに 1 回［整正後］ 

敷均し厚さ 

転圧状況 

各層毎 400ｍに 1 回［施工中］

整正状況 各層毎 400ｍに 1 回［整正後］

・排水性舗装工(加熱ｱｽﾌｧﾙﾄ安

定処理工) 

幅 各層毎 80ｍに 1 回［整正後］ 

整正状況 400ｍに 1 回［整正後］ ・排水性舗装工(基層工) 

ﾀｯｸｺｰﾄ,ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ 各層毎に 1 回［散布時］ 

整正状況 400ｍに 1 回［整正後］ 

ﾀｯｸｺｰﾄ,ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ 各層毎に 1 回［散布時］ 

９条 排

水性舗装

工 

・排水性舗装工(表層工) 

平坦性 １工事１回［実施中］ 

敷均し厚さ 

転圧状況 

各層毎 400ｍに 1 回［施工中］

整正状況 各層毎 400ｍに 1 回［整正後］

厚さ 各層毎 200ｍに 1 回［整正後］

・透水性舗装工(路盤工) 

幅 各層毎 80ｍに 1 回［整正後］ 

整正状況 400ｍに 1 回［施工後］ 

ﾀｯｸｺｰﾄ,ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ 各層毎に 1 回［散布時］ 

１０条 

 透水性

舗装工 

・透水性舗装工(表層工) 

平坦性 １工事１回［実施中］ 

敷均し厚さ 

転圧状況 

各層毎 400ｍに 1 回［施工中］

整正状況 各層毎 400ｍに 1 回［整正後］

・ｸﾞｰｽｱｽﾌｧﾙﾄ舗装工(加熱ｱｽﾌｧ

ﾙﾄ安定処理工) 

幅 各層毎 80ｍに 1 回［整正後］ 

整正状況 400ｍに 1 回［整正後］ ・ｸﾞｰｽｱｽﾌｧﾙﾄ舗装工(基層工) 

ﾀｯｸｺｰﾄ,ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ 各層毎に 1 回［散布時］ 

整正状況 400ｍに 1 回［施工後］ 

ﾀｯｸｺｰﾄ,ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ 各層毎に 1 回［散布時］ 

１１条 

 ｸﾞｰｽｱｽﾌ

ｧﾙﾄ舗装

工 

・ｸﾞｰｽｱｽﾌｧﾙﾄ舗装工(表層工) 

平坦性 １工事１回［実施中］ 

幅 １５条  路面切削工 

厚さ 

1 施工箇所に１回［施工後］ 

幅 

延長 

１６条  舗装打換え工 

厚さ 

１施工箇所に１回［施工後］ 

平坦性 １施工箇所に１回［施工後］ 

ﾀｯｸｺｰﾄ 各層毎に１回［散布時］ 

第３編 土木工事共通編

第２章 一般施工第６節 

一般舗装工 

１７条  ｵｰﾊﾞｰﾚｲ工 

整正状況 400ｍに 1 回［施工後］ 

代表箇所

各１枚 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

114 

 
第６編 河川編 

第１章 築堤・護岸 

第１１節 道路付帯工 

５条  ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装工 第３編 第２章 ７条 ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装工 を準用 

５条  ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装工 第３編 第２章 第６節 ７条 ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装工の基準を準用 

６条  半たわみ性舗装工 第３編 第２章 第６節 ８条 半たわみ性舗装工の基準を準用 

７条  排水性舗装工 第３編 第２章 第６節 ９条 排水性舗装工の基準を準用 

８条  透水性舗装工 第３編 第２章 第６節 １０条 透水性舗装工の基準を準用 

第６編 河川編 

第４章 水門 

第１８節 舗装工 

９条  ｸﾞｰｽｱｽﾌｧﾙﾄ舗装工 第３編 第２章 第６節 １１条 ｸﾞｰｽｱｽﾌｧﾙﾄ舗装工の基準を準用 

第６編 河川編 

第８章 河川維持 

第７節 路面補修工 

５条  ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装補修工 第３編 第２章 第６節 ７条 ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装工の基準を準用 

４条 路面切削工 第３編 第２章 第６節 １５条 路面切削工の基準を準用 

５条  ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装工 第３編 第２章 第６節 １６条  舗装打換え工の基準を準用 

第６編 河川編 

第９章 河川修繕 

第７節 管理用道路工 ６条  半たわみ性舗装工 第３編 第２章 第６節 １７条  ｵｰﾊﾞｰﾚｲ工の基準を準用 

第７編 河川海岸編 

第１章 堤防・護岸 

第１４節 付帯道路工 

５条  ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装工 第３編 第２章 第６節 ７条 ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装工の基準を準用 

第８編 砂防編 

第１章 砂防堰堤 

第１２節 付帯道路工 

５条  ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装工 第３編 第２章 第６節 ７条 ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装工の基準を準用 

５条  ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装工 第３編 第２章 第６節 ７条 ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装工の基準を準用 

６条  半たわみ性舗装工 第３編 第２章 第６節 ８条 半たわみ性舗装工の基準を準用 

７条  排水性舗装工 第３編 第２章 第６節 ９条 排水性舗装工の基準を準用 

８条  透水性舗装工 第３編 第２章 第６節 １０条 透水性舗装工の基準を準用 

９条  ｸﾞｰｽｱｽﾌｧﾙﾄ舗装工 第３編 第２章 第６節 １１条 ｸﾞｰｽｱｽﾌｧﾙﾄ舗装工の基準を準用 

敷均し厚さ 

転圧状況 

各層毎 400ｍに 1 回［施工中］

整正状況 各層毎 400ｍに 1 回［整正後］

厚さ 各層毎 200ｍに 1 回［整正後］

歩道路盤工 

取合舗装路盤工 

路肩舗装路盤工 

幅 各層毎 80ｍに 1 回［整正後］ 

整正状況 400ｍに 1 回［施工後］ 

ﾀｯｸｺｰﾄ,ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ 各層毎に 1 回［散布時］ 

第１０編 道路編 

第２章 舗装 

第４節 舗装工 

歩道舗装工 

取合舗装工 

路肩舗装工 

表層工 
平坦性 １工事１回［実施中］ 

代表箇所

各１枚 

３条 路面切削工 第３編 第２章 第６節 １５条 路面切削工の基準を準用 

４条 舗装打換え工 第３編 第２章 第６節 １６条  舗装打換え工の基準を準用 

平坦性 １施工箇所に１回［施工後］ 

ﾀｯｸｺｰﾄ 各層毎に 1 回［散布時］ 

５条 切削ｵｰﾊﾞｰﾚｲ工 

整正状況 400ｍに 1 回［施工後］ 

代表箇所

各１枚 

６条  ｵｰﾊﾞｰﾚｲ工 第３編 第２章 第６節 １７条  ｵｰﾊﾞｰﾚｲ工の基準を準用 

敷均厚 

転圧状況 

各層毎 400ｍに１回［施工中］

第１０編 道路編 

第１４章 道路維持 

第４節 舗装工 

７条  路上再生工 

整正状況 

厚さ 

各層毎 400ｍに１回［整正後］

代表箇所

各１枚 

３条 路面切削工 第３編 第２章 第６節 １５条 路面切削工の基準を準用 

４条 舗装打換え工 第３編 第２章 第６節 １６条  舗装打換え工の基準を準用 

５条 切削ｵｰﾊﾞｰﾚｲ工 第１０編 第１４章 第４節 ５条  切削ｵｰﾊﾞｰﾚｲ工の基準を準用 

６条  ｵｰﾊﾞｰﾚｲ工 第３編 第２章 第６節 １７条  ｵｰﾊﾞｰﾚｲ工の基準を準用 

第１０編 道路編 

第１６章 道路修繕 

第５節 舗装工 

７条  路上再生工 第１０編 第１４章 第４節 ７条  路上再生工の基準を準用 
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Ｑ：監督職員から指示される基準点が、出来形計測点の１００ｍ以内に無く、器械設置が
できない場合はどうすればよいか？ 

Ａ：監督職員から指示される基準点を元に、施工エリア全体を取り囲むようにトラバー測

量を行い、基準点（トラバー点）を出来形計測の際に参照する基準点として設置する。

基準点の配置を検討する際には、下記の点に留意すること。 

・ 出来形管理用ＴＳを器械設置する際に後視する基準点は、ＴＳ設置箇所から

１００ｍ以内であること。 

・ 上記①の範囲に、平面座標(X,Y座標)がわかる基準点が２つ以上、かつ基準

高（Ｚ座標）がわかる基準点が１つ以上必要（下図参照）。 

・ ＴＳと基準点間の視通が確保できること。 

・ 基準点やＴＳが施工の作業性を損なわない位置に設置されること。 

・ TSが安全な箇所に設置できること。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図－ 51 基準点の配置例 

 

器械設置点から
半径100ｍの範囲

出来形管理用基準点から100ｍ以内の範囲に、
・(Ｘ，Ｙ)座標 がわかる 基準点が２つ以上 かつ
・（Ｚ）座標 がわかる 基準点が１つ 以上

が 必要 である。

適切な基準点の配置例

既知点上にＴＳを設置する場合

後方交会法でＴＳを設置する場合

から
半径100ｍの範囲

器械設置点

（Z）座標 がわかる杭

（X,Y）座標 がわかる杭

（X,Y,Z）座標 がわかる杭

凡 例

悪い例

から
半径100ｍの範囲

器械設置点

から
半径100ｍの範囲

器械設置点

から
半径100ｍの範囲

器械設置点

から
半径100ｍの範囲

器械設置点

基準点から
半径100ｍの範囲

ＮＧ
器械点を含めて、
(X,Y) がわかる 基準点が
２つ 以上必要。

基準点から
半径100ｍの範囲

器械点を含めて、
(Z) がわかる 基準点が1つ 以上必要。

出来形管理用基準点

基準点から
半径100ｍの範囲

器械は(X,Y) がわかる 基準点
上に据 えなくてはならない。

出来形管理用基準点

ＮＧ

から
半径100ｍの範囲

器械設置点

Ｚがわかる基準点が１つ以上必要

ＮＧ

ＮＧ

から
半径100ｍの範囲

器械設置点

(X,Y)がわかる基準点が２つ以上必要

ＮＧ
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Ｑ：器械設置の際に、設置誤差を抑えるための注意点は何か？ 

Ａ：器械設置時、基準点を視準する際には、必ずプリズムを使用すること。また、器械設置

の精度を向上させるために、下記の点に注意して器械設置を行うこと。 

・出来形計測点を効率的に取得できる位置に出来形管理用TSを設置する。 

・計測中に器械が動かないように確実に設置する。 

・基準点は、基本設計データに登録されている点を用いる。 

・器械高およびプリズム高の入力ミスなどの単純な誤りをおかすことが多いので注意する。 

・プリズムは、傾きがないように正しく設置する。 

 

器械設置は下図の要領で行う。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図－ 52 器械設置の手順 

 

ＴＳ本体を
三脚の上に載せて固
定

脚の伸縮を調整し、
極力ＴＳを水平に設
置

水平整準ねじを使って、
円形気泡管、横気泡管の
気泡を中央に入れる。
ねじの回し方は両方同時に
内側に絞る
（気泡が右に動く）か、
外側に開く
（気泡が左に動く）ように
回す

基準点２点以上を、後方交会
の後視点として順次、視準・
測定・記録する。２点以上の
記録後、ＴＳ内部の計算にて
器械の三次元座標と座標系が
セットされる。

※基準点の内、１点は高さ
（Ｚ座標）が既知であるこ
と。

基準点にＴＳを設置し、器
械高を入力して、ＴＳの三
次元座標をセットする。そ
の後、後視点として１点を
視準・測定・記録する。

※器械を設置した基準点お
よび後視した基準点の内、
１点は高さ（Ｚ座標）が既
知であること

脚の伸縮調節

＜後方交会法の場合＞ ＜既知点（基準点）上設置の場合＞

①ＴＳの据え付け ②水平を合わせる ③座標をセットする

円形気泡管 横気泡管

気泡
気泡
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Ｑ：プリズムを視準する際の注意点は何か？ 

Ａ：出来形管理用ＴＳの望遠鏡内の十字線は、下図の要領で正しく合わせる。 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※メーカによって水平線を合わせる目印になるもの（突起等）は若干異なる 

 

図－ 53 正しいプリズムの視準方法 

 

Ｑ：舗装の出来形計測を行う際、前層の施工・出来形計測から数ヶ月経過した。前層が沈
下し、仕上がり基準高計測結果よりも、現状の仕上がり高さの方が低くなっている恐れが
あるが、対応策はあるか？ 

Ａ：新設舗装工事等で、前層の仕上がり高さを計測してから次層の施工を開始するまでに日数

がかかる場合、前層が沈下し、計測値と実際の標高にずれが生じ、次層の厚さ計測値に影

響を及ぼすことが考えられる。沈下が懸念される場合には、前層の仕上がり高さを次層の

施工前に計測して確認すること。また、計測の結果、沈下が生じていた場合は、監督職員

と協議し、前層の仕上がり高さを再測量し、設計変更を行うこと。そして変更後の設計情

報に基づいて、基本設計データを作成すること。 
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Ｑ：プリズム方式による測定の精度を保つ上で気をつける点は何か？ 

Ａ：出来形計測を行う際の出来形管理用ＴＳから出来形計測点までの最大計測距離は、作業性

確保の観点から、５０ｍ程度を推奨する。ただし計測距離が 30ｍ以上の場合はプリズム

を用いて計測することが望ましい。機器の性能向上により、今後、最大計測距離が延長さ

れる可能性がある。 

出来形計測の精度を向上させるために注意すべきその他の点は下記のとおりである。 

 

・ 計測中に、プリズムの高さを変更した場合は確実に相互確認する。 

・ ピンポールが、傾きや路面等に刺さって高さが変わらないようにする。 

・ 路面に凹凸がある場合には、石突きやプレートを設置する等の工夫を行う（下

写真参照）。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

写真－ ３ 凹凸がある路面へのプリズム設置例 
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Ｑ：ノンプリズム方式による測定の精度を保つ上で気をつける点は何か？ 

Ａ：ノンプリズム方式の器械設置の際に行う基準点の視準・計測は、必ずプリズムを用いて行

ってください。ノンプリズム方式による出来形測定時の留意点は以下のとおりである。 

 

・ 視準線と路面との入射角が小さい場合はノンプリズム方式の高さ測定精度が

低下するため、極力路面より高い位置にノンプリズム方式を設置する。 

・ 測点間距離が２０ｍピッチ毎の場合、計測機を一カ所に据えたままで測定で

きる断面数は最大３断面※程度とし、それ以遠の断面は、出来形管理用ＴＳを

移動してから測定を行うことが望ましい。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図－ 54 器械設置箇所と計測可能範囲の関係 

 

・ また、計測断面位置からの道路縦断方向の差を出来形管理用ＴＳで算出し、

差があらかじめ設定した許容値を超えている場合は警告を表示する機能によ

り、断面位置から離れた箇所を計測しないよう留意する（次図参照）。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図－ 55 工事測量の概要 
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図－ 56 レーザプロファイラとノンプリズム方式による横断測量結果の比較 
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Ｑ：出来形計測を行う際の出来形管理用ＴＳから出来形計測点までの計測距離は、新設舗
装工事では最大５０ｍ程度、舗装修繕工事では最大３０ｍ程度を推奨しているが、その理
由は何か？ 

Ａ：舗装工事では、施工時の重機や作業員が輻輳するため、出来形管理用ＴＳから出来形計測

点までの計測距離が長いと、視通の確保が困難になる。そこで、推奨する計測距離を、実

際の施工現場での視準・測定の作業性を考慮して５０ｍと設定した。また、舗装修繕工事

等の現道上の工事では、新設舗装工事と比較して狭隘な作業帯内での施工となり、標識や

電柱などの障害物が多く、新設舗装工事よりもさらに視通の確保が難しくなることから、

現場での実証結果をふまえ、推奨される計測距離を最大３０ｍ程度とした。 

なお、今後ＴＳ出来形管理を実施した工事のデータを収集・検証し、機器の精度をふま

えさらに効率的な計測距離等を検討する。 

 

参考１：プリズム方式とレベルとの高さ測定結果の比較（図－ 57 参照） 

一般に、光波測距儀による高さ測定精度は、計測距離が伸びるとともに低下する。プリ

ズム方式とレベルによる高さ計測値を、現場における計測結果をもとに比較した結果を図

－ 57 に示す。 

測定距離５0m 以内ではレベルに対する高さ計測値のずれは最大３mm 程度であるが、

平均値では２mm 以下である。測定距離５０～７０ｍではレベルに対する高さ計測値のず

れは最大４mm 程度であるが、平均値では 2mm 未満である。 

以上より、プリズム方式による測定距離が７０ｍ程度であれば、ほとんどの測定データ

が２mm 以下の差となっていることから、実用上十分な精度を有していると判断した。 

 

参考２：ノンプリズム方式とレベルとの高さ測定結果の比較（図－ 58 参照） 

ノンプリズム方式とレベルによる高さ計測値を現場における計測結果をもとに比較した

結果を図－ 58 に示す。同図より、ノンプリズム方式による計測距離が３０ｍ程度であれ

ば、両者の差が２mm 以下であることから、計測距離３０ｍ程度の場合は実用上十分な精

度を有していると判断した。 
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プリズム方式とﾚﾍﾞﾙとの比較
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平均値より、測定距離50ｍ以下では
レベルに対して概ね2mm程度の差

 

図－ 57 プリズム方式とレベルによる高さ測定結果の比較 

 

ﾉﾝﾌﾟﾘｽﾞﾑ方式とﾚﾍﾞﾙとの比較
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図－ 58 ノンプリズム方式とレベルによる高さ測定結果の比較 

 

 



 

123 

Ｑ：本管理要領（案）では、舗装修繕工事の厚さ計測方法が、現行の水糸による下がり量
計測から、ノンプリズム方式による高さ計測に置き換わっている。水糸は、舗装各層の仕
上がり面と水糸との高さの差を測定し、これらの値の差から各層の厚さを求める手法であ
る。一方、ノンプリズム方式は、舗装各層の仕上がり面の高さを測定し、高さの差から厚
さを求める手法である。このように、厚さの測定手法が若干異なっているが、同様の厚さ
測定結果が得られるのか？ 

Ａ：水糸による層厚管理を行う際には、切削後と、オーバーレイ後の高さ確認の際に標尺を立

てる位置と同一箇所にする必要があるが、舗設により標尺設置位置のマーキングが消えて

しまうことが多く、標尺設置位置のずれが生じ、これが高さ、層厚測定結果に誤差を生じ

させる原因となる。 

これに対し、ノンプリズム方式では、施工中に路面のマーキングが消えても、毎層同じ

ポイントで測定できることから、層厚測定の誤差要因は少ないという利点がある。 

実際の舗装修繕現場（直轄工事現場 ３現場）において、水糸とノンプリズム方式によ

る舗装厚さ計測を実施した結果を比較した結果を次図に示す。同図より、水糸・ＴＳによ

る厚さ測定結果は同様の傾向を示していることから、ＴＳは水糸と比較して実用上十分な

精度を有していると言える。 

 

水糸による層厚管理結果
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図－ 59 水糸とノンプリズム方式による厚さ計測結果の比較 
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Ｑ：舗装修繕工事は、限られた車線規制時間の中で施工を完了させるため、準備工・切削・
清掃・乳剤散布・敷均し・転圧等の一連の作業が切れ間無く実施される。重機が錯綜する
中で、出来形計測作業を行う必要があるため、作業の安全性について特に気を遣う必要が
あると思われる。出来形管理用ＴＳを用いた出来形計測作業は、現行の施工中の出来形計
測手法（水糸による下がり計測等）と比較して、同等の安全性が確保されているか？  

Ａ：水糸・プリズム方式・ノンプリズム方式による出来形計測作業の安全性を比較した結果を

次表に示す。作業の安全性の観点から、プリズム方式・ノンプリズム方式と水糸を比較し

た結果は以下のとおりである。 

・ 舗装修繕工事における、現行の水糸による出来形計測作業は、切削完了時、舗設完了時と

いったタイミングで、連続的に稼働している重機が一時的に離れたタイミングを見計らっ

て、本線内に立ち入り、計測を行っている。 

・ これに対し、ノンプリズム方式による出来形計測は、本線内に立ち入らず、歩道部より計

測が可能であるため、安全性が非常に高い。また、計測ライン上を重機が通過しても、自

動的に再計測が行われるため、重機の動きを気にせず任意の安全なタイミングで計測が可

能である。 

・ ＴＳ方式は、水糸方式と同様、施工中、本線に立ち入っての出来形計測作業が必要である

が、計測時間が若干短く、また、本線内に立ち入る作業員数が水糸方式の１／３と少なく、

より安全性が高い。 

以上より、プリズム方式・ノンプリズム方式とも、水糸と比較して作業の安全性は高く、

特に本線内に立ち入る必要のないノンプリズム方式は最も安全であり、舗装修繕工事にお

ける出来形管理手法として適用性が高いと言える。 

表－ 5 水糸・ノンプリズム方式・プリズム方式による出来形計測作業の安全性比較 

 水糸 ノンプリズム方式 プリズム方式 
作業手順 
 
 
 
 

・標尺の設置 
・水糸の高さ調整 
・水糸下がりのメジャ計測 
・手簿への記録 

・ 器械設置 
・ 後視点の視準 
・ 計測断面の左右端点の座標計

測 
・出来形自動計測 

・ 器械設置 
・ 後視点の視準 
・ 出来形計測点の出来形

を１点ずつプリズムで
計測 

必要人員 ３人 
 
・本線内に３人立ち入る 
 
※写真管理の人員を 
含めると５人立ち入る 

１人 
 
・歩道より計測 
・本線内にはほとんど立ち入らない

２人 
 
・本線内に１人立ち入る 
・歩道より計測 

重機に 
対する 
安全性 

△ 
 
本線内に立ち入る計測員が重
機に対して注意する必要有り 

◎ 
現行より安全 
 
歩道に測器を設置・計測するため、
重機との錯綜無し 

○ 
 
本線内に立ち入る人数が１
人であり、計測が迅速であ
るため現行手法より安全 

作業時間 
の制約 

△ 
切削後の計測は、切削機、スイ
ーパー、ディストリビュータ等
の重機が去った後、フィニッシ
ャが現地に設置されるまでの
間の短時間（５分程度）で本線
内での計測を完了する必要が
ある。 

◎ 
歩道より計測するため、重機の配置
を気にせず、任意のタイミングで計
測可能 

△ 
現行と同じ 

その他 
 

 歩道の通行者に対する保安が必要 歩道の通行者に対する保安
が必要 

 凡例  ◎：非常に優れている  ○：優れている  △：やや劣る   
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(a)水糸計測状況（写真管理も実施）       (b)水糸計測状況 

写真－ ４ 水糸による出来形計測状況 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(a)ノンプリズム方式本体の設置状況     （b）ノンプリズム方式の計測レーザ走査状況 

写真－ ５ ノンプリズム方式による出来形計測状況 

 

 

 

 

 

 

(a)本線内へのプリズム設置状況   (b)ＴＳ本体の設置状況        （c）計測状況 

写真－ ６ プリズム方式による出来形計測状況 
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Ｑ：ＴＳ出来形管理の普及に向けた今後の取り組みは何か？ 

Ａ：ＴＳ出来形管理の導入メリットや活用方法について、積極的に情報発信していく。また、

今後、更なる工事の出来形精度の向上、効率化のために、本管理要領(案)に基づき実施し

た工事の活用データを収集・検証し、本管理要領（案）の改善や適用工種を増やす等の活

用場面の拡大を検討する。 

さらに、情報化施工の進展と合わせ、新たな管理手法として、出来形管理基準で規定す

る定点管理から、施工者等が自ら設定する計測点での出来形管理や、舗装工のコアー採取

による厚さ管理、密度管理から非破壊による管理を検討していく。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図－ 60 ＴＳ出来形管理の将来構想 
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計測箇所：出来形計測点
　　　　（施工者等が自ら設定する計測点含む）
計測値：三次元座標（x,y,z）
管理：任意点の計測高さと設計高さとの差を管理

施工者等が自ら設定する計測点での管理
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計測値：厚さ（z2-z1、z3-z2等）
管理：高さの差から層厚を計算して管理

→掘起し・コアー採取等の層厚確認のための
破壊検査を省略

※密度は別途非破壊で測定（電磁波による密度測定等）

ＴＳによる層厚管理

計測値：厚さ(掘起し、コアー採取によって確認）
管理：層厚を実測して管理

掘り起こしによる厚さ確認

コアー採取による
厚さ確認

計測点計測点
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巻末資料－３ 用語の解説 

本管理要領（案）で使用する用語を以下に解説する。 

 

【基準線】 

舗装修繕工事において、設定した出来形確認・管理の対象とする断面と直交する道路

縦断方向に沿った線。新設舗装工事における道路中心線にあたる。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【基本設計データ】 

基本設計データとは、施工管理データから現場での出来形計測で得られる情報を除い

たデータのことで、工事目的物の形状、出来形管理対象項目、基準点情報および利用す

る座標系情報などである。次図に基本設計データの幾何形状のイメージを示す。基本設

計データの幾何形状とは、道路設計成果の線形計算書、平面図、縦断図および横断図か

ら舗装の仕上がり形状を抜粋し、3次元形状データ化したもので、(1)道路中心線形（平

面線形、縦断線形）、(2)出来形横断面形状で構成される。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

図－ 61 基本設計データのイメージ 

基準線

 

道路中心線形

出来形横断面形状

ＢＰ座標

ＥＰ座標

ＩＰ座標

直線

緩和曲線
（クロソイド）

緩和曲線
（クロソイド）

直線

曲線半径Ｒ

縦断線形

縦断変化点座標

縦断曲線長ＶＣＬ

出来形横断面形状

センター離れ距離W

平面線形

CL

標高

円曲線
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【基本設計データ作成ソフトウェア】 

現行の紙図面等から判読できる道路線形、横断形状等の数値を入力することで、施工

管理データのうちの基本設計データ等を作成することができるソフトウェアの総称。 

 

【工事測量】 

施工着手前に実施する施工対象範囲の現況を測量すること。新設舗装工事における路

床の縦横断測量、舗装修繕工事における現道の路面形状の縦横断測量がこれにあたる。 

 

【後方交会法】 

TSを基準点上でなく任意の未知点に設置し、複数の基準点を観測することによりTS

の設置位置（器械点）の座標値を求める方法のこと。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図－ 62 後方交会法での器械位置算出 

 

【縦断線形】 

縦断線形は、道路中心線を構成する要素の1つで、道路中心線形の縦断的な形状を表

している。縦断形状を表す数値データは縦断図に示されており、縦断線形の幾何要素は、

縦断勾配変位点の起点から距離と標高、勾配、縦断曲線長または縦断曲線の半径で定義

される。 

 

【施工管理データ】 

本管理要領（案）の出来形管理に必要なデータの総称であり、「基本設計データ」と

「出来形計測データ」とを包括するものである。 

 

【測点】 

工事開始点からの道路平面線形上での延長距離の表現方法のひとつで、縦断計画高や

道路構築形状の位置管理などに用いられる。（ex:No.20+12.623） 

 

【丁張り】 

盛土や路盤を施工する際に、完成形状を示すために現場に設置する木製の指標物であ

り、完成形状の天端、法面、路面のラインを、杭および貫板と呼ばれる板で示すもので

基準点：Ｔ1 基準点：Ｔ2 

TS 設置位置 

Θ：狭角 

L1 
L2

R1=L1 
R2=L2 

L1：基準点 T1 と TS 設置位置の水平距離 
L2：基準点 T2 と TS 設置位置の水平距離 
 
TS の設置位置： 
基準点 T1 を中心とした半径 L1 の円弧と、基準点

T2 を中心とした半径 L2 の円弧の交点のうち狭角Θ

に相当する側の座標を算出する。 
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あり、施工時には、構造物の位置、基準高、幅、長さ等の基準となる定規となる。貫板と

は、幅60mm～90mm、厚さ9mm～15mm程度の板で、杉板が用いられることが多い。遣形

（やりかた）ともよばれる。 

 

【TS】 

トータルステーション（Total Station）の略。1台の機械で角度（鉛直角・水平角）

と距離を同時に測定することができる電子式測距測角儀のことである。計測した角度と

距離から未知点の座標計算を瞬時に行うことができ、計測データの記録および外部機器

への出力ができる。 

 

【出来形横断面形状】 

道路平面線形に直交する断面での、舗装面の形状である。現行では、横断図として示

されている。出来形横断面形状の幾何要素は、道路中心線を基準に、幅（道路中心から

外側に向けて＋）と傾斜（％勾配）で定義される。 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図－ 63 道路中心線形を基準とした横断形状の幾何要素の考え方 

 

【出来形管理データ】 

出来形管理資料に記載されているデータをPDF形式で出力したもので、出来形帳票作

成ソフトウェアから出力されるPDF形式のデータである。 

 

【出来形計測点】 

「土木工事施工管理基準及び規格値」に定められた出来形を計測する点や、請負者が

自ら定めた出来形を計測する点等。 

 

【出来形管理用TS】 

現場での出来形計測と出来形確認を行うために必要なTSと、ＴＳに接続または内蔵

された情報機器一式（データコレクタ、携帯可能なコンピュータ）のことである。出来

形管理用TSの性能については、「出来形管理用トータルステーション 機能要求仕様書

（案）」に規定する機能および性能を有していなければならない。 

 

傾 斜 ： Ｅ
幅 員 ： W

幅員W、　 傾斜Ｅ
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【出来形計測データ】 

TSで計測された３次元座標値に、基本設計データと対比できるよう、どの地点(幅最

端部や厚さ・基準高計測点など）を計測したかがわかる計測対象点の記号を付加したも

のをいう。計測対象点の記号は、基本設計データ作成時に作成者により図－5のように

設定され、出来形計測時は出来形管理TS上でこれを選択して利用する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図－ 64 出来形計測時 計測対象点の付け方（例） 

 

【出来形帳票作成ソフトウェア】 

基本設計データと出来形計測データから、工事完成検査のための出来形管理資料の自

動作成と出来形帳票データ（PDFファイル）の出力が可能なソフトウェアの総称。 

 

【出来形帳票データ】 

出来形帳票データとは、「出来形帳票作成ソフトウェア」から出力できる出来形管理

資料に関するデータ（測定箇所、設計値と計測値の差分等）を記録したXML形式のフ

ァイルのこと。 

 

【道路中心線形】 

道路の基準となる線形のことで、平面線形と縦断線形で定義されている。 

 

【ノンプリズム方式】 

プリズムを使用せずに計測対象点に対して直接光波を照射して計測を行う方式。 

 

【ピンポール】 

測定時、プリズムを固定している金属製の棒。 

 

 

 

 

 

R1N1 

R1S1 

L1N1 

L1S1 

舗装工（上層） 

コードの付け方は、データ交換標準に準拠する。 
各断面にコードが定義される。 
例えば、計測箇所は、左右の幅計測点（R1N1/L1N1）、中央部の勾配変化点（F0N0）、 
厚さ計測点（R1S1/L1S1） 
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図－ 65 プリズム・ピンポール 

 

【プリズム】 

ＴＳによる測定時に測定対象物上に設置する目標物。ピンポールと呼ばれる棒状の標

尺の決まった高さに設置して使用する。 

設置時は、プリズムに付属している円形気泡管を見ながら、プリズムおよびピンポー

ルの鉛直を保つようにする。 

 

【プリズム方式】 

計測対象点にプリズムを設置し、これをＴＳで視準した後、光波を照射することによ

り計測を行う方式。 

 

【平面線形】 

平面線形は、道路中心線を構成する要素の1つで、道路中心線形の平面的な形状を表

している。線形計算書に記載された幾何形状を表す数値データでモデル化している。平

面線形の幾何要素は、直線、円曲線、緩和曲線（クロソイド）で構成され、それぞれ端

部の平面座標、要素長、回転方向、曲線半径、クロソイドのパラメータで定義される。 

 

【舗設計画図】 

施工対象区間の基準線における現況高さ、計画高さ、すりつけ区間を示した縦断図と、

出来形確認・管理の対象とする断面毎に、現況地形、計画高さ、切削厚、オーバーレイ

厚等を記載した横断図のこと。 

 

【累加距離】 

工事開始点からの道路平面線形上での延長距離の表現方法のひとつ。開始測点を基準

としてその位置までの距離を示す。メートル単位で記載される。（ex:412.623） 
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巻末資料－４ 提出書類の様式 

①基本設計データシート 

設計図書等を元に作成した基本設計データの記入様式例と、記入例を次表に示す。また、

基本設計データに用いる情報が設計図書の中で書かれている箇所を説明した図を次頁以

降に示す。 

 

表－ 6 基本設計データシート 記入様式 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

設計図書名 入力例 入力データ
①－１　基準点名

HK-2

①－２　X座標（ｍ） -88341.16564
①－２　Ｙ座標（ｍ） 16114.01294
①－２　Ｚ座標（標高）（ｍ） 174.213
①－１　基準点名

①－２　X座標（ｍ）
①－２　Ｙ座標（ｍ）
①－２　Ｚ座標（標高）（ｍ）

①－１　No杭名 No
①－２　追加距離（ｍ） 0.000
①－３　スパン（ｍ） 20.000
①－４　始点プラス杭（ｍ） 0.0000
①－５　ＩＰ点数 4
②－１　始点名 No.0
②－２　X座標 -88370.4579
②－３　Y座標 161407979
③(1)－１　IP点名 IP.1
③(1)－２　X座標 -88359.13796
③(1)－３　Y座標 16121.71924
③(1)－４　半径Ｒ（ｍ） 150
③(1)－５　始点側ｸﾛｿｲﾄﾞﾊﾟﾗﾒｰﾀA1 0
③(2)－６　終点側ｸﾛｿｲﾄﾞﾊﾟﾗﾒｰﾀA2 0
③(2)－１　IP点名 IP.2
③(2)－２　X座標 -88330.42216
③(2)－３　Y座標 16042.27243
③(2)－４　半径Ｒ（ｍ） 60
③(2)－５　始点側ｸﾛｿｲﾄﾞﾊﾟﾗﾒｰﾀA1 25
③(2)－６　終点側ｸﾛｿｲﾄﾞﾊﾟﾗﾒｰﾀA2 60
③(2)－１　IP点名 IP.2
③(2)－２　X座標 -88330.42216
③(2)－３　Y座標 16042.27243
③(2)－４　半径Ｒ（ｍ） 60
③(2)－５　始点側ｸﾛｿｲﾄﾞﾊﾟﾗﾒｰﾀA1 25
③(2)－６　終点側ｸﾛｿｲﾄﾞﾊﾟﾗﾒｰﾀA2 60
③(2)－１　IP点名 IP.2
③(2)－２　X座標 -88330.42216
③(2)－３　Y座標 16042.27243
③(2)－４　半径Ｒ（ｍ） 60
③(2)－５　始点側ｸﾛｿｲﾄﾞﾊﾟﾗﾒｰﾀA1 25
③(2)－６　終点側ｸﾛｿｲﾄﾞﾊﾟﾗﾒｰﾀA2 60

④－１　終点名 EP.
④－２　X座標 -88250.60017
④－３　Y座標 16027.55801
①－１　始点標高 175.709
①－２　始点勾配 -0.500
②(1)－１　追加距離（ｍ） 41.225
②(1)－２　勾配i1（％） -0.50%
②(1)－３　縦断曲線長VCL（ｍ） 29.599
②(1)－４　勾配i2（％） -6.430
②(2)－１　追加距離（ｍ） 70.298
②(2)－２　勾配i1（％） -6.43
②(2)－３　縦断曲線長VCL（ｍ） 28.548
②(2)－４　勾配i2（％） 5.006
②(3)－１　追加距離（ｍ） 89.555
②(3)－２　勾配i1（％） 5.006
②(3)－３　縦断曲線長VCL（ｍ） 10
②(3)－４　勾配i2（％） 0
②(4)－１　追加距離（ｍ） 89.555
②(4)－２　勾配i1（％） 5.006
②(4)－３　縦断曲線長VCL（ｍ） 10
②(4)－４　勾配i2（％） 0
②(5)－１　追加距離（ｍ） 89.555
②(5)－２　勾配i1（％） 5.006
②(5)－３　縦断曲線長VCL（ｍ） 10
②(5)－４　勾配i2（％） 0

③－１　追加距離（ｍ） 180.000
③－２　勾配i1（％） 0
③－３　縦断曲線長VCL（ｍ） -
③－４　勾配i2（％） -
①－１　標準横断①が始まる点の始点から
の追加距離（ｍ）

60

①－２　標準横断①が終わる点の始点か
らの追加距離（ｍ）

70.278

①－３　　道路中心から左路肩までの水平
距離（ｍ）

3.25

①－４　道路中心から右路肩までの水平
距離（ｍ）

3.25

①-５　右側横断勾配（％）： 2.235 ※道路中心から路肩に向かって上り勾配の場合勾
配の入力値はプラスになる。

①-６　左側横断勾配（％）： -2.235 ※道路中心から路肩に向かって下り勾配の場合
勾配の入力値はマイナスになる。

②－１　標準横断②が始まる点の始点から
の追加距離（ｍ）
②－２　標準横断②が終わる点の始点か
らの追加距離（ｍ）
②－３　　道路中心から左路肩までの水平
距離（ｍ）
②－４　道路中心から右路肩までの水平
距離（ｍ）
②-５　右側横断勾配（％）：

②-６　左側横断勾配（％）：

※現場に設置する基準点・トラバー点と同じ座標系で入力すること。

（工事対象区間のすべての
横断図を入力）

※舗装の幅員や勾配に変更が無い場合は、標準
断面を新たに入力する必要はない）

②標準横断②の入力

（出来形管理に用いるすべ
ての工事基準点を入力）

座標平面図 ①出来形管理に用いる工事
基準点①の入力

①出来形管理に用いる工事
基準点①の入力

①標準横断①の入力

設計データの項目

横断図

平面図

縦断図

①始点杭入力

②IP点（始点）入力

③(1)　IP点（次点１）入力

③(2)　IP点（次点２）入力

③(3)　IP点（次点３）入力

③(4)　IP点（次点４）入力

（中間のIP点をすべて入力）

④IP点（終点）入力

①変化点１番（始点）の入力

②(1)　変化点2番の入力

②(2) 変化点3番の入力

（変化点をすべて入力）

③ 変化点（終点）の入力

②(3) 変化点4番の入力

②(4) 変化点4番の入力

②(5) 変化点4番の入力

・
・
・
・

・
・
・
・

・
・
・
・

・
・
・
・

・
・
・

・
・
・

・
・
・

・
・
・

・
・
・

・
・
・

・
・

・
・

・
・
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表－ 7 基本設計データシート 記入例 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

設計図書名 入力例 意味
①－１　基準点名

HK-2
データコレクタ上に表示される基準点名（座標平面図と同じ名
前にした方が、現場で特定しやすい）

①－２　X座標（ｍ）
-88341.16564

①－２　Ｙ座標（ｍ）
16114.01294

①－２　Ｚ座標（標高）（ｍ）
174.213

①－１　基準点名
HK-1

①－２　X座標（ｍ） -88330.49814
①－２　Ｙ座標（ｍ） 16070.33733
①－２　Ｚ座標（標高）（ｍ） 174.625

（出来形管理に用いる事基
準点をすべて入力する）

※標高を持たない基準点の場合は、Ｚ座標は入力不要。ただ
し、この基準点を用いて出来形管理を行う場合は、別途標高
を持った基準点を視準する必要がある。

①－１　No杭名 No データコレクタ上に表示されるナンバー杭番号の頭につける
文字を入力する。例のように「No．」と入力した場合、ナンバー
杭は、No.1，No.2，No.3・・・・・と表示される。

①－２　追加距離（ｍ） 0.000
①－３　スパン（ｍ） 20.000
①－４　始点プラス杭（ｍ） 0.0000 始点プラス杭を設置する場合、始点からの追加距離を入力す
①－５　ＩＰ点数 4 始点、終点と中間のＩＰ点の数を合計した数字を入力する。例

の場合、IP点数は、始点、終点、ＩＰ1、ＩP2の４点である。
②－１　始点名 No.0 データコレクタ上に表示される始点名（変更しなくてもよい）
②－２　X座標 -88370.4579 始点のＸ座標※
②－３　Y座標 161407979 始点のＹ座標※
③(1)－１　IP点名 IP.1 中間のIP点の名称。（変更しなくてもよい）
③(1)－２　X座標 -88359.13796 IP点のＸ座標※
③(1)－３　Y座標 16121.71924 IP点のＹ座標※
③(1)－４　半径Ｒ（ｍ） 150 単曲線区間の曲率半径Ｒ（ｍ）。
③(1)－５　始点側ｸﾛｿｲﾄﾞﾊﾟﾗﾒｰﾀA1 0 当該IP点より始点側のｸﾛｿｲﾄﾞﾊﾟﾗﾒｰﾀ。例ではこのIP点の前後

は単曲線のみ（ｸﾛｿｲﾄﾞ無し）になっているので、A1=0、A2=0
③(2)－６　終点側ｸﾛｿｲﾄﾞﾊﾟﾗﾒｰﾀA2 0
③(2)－１　IP点名 IP.2 同上
③(2)－２　X座標 -88330.42216 同上
③(2)－３　Y座標 16042.27243 同上
③(2)－４　半径Ｒ（ｍ） 60 同上
③(2)－５　始点側ｸﾛｿｲﾄﾞﾊﾟﾗﾒｰﾀA1 25 同上
③(2)－６　終点側ｸﾛｿｲﾄﾞﾊﾟﾗﾒｰﾀA2 60 同上
④－１　終点名 EP. データコレクタ上に表示される終点名（変更しなくてもよい）
④－２　X座標 -88250.60017 始点のＸ座標※
④－３　Y座標 16027.55801 始点のＹ座標※
①－１　始点標高 175.709 始点の標高
①－２　始点勾配 -0.500 始点の位置における終点方向の勾配。下り勾配を－、上り勾

配を＋で入力する。
②(1)－１　追加距離（ｍ） 41.225
②(1)－２　勾配i1（％） -0.50% 当該変化点から始点側の勾配（①－２と同じ値が自動入力さ

れる。入力の必要なし）
②(1)－３　縦断曲線長VCL（ｍ） 29.599 縦断勾配変化点のすりつけ区間長
②(1)－４　勾配i2（％） -6.430 当該変化点から終点側の勾配
②(2)－１　追加距離（ｍ） 70.298 同上
②(2)－２　勾配i1（％） -6.43 同上
②(2)－３　縦断曲線長VCL（ｍ） 28.548 同上
②(2)－４　勾配i2（％） 5.006 同上
②(3)－１　追加距離（ｍ） 89.555 同上
②(3)－２　勾配i1（％） 5.006 同上
②(3)－３　縦断曲線長VCL（ｍ） 10 同上
②(3)－４　勾配i2（％） 0 同上
③－１　追加距離（ｍ） 180.000 同上
③－２　勾配i1（％） 0 同上
③－３　縦断曲線長VCL（ｍ） - 終点につき無し（入力しない）
③－４　勾配i2（％） - 終点につき無し（入力しない）
①－１　標準横断①が始まる点の始点から
の追加距離（ｍ）

60

①－２　標準横断①が終わる点の始点か
らの追加距離（ｍ）

70.278

①－３　　道路中心から左路肩までの水平
距離（ｍ）

3.25

①－４　道路中心から右路肩までの水平
距離（ｍ）

3.25

①-５　右側横断勾配（％）： 2.235 ※道路中心から路肩に向かって上り勾配の場合勾配の入力
値はプラスになる。

①-６　左側横断勾配（％）： -2.235 ※道路中心から路肩に向かって下り勾配の場合
勾配の入力値はマイナスになる。

②－１　標準横断②が始まる点の始点から
の追加距離（ｍ）
②－２　標準横断②が終わる点の始点か
らの追加距離（ｍ）
②－３　　道路中心から左路肩までの水平
距離（ｍ）
②－４　道路中心から右路肩までの水平
距離（ｍ）
②-５　右側横断勾配（％）：

②-６　左側横断勾配（％）：

※現場に設置する基準点・トラバー点と同じ座標系で入力す
ること。

②標準横断②の入力

横断図

②(3) 変化点4番の入力

③ 変化点（終点）の入力

④IP点（終点）入力

①標準横断①の入力

出来形管理に用いる工事基準点の三次元座標（X,Y,Z）また
は平面座標（X,Y）

※標高を持たない基準点の場合は、Ｚ座標の入力は不要であ
る。
ただし、この基準点を用いて出来形管理を行う場合は、当該
点より100ｍ以内に、別途標高を持った基準点を用意する必
要がある

①変化点１番（始点）の入力

②(1)　変化点2番の入力

②(2) 変化点3番の入力

工事基準点
座標一覧

①工事基準点①の入力

②工事基準点③の入力

設計データの項目

①始点杭入力

②IP点（始点）入力

③(1)　IP点（次点１）入力

③(2)　IP点（次点２）入力

平面図

縦断図

・
・
・
・

・
・
・
・

・
・
・
・

・
・
・

・
・
・

・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・

・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・



 

134 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図－ 66 工事基準点座標一覧表からのデータ読み取り例 



 

135 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図－ 67 座標平面図からのデータ読み取り例 

①-1（ﾅﾝﾊﾞｰ杭名）
：No

①-2（始点番号）
：0（現場毎に異なる）

①-3（始点プラス杭）
：０（プラス杭を設置しないので）

①-4（スパン長）：20m

①-5（始点の追加距離）
：０（現場毎に異なる。始点（本例ではNo.0の地点）の追加距離（縦断図参
照）を入力する。

①-6（IP点数）
：4（本例のIP点は、始点・IP1・1P2・終点の計４点）

②－１（始点名）：No.０
②－２（X座標）：-88370.4580
②－３（Y座標）： 16140.7979

③－４（半径R(ｍ)）：150
③－５（始点側のｸﾛｿｲﾄﾞﾊﾟﾗﾒｰﾀA1(ｍ)）：0
③－６（終点側のｸﾛｿｲﾄﾞﾊﾟﾗﾒｰﾀA2(ｍ)）：0

※A1,A2はｸﾛｿｲﾄﾞﾊﾟﾗﾒｰﾀ(すりつけ長さ)。
IP1の区間は単曲線なのでA1,A2ともに０

④－４（半径R(ｍ)）：60
④－５（始点側のｸﾛｿｲﾄﾞﾊﾟﾗﾒｰﾀA1(ｍ)）：25
④－６（終点側のｸﾛｿｲﾄﾞﾊﾟﾗﾒｰﾀA2(ｍ)）：60

※A1,A2はｸﾛｿｲﾄﾞﾊﾟﾗﾒｰﾀ(すりつけ長さ)。

③－１（IP点名）：IP.１
③－２（X座標）：-88359.1379
③－３（Y座標）： 16121.7192

④－１（IP点名）：IP.２
④－２（X座標）：-88330.4222
④－３（Y座標）： 16042.2724

③－１（IP点名）：EP.
③－２（X座標）：-88250.6002
③－３（Y座標）： 16027.5580

座標平面図

※Ｘ・Ｙ座標は小数点４桁まで、
Ｚ座標は小数点３桁まで読みとる。
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図－ 68 縦断図からのデータ読み取り例 
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図－ 69 横断図からのデータ読み取り例 
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②基本設計データのチェックシート 

請負者は、基本設計データと設計図書等を照合する。照合結果を基本設計データのチ

ェックシートに記入し、基本設計データとともに監督職員に提出する。基本設計データの

チェックシートの様式を次頁に示す。 
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（様式１） 
平成  年  月  日 

工 事 名：              
請負会社名：              
作 成 者：           印   

 
 
 
 

基本設計データのチェックシート 

項 目 対象 内  容 
ﾁｪｯｸ 
結果 

・基準点の名称は正しいか？  
1) 基準点 全点 

・座標は正しいか？  

・起終点の座標は正しいか？  

・変化点（線形主要点）の座標は正しいか？  

・曲線要素の種別・数値は正しいか？  
2) 平面線形 全延長 

・各測点の座標は正しいか？  

・線形起終点の測点、標高は正しいか？  

・縦断変化点の測点、標高は正しいか？  3) 縦断線形 全延長 
・曲線要素は正しいか？  

・ 作成した出来形横断面形状の測点、数は適切か？  

・ 幅・基準高は正しいか？  4) 出来形 

横断面形状 
全延長 

・ 出来形計測対象点の記号が正しく付与できているか？  

※1 各チェック項目について、確認完了後チェック結果欄に“○”と記すこと。 

※2 請負者が監督職員に様式－１を提出した後、監督職員から様式－１を確認するための資料 

の請求があった場合は、請負者は以下の資料等を速やかに提出するものとする。 

・基準点リスト（チェック入り） 

   ・線形計算書（チェック入り）：新設舗装工事のみ 
・平面図（チェック入り） 

   ・縦断図（チェック入り） 
   ・横断図（チェック入り） 
 

※ 添付資料については、上記以外にわかりやすいものがある場合はこれに替えることがで

きる。 
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